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第１ 札幌市すみかわ地区センターについて 

 １ 札幌市すみかわ地区センターの設置目的 

  札幌市において、札幌市すみかわ地区センターをはじめとするコミュニティ施設は、

区民センター条例第１条に定める「地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の

普及振興を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与する」ことを目的として設置され

た。（さらにこれらに加えてコミュニティセンターと地区センターは、区民センターの機

能を補完し、地域における住民の自主的な活動を促進することを目的としている。） 

 

 ２ 札幌市すみかわ地区センター管理運営上の課題、基本的方向性 

  札幌市すみかわ地区センターをはじめとするコミュニティ施設は、市内に区民センタ

ー10館、コミュニティセンター２館、地区センター24館、計36館を各地区に設置してい

る。 

  これまで、コミュニティ施設の一層の利用促進のため、市民委員による「コミュニテ

ィ施設利用促進検討懇談会」の意見書（平成20年度）を踏まえ、各種の利用促進策を実

施してきており、平成20年度の平均利用率53.8％から、令和元年度の平均利用率59.5%と、

利用率が向上してきている。 

  また、今日、地域社会においては、町内会加入率の低下、一人暮らしの高齢者の増加

や核家族化の進行に加え、新型コロナウイルス感染拡大により地域活動の機会が減少し

たことに伴い、住民相互の関係性の希薄化など、様々な課題が存在している。コミュニ

ティ施設には、こうした課題解決のため、それぞれのコミュニティの核としての役割も

求められているところであり、地域住民が集う地域コミュニティ形成の場として、重要

な役割を担っている。 

  このため、指定期間における札幌市すみかわ地区センターの管理運営は、一層のサー

ビスの向上と経費の節減を図りながら、利用率の向上及び地域住民による施設運営への

積極的な参画を目指すことを基本的方向性として行うものとする。 

 

第２ 施設の管理業務等に関する基本的方針 

  札幌市すみかわセンターの管理運営に当たっては、次の基本方針に沿って行うことと

する。 

 １ 札幌市の公の施設であることを常に念頭におき、市民の福祉の増進に努め、市民の

公平な利用に供するよう管理運営を行うこと。 

 ２ 施設の効用を最大限発揮し、施設の設置目的等に資するよう適切な管理運営を行う

こと。 

 ３ 「管理業務の計画書」で提案した住民のコミュニティ施設運営への参画、まちづく

り人材の育成、まちづくり活動の助長を促進する管理運営を行うこと。 

 ４ サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供がなされるよ

う管理運営を行うこと。 

 ５ 利用者や地域住民の声を常に把握し、施設の管理運営に反映させること。 

 ６ 最少の経費で最大の効果を挙げるよう管理運営の効率化に努めること。 

 

第３ 管理物件及び管理の基準 

 １ 管理物件 

  別表１のとおり 
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 ２ 管理の基準 

  ⑴ 開館時間及び休館日 

開館時間 午前８時 45 分から午後９時まで 

休 館 日 12 月 29 日から翌年１月３日まで 

    ※利用者から希望がある場合は、開館時間を午後 10 時まで延長し、使用時間の超

過を認めることとする。 

    ※特に必要があると認めるときは、札幌市と協議のうえ変更し、又は臨時に休館

日を設けることができる。（例：施設改修時等） 

  ⑵ 札幌市すみかわ地区センターの使用の承認について 

   ア 施設（有料施設）の使用の承認は、札幌市区民センター条例（昭和 48 年条例第

49 号。以下「条例」という。）、札幌市区民センター条例施行規則（昭和 49 年規

則第２号）及び札幌市区民センター等使用承認取扱要領等に定めるところにより

行うこと。  

   イ ロビー（無料施設）の使用の承認については、札幌市区民センター等ロビー使

用基準に定めるところにより行うこと。 

  ⑶ 使用の制限に関する事項 

   ア 条例第９条各号に定める場合には、使用を承認しない。 

   イ 条例第 10 条各号に定める場合には、使用承認の条件を変更し、使用の停止を命

じ、又は使用の承認を取り消すことができる。 

   ウ 条例第 10 条の２各号に定める場合には、札幌市すみかわ地区センターに入館

しようとする者の入館を禁じ、又は入館している者に札幌市すみかわ地区センタ

ーの使用の停止若しくは札幌市すみかわ地区センターからの退館を命じることが

できる。 

  ⑷ 個人情報の保護に関する法律の適用について 

   指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第４章の規

定のほか、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関しては、同法

第 66 条第２項の規定により準用する同条第１項の規定により札幌市と同様の安全管

理措置義務を負う。 

   また、同法第 33 条第１項の規定による開示の請求、同法第 34 条第１項の規定によ

る訂正の請求及び第 35 条第１項の規定による利用停止等の請求があったときは、同

法の定めるところにより適正に対応するとともに、札幌市から施設の管理を行うに当

たって保有する個人情報の提出の要求があった場合は、速やかに、これに応じること。 

  ⑸ 札幌市情報公開条例の適用について 

   指定管理者には、札幌市情報公開条例（平成 11 年条例第 41 号）第 22 条の２の規定

により、情報公開の努力義務が課せられるほか、札幌市から管理業務等に関する文書

等の提出の要求があった場合には、これに応じること。 

   なお、情報公開にかかる事務処理については、札幌市指定管理者情報公開要綱(平成

15年 12月 15日助役決裁)及び札幌市出資団体等情報公開要綱(平成 12年３月 30日市

長決裁)に定めるところにより行うこと。 

  ⑹ 札幌市行政手続条例の適用について 

   ア 指定管理者は札幌市行政手続条例（平成７年条例第１号）第２条第４号の「行

政庁」に該当するため、使用承認等の行政処分は、同条例の定めに従って行うこ
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と。 

  イ 使用承認等の審査基準及び標準処理期間を定める場合は、札幌市の基準等に準じ

た内容とし、札幌市に届け出ること。 

  ウ 使用承認の取消し等の不利益処分を行う場合において意見陳述のための手続を行

うときは、札幌市に対して事前に通知し、手続終了後に経過及び結果について報告

すること。 

  エ 聴聞の手続に関する必要な事項について、札幌市聴聞等に関する規則（平成６年

規則第 51 号）に準じた内容の聴聞規則等を定め、札幌市に届け出ること。 

 ⑺ 札幌市オンブズマン条例の適用について 

  指定管理者は札幌市オンブズマン条例（平成 12 年条例第 53 号）第 20 条の規定によ

り、オンブズマンが、苦情等の調査のため必要があると認めたときに実施する質問、事

情聴取、又は実地の調査について協力するよう努めること。 

 ⑻ 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例の適用について 

  指定管理者は札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号。以下「暴

排条例」という。）第６条の「事業者」、第７条第２項の「公共事業等に係る契約の相手

方」にあたることから、条例の基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよ

う、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関す

る施策に協力すること。具体的な取組については、以下の通り。 

 ア 施設が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

77 号）第２条第２号に規定する暴力団。以下同じ。）の活動に利用されないようにす

るために必要な措置を講ずるものとする。なお、施設利用者等が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下｢暴力団員｣とい

う。）や暴力団関係事業者（暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者。以下

同じ。）などであるかどうか確認が必要な場合は、「暴力団の排除にかかる照会事務マ

ニュアル」に従って必要な対応を行うこととし、その際は、原則、札幌市に相談し、

その指示に従うこと。 

 イ 協定に関連する契約（第三者への委託、物品調達等）について暴力団員や暴力団関

係事業者を相手方としないこととする。また、既に締結している契約の相手方が暴力

団員または暴力団関係事業者であると判明した場合、直ちに札幌市に報告し、その指

示に従うこと。既に締結した契約の相手方またはこれから契約を締結しようとする相

手方が暴力団員または暴力団関係事業者であるかどうか確認が必要な場合は、「暴力団

の排除にかかる照会事務マニュアル」に従って対応することとし、その場合は、原則、

札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

 ⑼ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の適用について 

  指定管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第

65 号。以下「障害者差別解消法」という。）における「民間事業者」の区分に該当し、「障

がい者への合理的配慮」については、現行努力義務とされているが、令和３年６月に法

改正されており、今後３年以内に施行されることで法的義務へと改められる。指定管理

者は公の施設の管理を通じて市民サービスに直結した業務を担っていることを踏まえ、

法的義務を課されている国・地方公共団体等行政機関である札幌市に準じた対応を行う

こと。具体的な取組については、「障害者差別解消法を踏まえた札幌市の対応方針」（対

応方針）及び「共生社会の実現に向けた札幌市職員の接遇要領」（接遇要領）を参照する

こと。 
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 ⑽ その他 

  ア 管理業務等を行うに当たり、第三者への委託、物品の調達等を行う場合は、札幌

市内の企業等の積極的な活用に努めること。 

  イ 管理業務等を行うに当たり、職員の雇用、第三者への委託、物品の調達等を行う

場合は、障がい者の積極的な雇用など福祉施策への取組に努めること。 

  ウ 第三者への委託、物品の調達にかかる支払は「政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律」第６条に準拠するよう努めること。 

 

第４ 業務の内容と要求水準 

  札幌市すみかわ地区センターの業務内容と業務毎の要求水準は、以下のとおりとする。 

  なお、以下に記載する項目のうち、業務の計画を作成することとしているものについ

ては、札幌市との協議のうえ、その内容を決定することとする。 

 １ 統括管理業務 

  サービス水準の向上及び経費の節減に向けた適切な管理運営を確保するため、各業務

の全体を統括する。 

  利用の公平・公正の確保に対する方針とその取組、管理運営の基本方針、利用促進の

ための方針とその取組、運営事業計画、地域連携の目標、まちづくり活動の参加意欲醸

成及び担手育成への貢献方法、地域社会の絆の強化への貢献方法、運営協議会設置の方

針、地域住民の声の把握・反映の仕組み、苦情処理等の方法、利益の市民還元、市内企

業等の活用計画、福祉施策の取組方針、職員の雇用環境の維持向上に向けた考え方とそ

の取組、施設管理のための組織体制、職員配置計画、勤務形態、勤務条件、職員採用計

画、人材育成、研修計画、防災業務、環境保全の取組、施設・設備等の維持管理等の具

体的内容は別紙６「管理業務の計画書」により提案すること。 

 ⑴ 管理運営業務の基本方針 

  札幌市すみかわ地区センターの管理運営に関して、指定管理者としての基本方針を策

定する。 

 ◇要求水準 

 ア 札幌市すみかわ地区センターの管理運営に関して、第１で挙げた施設の設置目的を

実現するとともに、市民サービスの向上、経費の縮減を図る上での基本方針を明確化

すること。 

 イ 基本方針の策定にあたっては、施設運営の透明性を確保するよう特に留意すること。 

 ⑵ 平等利用の確保 

  札幌市すみかわ地区センターにおける平等利用を確保するための方針及び取組項目を

明確化し、各取組を実施する。 

 ◇要求水準 

 上記方針及び取組項目として明確化する内容には次の内容を含むこと。 

 ・平等利用を確保する上での指定管理者としての基本的な方針 

 ・上記方針を具体化する上での統括責任者の役割、職員の心構え 

 ・札幌市すみかわ地区センターにおいて不当な差別的取扱いに該当するおそれのある行

為等 

 ・これらの行為等を発生させないように組織として対応する取組項目 

 ・その他、平等利用確保に際しての留意事項等 

 ※平等利用の基本的な考え方については、地方自治法第 244 条第３項、札幌市公の施設
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に係る指定管理者の指定に関する事務処理要綱第５-３-(1)、及び第１に記載した札幌

市すみかわ地区センターの設置目的を参照すること。 

 ⑶ 地球温暖化対策及び環境配慮の推進 

  管理業務等を行うに当たっては、札幌市環境マネジメントシステムを通じて、地球温

暖化対策及び環境配慮の推進に努めること。 

 ◇要求水準 

 ア エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）を遵守し、札幌

市すみかわ地区センターにおけるエネルギー使用を適切に管理し、その合理化を進め

ること。 

 イ 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

 ウ ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

 エ 清掃に使用する洗剤等は、環境に配慮したものを使用し、極力節約に努めること。 

 オ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリ

ングストップの実施など環境に配慮した運転に心がけること。 

 カ 管理業務等に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイド 

ライン指定品を使用すること。 

 キ 業務に係る従業員に対し、環境マネジメントに関する研修を行うこと。 

 ク 業務に係る環境法令を確実に遵守できる体制を確立すること。 

 ケ 省エネルギーに係る業務計画として、管理業務の開始後速やかに次の資料を作成し、

札幌市に提出するほか、毎年度、別紙１に示す報告書類を提出すること。 

 ・工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成 21 年３

月 31 日経済産業省告示第 66 号）に規定する各管理標準 

 コ 施設の電力については、特別な事情がない限り、札幌市電力の調達に係る環境配慮

要綱で定める「環境配慮評価基準」を満たす小売電気事業者より、調達すること。ま

た、可能な限り再生可能エネルギー電気の調達に努めること。 

 ⑷ 管理運営組織の確立 

  ア 責任者の配置、組織の整備 

   札幌市すみかわ地区センターの管理運営業務に関して統括的に責任を負う者（以下

「館長」という。）を1名配置するとともに、その職務代理者（以下「副館長」という。）

を１名以上配置する。また、管理運営業務を適切に行い得る組織を整備し、維持する。 

  ◇要求水準 

   (ｱ) 館長は、自ら定めた管理運営の基本方針の具体化を始めとして、札幌市と指定管

理者との協議、必要な報告、その他本仕様書に示す業務の全体（以下「本業務」

という。）を統括するとともに、本業務に関する札幌市その他との対外的な協議等

について、責任を持って一元的に対応すること。 

   (ｲ) 副館長は、館長がその職務を担えなくなった際に、館長を代理すること。 

   (ｳ) 組織の整備に当たっては、本仕様書に示す各業務の分担、指揮命令系統、緊急時

の連絡系統、その他必要な内容を規定すること。 

  イ 従事者の確保、配置 

   札幌市すみかわ地区センターの管理運営業務を適切に行うために必要な従事者（以

下「職員」という。）を確保する。また、職員の配置計画を作成し、各職員に業務を割

り当て、アで整備した各組織に配置する。 

  ◇要求水準 

   (ｱ) 管理運営の開始日以降指定期間の満了日に至るまで、本業務に必要な職員を、職
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員の休暇等の場合も含め業務に支障が生じないように確保し、当該職員が担当する業

務内容を明確にした上で、適切な担当部署に配置すること。 

 (ｲ) 供用時間においては、次の人員を配置すること。 

 <職員の標準配置基準> 

 ・施設の使用承認等に関する業務：２名 

 ウ 人材の育成 

  業務に支障が及ばないよう万全を期するため、職員に対して、業務上必要とされる研

修、指導教育（以下「研修等」という。）を実施する。 

  研修等は、各年度の実施計画(以下｢研修計画｣という。)を作成し、これに基づき実施

する。なお、研修等は、指定管理者が自ら行うものの他、公的機関その他の組織が行う

研修等に職員を派遣して行うことも可能とする。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 研修等を通じて、職員が割り当てられた業務を完全に理解し、その実施に支障が生

じない状況を確保すること。なお、理解すべき内容としては、少なくとも次の内容を

含むものであること。 

 ・各職員が行うべき業務の内容及び責任、利用者への接遇、業務上遵守すべき関係法令・

条例・規則等の規定内容、防火・防災対策、環境への配慮、その他業務に必要な知識

や技術、心構え等 

 (ｲ) 研修計画には、次の内容を含むこと。 

 ・研修等の実施方針 

 ・研修等の実施項目、各項目の概要、実施スケジュール 

 (ｳ) 毎年度、研修計画に基づいて実施した研修実績を札幌市へ報告すること。 

 エ 労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上 

  札幌市すみかわ地区センターにおける市民サービスの水準を維持向上させるとともに、

雇用の確保を図るため、職員の雇用に関する関係法令を遵守し、必要な規定の作成・変

更や届出等を行うとともに、雇用環境の維持向上に努める。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 職員の雇用に関しては労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、その他札幌市す

みかわ地区センターの管理運営にあたり関連する労働関係法令を遵守し、就業規則そ

の他の必要な規定等を整備するとともに、必要な届出を監督官庁に行うこと。 

 (ｲ) 職員に対する給与、賃金等の支払を適切に行うこと。 

 (ｳ) 職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減に意欲を持って取り組めるよう、

安全衛生やコミュニケーション、ワーク・ライフ・バランスの推進を含め、十分な労

働環境を整えること。 

 ⑸ 管理水準の維持向上に向けた取組 

  札幌市すみかわ地区センター利用者のニーズに柔軟に対応するとともに、安全性、効

率性、その他札幌市すみかわ地区センターの管理水準を維持・向上させていくため、組

織内では常に情報を共有するとともに、各業務について見直しを行い、改善を図る。 

 ◇要求水準 

 ア 情報の共有方法を明確化し、必要な情報を職員が十分に把握していること。 

 イ 業務の見直しを行う方法を明確化し、定期的に見直しを行うこと。特に、事故防止

については、見直し、改善を含め、日常的に組織的取組を行うこと。 

 ⑹ 第三者に対する委託業務等の管理 
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 ア 第三者に対する委託業務等における適正の確保 

  協定書第10条に示す第三者に対する委託（以下「再委託」という。）を行う業務の実施

にあたり、適正を確保する。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 再委託業務にかかる契約を締結する際には、札幌市契約規則及び札幌市物品・役務

契約等事務取扱要領（平成 20 年３月 28 日財政局理事決裁）第 91 条に準じて、軽微な

もの、緊急を要する場合などを除き原則として複数の団体から見積等を徴すること。 

 (ｲ) 再委託をする場合には、再委託の相手方となる事業者(以下｢再委託事業者｣という。)

が、再委託業務の履行にあたり札幌市すみかわ地区センターの管理運営における市民

サービスの向上について配慮するとともに、利用者の安全を十分に確保するよう仕様

等を作成すること。また再委託事業者からの再度の委託はできないことに留意するこ

と。 

 (ｳ) 再委託は指定管理者の責任において行うものであることについて、再委託事業者の

十分な理解を確保すること。 

 イ 再委託の相手方となる事業者への適切な監督、履行確認 

  再委託事業者に対しては、指揮監督を徹底するとともに、必要な履行確認を行う。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 再委託事業者との契約にあたり、再委託事業者に対して必要な指揮監督を行う部署

及びその責任者、再委託事業者側の責任者を明確にし、指揮命令系統及び連絡系統を

確立すること。 

 (ｲ) 再委託した業務が当該契約に基づき適切に行われるよう、必要な指導、指示、立会、

書面による検査並びに確認を行うこと。 

 (ｳ) 再委託事業者に対し、委託した業務に関連する労働関係法令を遵守するよう、適切

な監督、指導を行うこと。 

 (ｴ) 再委託事業者に対して、札幌市すみかわ地区センターの業務を行うために必要な

従事者の法令遵守状況及び労働環境（賃金、労働時間、各種保険の加入状況、健康診

断の実施状況等）に関わる情報提供を求めること。ただし、個人情報保護の観点等か

ら情報の収集が困難な場合は、その状況、経緯等について札幌市に報告を行い必要な

指示を仰ぐこと。 

 ウ 協定に関連する契約の相手方からの暴力団員又は暴力団関係事業者の排除 

  暴力団員または暴力団関係事業者を協定に関連する契約の相手方としないために、必

要な対応を行う。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 第３－２－(8)－イに定める対応を行うこと。 

 ⑺ 札幌市及び関係機関との連絡調整 

  ア 運営協議会の設置 

   札幌市、指定管理者、利用者団体、地元町内会等で構成する札幌市すみかわ地区セ

ンター運営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。協議会においては、管理業

務等の状況の報告、管理運営水準の維持・向上に向けた協議を行う。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 協議会は指定管理者の主催により指定期間中３か月に１回以上開催すること。 

  必要に応じて、札幌市及び指定管理者のみでの協議会開催も可とするが、年度ごと１

回以上はすべての構成員で協議会を開催すること。 

 (ｲ) 協議会の運営は指定管理者が行うこと。また、協議会では以下の項目について協議
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等を行うこと。 

 <協議等の項目> 

 ・本業務の報告と札幌市すみかわ地区センターの管理運営上の問題点や改善に関する事

項 

 ・施設の管理運営に係る各種規程、要綱、マニュアル等を新たに作成する場合の概略 

 ・本仕様書において協議会での協議を必要とする旨が記載されている項目 

 ・その他、札幌市すみかわ地区センターの市民サービスや管理水準の維持向上に向けた

取組 

 (ｳ) 協議会の内容は記録するとともに要旨を札幌市に報告すること。また、その要旨を

１か月程度施設内に掲示し、利用者へ周知すること。 

 イ 関係機関との連絡調整 

  本業務の遂行に当たり、利用者団体、地元町内会等、その他関連する団体、組織、機

関等との良好な関係を維持するとともに、必要に応じ連絡調整を行う。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 指定期間開始後２か月以内に、本業務の円滑な遂行に関して必要となる関係機関等

の一覧表を作成し、当該内容について札幌市に確認すること。 

 (ｲ) (ｱ)の確認後、必要な関係機関等との関係の構築を速やかに行うとともに、連絡調整

を適宜行うこと。 

 ウ 指定管理者の表示 

  指定管理者が行政庁としての行為を行う場合には、指定管理者であることを明らかに

する。 

 ◇要求水準 

  本業務を行うに当たり、使用承認、承認取消その他の行政庁として行う行為（本来、

行政庁でなければ行うことができない行為）を行う場合において、団体名を表示する必

要があるときには、「札幌市すみかわ地区センター指定管理者 札幌市すみかわ地区セ

ンター運営委員会」と表示すること。 

 ⑻ 財務 

 ア 資金管理 

  札幌市すみかわ地区センターの安定的かつ効率的な管理運営を確保するため、本業務

に関する資金（協定書に定める管理費用、利用料金、その他の収入。以下「管理費用等」

という。）及び本業務とは別に指定管理者が札幌市の承認を得て施設において実施する

事業等（以下「自主事業等」という。）に関する資金を適切に管理する。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 本業務を行うに当たっては、指定管理者が行っている他の事業と経理を明確に区分 

し、年度ごとに収支その他経理に関する記録等を整備すること。 

 (ｲ) 本業務に係る経費の収支については、独立した帳簿及び預金口座により管理するこ

と。 

 (ｳ) 管理費用等の適切な管理を第三者による監査などの客観的な方法で点検・確認する

こと。 

 (ｴ) 自主事業等の経費の管理については、第５－１－（3）を参照。 

 イ 現金等の適切な取扱い 

  利用料金収入等の現金等が不適切に取り扱われることの無いよう、現金等の取扱に関

する規定（以下「現金等取扱規定」という。）を整備し、運用する。 
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 ◇要求水準 

 (ｱ) 現金等取扱規定には、以下の項目に関する規定を含むこと。 

 なお、複数の規定類により各項目について規定していても差し支えない。 

 ・現金の取扱いに関する管理体制 

 ・現金の取扱事務の運用手続 

 ・現金の保管方法 

 ・銀行口座の管理方法 

 ・金券類の管理等の適切な取扱い 

 ・以上の現金等の取扱いに付随する帳票、経理書類の様式 

 (ｲ) 現金等取扱規定においては、現金等の取扱いに関し事故、不祥事を未然に防ぐ仕組

みを構築し、運用すること。 

 (ｳ) 現金等の取扱いに関して、事故、不祥事が発生した場合には、当該事実を確認した

日時、事実の概要を記録するとともに、当該事実等について即時に札幌市に報告のう 

え、その後の対応について札幌市と協議し、必要な対応を取ること。 

 (ｴ) 現金等の取扱いに関して、必要に応じて現金等の輸送中及び保管中に発生した滅失

や盗難、事故に備えた保険等の加入について検討すること。 

 ⑼ 苦情対応 

  施設の管理に関する利用者その他の市民からの要望、苦情等（以下「苦情等」という。）

に迅速かつ適切に対応し、その結果を札幌市に報告する。 

 ◇要求水準 

 ア 苦情等への対応手続を文書により整備すること。また、職員が、当該手続の内容を

十分に理解していること。 

 イ 苦情等を受け付ける担当部署を明確化し、利用者、その他必要な者に対して十分に

周知していること。なお、利用者等からの申し出があった場合には、当該担当部署と

は異なる部署においても苦情等は受け付けること。 

 ウ 苦情等を受け付けた場合は、その内容に応じて必要な対応を行うこと。 

 (ｱ) 指定管理者のみで対応が可能なものについては、適切な対応を行った上で、必要に

応じて札幌市に報告すること。 

 (ｲ) 指定管理者のみでは対応が難しいもの、札幌市の判断を要するものについては、速

やかに札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

 エ 市政に関し、指定管理者の業務には全く関わりの無い苦情等があった場合には、速

やかにその概要を札幌市に報告すること。 

 オ なお、札幌市は、札幌市になされた苦情等の対応上必要と認めるときは、指定管理

者に対し報告を求め、現地を調査し、又は必要な指示を行う。 

 ⑽ 記録・モニタリング・報告・評価 

  ア 記録 

   指定管理者は、本業務の実施に関する記録・帳簿等を整備、保管し、指定期間の満

了時や指定の取消時には、札幌市または次期指定管理者に速やかに引き継ぐ。 

  ◇要求水準 

   以下の帳簿等を常に整備し、これらを５年間（法令等で定めがある場合は、その期

間）保管し、保管期間が終了した場合は、個人情報等の取扱いに注意し、適正に破棄

すること。ただし、５年が経過する前に、指定期間が満了しまたは指定が取り消され

た場合は、札幌市の指示に従い、札幌市または次期指定管理者に速やかに引き継ぐこ
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と。 

 ・事業日誌 

 ・管理業務に関する諸規定 

 ・文書管理簿 

 ・各年度の事業計画書及び事業報告書 

 ・収支予算及び収支決算に関する書類 

 ・金銭の出納に関する帳簿 

 ・物品の受払に関する帳簿（別表２に記載する備品及びその他の備品で指定管理者が調

達したものについてそれぞれ明示し、その受払について記載したもの） 

 ・以上のほか、別紙１に示す本仕様書に規定する業務に関する記録書類、及び札幌市が

必要と認める書類 

 イ セルフモニタリング 

  指定管理者は、札幌市すみかわ地区センターの管理運営業務の実施状況及び利用者や

地域住民の声について、自ら監視・測定（以下「セルフモニタリング」という。）を行う。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 業務の全体に関して、以下の内容を含むセルフモニタリングを行うこと。 

 a 利用者満足度の測定等 

 ・利用者アンケート調査を行い、施設利用者の施設利用に係る満足度等を測定するとと

もに、意見、要望等を把握する。 

 ・調査は、公正な方法で行うこと。 

 ・利用者アンケート調査には、札幌市すみかわ地区センターの利用による総合的な満足

度、第１で挙げた札幌市すみかわ地区センターが目的とする成果の実現や、課題の解決

等の進捗、職員の接遇等を把握できる調査項目を盛り込むこと。 

 ・調査結果については、集計・整理後速やかに札幌市に文書及び電子データにより報告

するとともに、札幌市すみかわ地区センターの利用者にも、１か月程度掲示により周知

すること。 

 ・調査に当たっては、個人情報の保護に関する法律の遵守を徹底すること。 

 b 苦情等の整理、分析 

 ・施設利用者、地域住民、その他からの苦情や要望は、その内容に従い分類し、件数及

び内容の傾向等を分析する。 

 ・当該分析結果は随時、札幌市及び協議会において報告した上で、施設内に掲示するこ

と。また、随時作成した分析結果を活用して、別途、年度単位の分析を行うこと。 

 c 各業務のセルフモニタリング 

 ・別紙１に記載した各業務の記録の作成等行うこと。なお、業務の実施方法等と合わせ

て記録・測定等の方法を集約するなど、合理化を図ることもできる。ただし、この場合

にも、別紙 1 に記載した内容は含むこと。 

 d 業務・財務検査項目の自己チェック 

 ・半年に１回程度、札幌市が示すチェックリストを用いて、業務や財務に関する自己チ

ェックを実施し、その結果を記録し、また、改善が必要な項目がある場合、その改善提

案を含め札幌市に報告すること。なお、改善提案を行った項目については、札幌市への

報告後１か月以内に再度確認し、札幌市に報告すること。 

  (ｲ) 利用者アンケート調査結果については、以下の項目毎の満足度の水準を目標とす

る。 
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 ・総合満足度：80％ 

 ・接遇（受付を含む）：80％ 

 ・貸室事業：80％ 

 ・清掃状況：80％（物的管理導入館のみ） 

 ウ 事業等の報告 

  指定管理者は、以下の報告書類を協定で定めるところにより提出するほか、別紙１に

示す報告書類、その他札幌市が要求する報告書類について、適宜提出する。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 毎年度終了後に提出する報告書類 

 ・施設利用状況報告書（様式１-１、１-２） 

 ・講座等事業実施報告書（様式２-１、２-２、２-３） 

 ・当該年度の管理業務に係る収支決算書（利用料金の収入状況を含む） 

 ・当該年度（又は当該年度中に終了する事業年度）の団体の経営状況を説明する書類〔収

支(損益)計算書又はこれらに相当する書類、貸借対照表及び財産目録またはこれらに

相当する書類〕 

 (ｲ) 毎月終了後に提出する報告書類 

 ・施設利用状況報告書（様式３-１、３-２） 

 ・講座等事業実施報告書（様式４-１、４-２、４-３） 

 ・有料施設利用料金収入状況報告書（様式５） 

 ・個人情報取扱状況報告書（様式７）  

 (ｳ) 事業計画書の提出 

   指定管理者は、毎年度末までに次年度に予定する事業計画書を作成し、札幌市に提出

すること。なお、当初に提案した事業計画に変更がある場合には事前に札幌市と協議

すること。 

 (ｴ) その他 

 ・指定期間初年度においては、決算終了後直ちに、(ｱ)に挙げた団体の経営状況を説明す

る書類（指定期間初年度の前事業年度分）を提出すること。 

 エ 札幌市の検査・確認・要請に対する対応等 

  指定管理者は、施設の管理運営の一切に関する札幌市の検査・確認・要請等に誠実に

対応する。 

  なお、検査・確認等の結果、指定管理者の業務が協定書に定める管理運営業務の基準

を満たしていないと判断した場合は、札幌市は、指定管理者が必要な改善措置を講ずる

よう指示等を行うことがあるので留意すること。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) アに挙げた帳簿等、その他管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に整理し、札

幌市からこれらに関する報告や現地調査を求められた場合には、速やかに指示に従い、

誠実に対応すること。 

 (ｲ) 札幌市は、ウに挙げた報告書類等の検査、定期的又は随時の現地調査（給与・賃金

等の支払状況や口座残高の確認等の財務検査を含む）、その他管理の基準、管理業務等

に関する仕様書等に基づき、指定管理者が業務を適切に実施しているかの検査、確認

を行うので、指定管理者はこれらの検査等に協力すること。 

 オ 事業評価 

  指定管理者は、施設の利用状況、セルフモニタリングの結果等を踏まえ、札幌市が定

めるところにより、管理業務等の自己評価を行い、毎年度事業報告書の提出にあわせて
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札幌市に報告する。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 評価は、館長が中心となり、可能な限り利用者と直接接する職員の意見等も反映さ

せることのできる方法により行うこと。 

 (ｲ) 札幌市は、指定管理者の自己評価をもとに、指定管理者の業務評価を行い、その結

果に基づき必要な指示等を行うとともに、評価の結果を公表する。札幌市が公表した

評価結果については、施設内に１か月程度掲示し、利用者へ周知すること。 

 ※なお、札幌市は、必要なサービス水準の確保、その他施設の管理運営に関し必要があ

ると認めたときは、利用者ニーズを把握するための調査を行う場合がある。 

 

 ２ 施設・設備等の維持管理に関する業務 

  ⑴ 総括的事項 

   ア 利用者等の安全確保、市民サービスの向上への配慮等 

    各業務の実施にあたっては、利用者等の安全確保を第一に優先するとともに、市

民サービスの向上について十分に配慮する。 

    また、法令の遵守を徹底するとともに、善良なる管理者の注意をもって管理物件

を管理する。 

  ◇要求水準 

  (ｱ) 各業務に関して、札幌市すみかわ地区センター利用者、歩行者、近隣住民、職員、

その他業務に関連する者の安全が十分確保されること。 

  (ｲ) 各業務を実施する際に、利用者の施設利用の支障にならないよう配慮するととも

に、利用者に対し業務の実施について十分に案内すること。 

  (ｳ) 必要な場合には、法令等に従い当該要件を満たす有資格者により作業が行われる

こと。 

  (ｴ) 拾得物の取扱いを適正に行うこと。 

  (ｵ) 災害、救急にかかる対応を適切に行うこと。 

  イ 連絡体制の確保 

   各業務に関する連絡体制を確保する。 

  ◇要求水準 

   開館時間中については、各業務に関して必要な連絡先を利用者に対し十分に案内す

ること。また、各業務に応じて、利用者等、職員からの連絡が必要な場合には、常に

最短の時間で連絡可能な状態が維持されていること。 

  ウ 損害賠償保険の加入  

   管理業務の実施に当たり、指定管理者の故意又は過失により札幌市又は第三者に損

害を与えた場合は、指定管理者が賠償責任を負うことになるため、指定管理者におい

ては、次に掲げる内容を補償する損害賠償保険に加入すること。 

  (ｱ) 対象：札幌市すみかわ地区センター内における維持管理期間中の法律上の賠償

責任 

  (ｲ) 対人補償：１億円（１名につき） 

          ４億円（１事故につき） 

  (ｳ) 対物補償：500 万円 

  (ｴ) 期間  ：指定管理者の指定期間 

  (ｵ) その他 ：被保険者を指定管理者（指定管理者から委託を受けたものを含む）及
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び札幌市とし、交差責任担保特約を付ける。 

 ⑵ 施設、設備等の維持に関する管理 

  施設、設備等の維持に関する管理業務の具体的な実施要領は、別紙６「管理業務の計

画書」（４－８）により提案すること。 

 ア 清掃業務 

  施設の快適な環境を保つため、日常清掃、定期清掃、廃棄物収集処理を行う。 

  定期清掃では、日常清掃で行うことが困難な清掃を計画的に行う。 

  廃棄物収集処理では、管理運営に伴い排出されるごみ、廃棄用紙、段ボール、資源物

等を定期的に収集、処理する。 

  その他下記要求水準を達成するために必要な業務を行う。 

 ◇要求水準 

  別紙２清掃業務仕様書によること。 

 イ 警備業務 

  施設の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止するこ

とにより、財産の保全と人身の安全を図り、もって円滑な管理運営を行う。 

  このため、指定管理者は、警備計画を作成し、当該計画に従い以下の業務を行う。 

 ・鍵の管理 

 ・開館時及び閉館時の開錠、施錠 

 ・出入管理 

 ・施設の秩序維持 

 ・機械警備システム等の管理 

 ・その他下記要求水準を達成するために必要な業務 

  なお、対象区域は札幌市すみかわ地区センター施設及び敷地とする。 

 ◇要求水準 

  別紙３警備業務仕様書によること。 

 ウ 施設及び設備の運転・保守・管理・点検業務 

  施設及び設備(以下「施設等」という。)の全般の機能を良好に維持管理するとともに、

施設等の劣化を早期に発見し、措置するため、日常点検、定期点検、その他必要な保守

点検業務を実施する。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 建築基準法第 12 条第２項及び第４項に基づき、別紙４-６の検査を行うこと。 

 (ｲ) 施設等が所要の性能を発揮する状態を維持すること。 

 (ｳ) 点検の結果設備の部品、消耗品等の交換が必要となる場合には、速やかに交換する

こと。 

 (ｴ) 施設等の劣化及び損傷を最小限に抑えるとともに、利用者等及び施設等の安全性を

確保すること。 

 (ｵ) 業務の対象施設等は施設等全般とする。なお、自動ドア、消防設備、自家用電気工

作物、舞台装置、ガスヒートポンプについて、それぞれの業務の標準は別紙４－１、

４－２、４－３、４－４、４－５のとおりとする。また、特に記載されていない施設

等に関しては、「建築保全業務共通仕様書（最新版）」などを参考とすること。 

 エ 修繕 

  施設等の全般の機能を良好に維持管理するとともに、施設管理上のトラブルが原因で

市民等の利用に支障が生じることのないよう、施設等全般について、破損、故障等が発

生した場合又は短期間のうちに確実に破損、故障等が発生すると見込まれる場合（以下
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「破損、故障が発生した場合等」という。）は、速やかに修繕を行う。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 利用者等から破損、故障等の発生について連絡を受けた場合においては、速やかに

実際の状況を確認すること。 

 (ｲ) (ｱ)の場合も含め、破損、故障が発生した場合等には、応急処置、修繕費用、修繕期

間、原因の調査など、必要な初期対応を行うこと。また、当該対応の結果について、 

遅滞なく札幌市に報告すること。 

 (ｳ) 修繕を行うにあたり再委託にかかる契約を締結する際には、札幌市契約規則及び札

幌市物品・役務契約等事務取扱要領第 91 条に準じて、軽微なもの、緊急を要する場合

などを除き原則として複数の団体から見積等を徴すること。また、修繕等を行うに当

たっては、緊急に実施する必要のある場合を除き、事前に札幌市の承認を得ること。

なお、緊急に実施した修繕については、実施後速やかにその概要を札幌市に報告する

こと。 

 (ｴ) 施設等の劣化及び損傷を最小限に抑えるとともに、利用者等及び施設等の安全性を

確保すること。 

 (ｵ) 修繕等を行うにあたり、札幌市公共建築物シックハウス対策指針及び同解説等に従

うこと。 

 オ 備品管理 

  札幌市が備え付ける備品（事務機器を含む。）は別表２のとおりとする。備品は、市民

等の利用に支障が生じることのないよう、常に保守点検、清掃等を行うとともに、不具

合の生じた備品について、修繕を行う。 

  また、施設の管理運営にあたっては、指定管理者と札幌市とは備付けの備品(別表２)

について物品使用貸借契約書を締結するものとする。 

  別表３に定める備品については、指定管理者の負担で調達し、本管理業務に供するも

のとする。なお、調達した備品は、指定管理者から札幌市へ所有権を譲渡し、指定管理

者は札幌市から当該備品を借り受けることによりその占有を継続する(民法第183条の規

定による占有改定)ため、指定期間の満了の際は、調達した備品を札幌市に引き継ぐこと

とする。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 備品は所要の性能を発揮する状態を維持すること。 

 (ｲ) 備品に関する不具合があった場合、速やかに実際の状況を確認し、修理、説明、代

用品の確保、原因の確認など、必要に応じた対応を行うこと。 

 (ｳ) 別表２に記載する備品は、毎年度全件その有無及び状態を点検すること。 

 カ 駐車場管理 

  札幌市すみかわ地区センター駐車場利用車両の監視、誘導等を適切に行い、利用者の

円滑な活動を確保する。業務の時間帯は開館時間に合わせること。 

 ◇要求水準 

 (ｱ) 駐車場利用者が安全、円滑に駐車できるよう必要な案内・誘導を行うこと。 

 (ｲ) 駐車場入口付近や駐車場内での交通渋滞の未然防止、渋滞が発生した場合の速やか

な解消に努めること。 

 (ｳ) 場内での事故等が発生した場合には、利用者の案内、避難誘導、救護、警察・消防

などの関係機関への通報等、事故に応じた初期対応を行うこと。また、速やかに、札

幌市に事故の状況、初期対応の結果、その他必要な事項を報告し、札幌市との協議の
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上、必要な対応を取ること。 

 キ 除排雪業務 

  冬期間の駐車スペースの確保、利用者の通行の妨げにならないよう、駐車場及び通路

の除排雪を行う。 

 ◇要求水準 

  別紙５除排雪業務仕様書によること。 

 ⑶ 防災業務 

  地震、火災、風水害等の災害(以下｢災害等｣という。)及び事故による傷病等が発生し

た場合に迅速かつ的確な対応ができるよう、防災計画を定めるとともに、日ごろから訓

練を行い、利用者、職員等の安全確保を図る。 

  防災業務の具体的内容は、別紙６「管理業務の計画書」（４－６）により提案すること。

なお、当該計画書は、以下の点を踏まえること。 

  基本的には、災害が発生した場合、区災害対策本部の依頼があれば指定避難所として

開設できる体制を整える。また、札幌市すみかわ地区センターは指定避難所（地域）に

指定されていることから、「札幌市すみかわ地区センターの管理に関する業務協定書」と

は別に、避難所の運営に関する協定の締結に係る協議を求めることがある。 

 ア 避難者が施設に入ってきた場合 

  避難所開設の可否について、区災害対策本部に連絡の上で指示を受ける。開設しない

場合については、区災害対策本部の指示に基づき開設中の避難所を案内する。 

 イ 施設に損壊が生じた場合 

  ① 避難者が発生し、避難所として開設するにあたり支障がある場合 

    施設の損壊状況について、区災害対策本部に連絡の上で指示を受ける。 

  ② 避難者が発生せず、単なる施設の損壊 

    施設所管課に連絡を行う。 

 ウ 対応を行う時間帯 

   基本的には開館時間内の対応とする。 

 エ 災害が発生し、負傷者が出た場合 

  ① 避難者の場合 

    救急処置、119 番通報等必要な措置をとり、区災害対策本部に連絡を行う。 

  ② 利用者の場合 

    救急処置、119 番通報等必要な措置をとり、施設所管課に連絡を行う。  

 ◇要求水準 

 (ｱ) 災害等の緊急事態が発生した場合には、防災計画に基づき、被害が最小になるよう

に迅速かつ最善の対応を取るとともに、発生の状況、その他必要な事項について直ち

に札幌市に報告すること。 

 (ｲ) 防災計画には、以下の内容を含むこと。 

 ・防災業務の実施方針 

 ・災害等が発生した場合の統括対応部署とその役割。その他の部署の役割分担と連絡系

統 

 ・災害による被害を最小限に抑えるための防災訓練の内容及びその他の日常からの対策 

 ・札幌市すみかわ地区センターにおける事故による傷病等の想定項目 

 ・事故による傷病等を未然に防ぐための方策 

 ・万一事故等が発生した場合の対応方法(医療機関その他関係機関との連携を含む) 
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 ・休館日の災害等への対応体制 

 (ｳ) 防災業務の実施にあたっては、次の基準、観点に従うこと。 

 ・札幌市すみかわ地区センター利用者の安全を最優先で確保すること。 

 ・職員の安全、近隣住民への対応や関係機関との連携協力に十分に配慮すること。 

 ・開館中に災害等が発生した場合に、職員が必要な初動対応、避難所としての対応及び

連絡等を行える状況を維持すること。 

 ・開館中を除く時間帯に災害等が発生した場合に、必要な連絡体制及び損害、被害の確

認、避難所としての対応を行う体制を確立していること。 

 ・防災計画は、別途札幌市との避難所の運営に関する協定が締結された場合は、その内

容に応じて改定を行うこと。 

 (ｴ) 利用者等の急な傷病に適切に対応できるよう、近隣の医療機関との連携体制や職員

による応急救護体制を確立していること。 

 (ｵ) 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条に規定される防火管理者ないし防災管理者

の選任、消防計画の策定及びその実施を通じて、消防法及び関係法令に規定される防

火管理又は防災管理を徹底すること。 

 (ｶ) 消防法施行規則第６条の基準に基づき施設に設置されている消火器について、平成

22 年 12 月 22 日付消防予第 556 号・消防危第 294 号「消火器の技術上の規格を定める

省令の一部を改正する省令等の交付について」による規格基準に基づき、製造から 10

年を経過したもの及び消防設備点検にて異常が認められたものは更新すること。 

 (ｷ) ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置し、日常の点検とパット、バッテリー等の消

耗品を含め、必要な更新を行うこと。また、緊急時には迅速に対応できるよう、日頃

から点検、操作訓練等を行うこと。 

 

 ３ 事業の計画及び実施に関する業務 

  札幌市すみかわ地区センターの設置目的を達成するための事業を企画・立案し、実施

する。 

  なお、事業の企画・立案・実施に関しては、区内の南区民センター、他の地区センタ

ー、南区体育館等の他施設と連携を図り、地域行事との関連も考慮すること。 

 ⑴ 区民講座に関する業務 

  札幌市すみかわ地区センターの設置目的の実現に向けて、市民の教養等の向上促進等

のために、区民ニーズ及び市の施策に合致した各種講座を実施し、市民に学習機会を提

供する。 

  各事業の具体的内容は、別紙７－１「運営事業計画書（１区民講座について）」のとお

りとする。 

 ◇要求水準 

 ア 年間 10 講座程度（1 講座あたり４～８回程度）を定期又は随時に開催するよう努め

ること。  

 イ 講座の内容は、以下の例を参考に行うこと。 

 ・区民ニーズの高い講座（例：一般教養、健康づくり） 

 ・まちづくり参加入門講座（例：地域の魅力再発見、町内会経理・運営、ボランティア

入門、ファシリテーター養成、ワークショップ運営等） 

 ・市民・他団体が企画、提案する講座 

 ウ 講座の一部（５割未満）の実施に当たっては、市民が企画、提案する講座を具体化
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するための支援や札幌市生涯学習センター等との連携を行い、内容の充実を図ること。 

 エ 講座毎に申込定員の 80％以上の参加者を得るよう努めること。 

 オ 講座毎に参加者の受講内容に関する理解度、満足度がそれぞれ 80％以上となること

を目標とすること。 

 カ 受講料等の設定に当たっては、幅広い地域住民が参加しやすいように廉価な金額と

するよう配慮すること。この場合、本市内の他の類似施設の料金設定を参考とするこ

と。 

 ⑵ 地域住民の交流等を目的とした事業に関する業務 

  札幌市すみかわ地区センターの設置目的の実現を図るため、幅広い地域住民の交流等

を目的とした事業やボランティア性の高い事業を実施し、利用促進に向けたきっかけづ

くりとする。 

  各事業の具体的内容は、別紙７－２「運営事業計画書（２地域住民の交流等を目的と

した事業について）」のとおりとする。 

 ◇要求水準 

 ア 年間にわたって複数回、定期又は随時に開催する。 

 イ 事業の内容は、以下の例を参考に行うこと。 

 ・文化祭、演芸会など（例：利用団体合同の発表会） 

 ・講演会、演奏会など（例：著名人による講話、ＰＭＦ等の演奏） 

 ・スポーツ大会、その他（例：卓球大会、地域のおまつり、フリーマーケット）  

 ウ 来場者目標数の 80％以上の来場者を得るよう努めること。 

 エ 利用促進に向けたきっかけづくりとなるよう、来場者への年間施設イベント情報チ

ラシの配布や体験型のイベントにするなど、来場者の施設への興味を喚起するような

工夫をすること。 

 オ 参加料等の設定に当たっては、幅広い地域住民が参加しやすいように廉価な金額と

するよう配慮すること。この場合、本市内の他の類似施設の料金設定を参考とするこ

と。 

 カ 文化祭、演芸会等にてバザー等を実施し飲食物を提供する場合、臨時営業許可等の

法定手続等を行うこと。 

 ⑶ 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）に関する業務 

  札幌市すみかわ地区センターの設置目的である地域住民の福祉増進に寄与するため、

施設 の空き室等を有効に活用（無料）することにより、地域の憩いの場を創出する。 

  各事業の具体的内容は、別紙７－３「運営事業計画書（３地域の憩いの場づくり施設

活用事業（無料）について）」のとおりとする。 

 ◇要求水準 

 ア 空き室の範囲内又はロビー等の空きスペースを活用して実施することとし、事業ご

とに月１回以上実施することを目安とする。 

 イ 事業の内容は、以下の例を参考に地域のニーズを踏まえて定めるとともに、複数の

分野においての実施に努めること。 

 《分野の例》 

 ・文化系【和室や会議室を利用】・スポーツ系【ホールを利用】 

 ・フリー系【ロビーを含めた空きスペース全体を利用】 

 （フリー系の例：子育てサロン、ファミリー利用、自習コーナー、子ども開放） 

 ウ より地域住民・個人が気軽に参加することで施設利用者の裾野が広がるよう、事業
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内容や実施方法を工夫すること。特に貸室を活用しない、あるいはあらかじめ曜日日

時を設定せずに適宜実施できるフリー系の事業を、施設の状況に応じて積極的に実施

するとともに、子どもや子育て世代への利用促進につながるように工夫すること。 

 エ 実施日時の設定にあたっては、各施設における駐車場の混雑状況を勘案すること。

特に区役所等の公共施設と駐車場と共用している施設においては、平日日中を避けて

設定するなどの工夫をすること。 

 オ 備品使用料は徴収しないが、茶菓や資料など実費的な参加料等の設定に当たっては、

幅広い地域住民が参加しやすいように廉価な金額とするよう配慮すること。この場合、

本市内の他の類似施設や市のイベントなどの料金設定を参考とすること。 

 カ あらかじめ事業ごとの実施予定曜日や時間帯を設定した年間または月間のスケジュ

ールを立てるとともに、貸室利用等により中止する場合は事前に決定し、利用者が確

認できるようにすること。また、中止した分は、空き室の範囲内において他の空き時

間等へ振り替えるなどにより、上記実施回数の確保に努めること。 

 キ 活用事業は、空き室の範囲内で施設を有効利用するものであり、施設の利用状況に

よって変動するものであることから、利用率が向上した場合には順次縮小するもので

あることを十分周知すること。また、実際に事業を縮小する場合は、段階的な縮小や

十分な事前周知等により、利用者への理解が得られるように努めること。 

 

 ４ 施設の利用等に関する業務 

  施設の使用申込の受付、使用の承認等、利用料金の収受、その他施設の使用承認等に

関する業務を行うとともに、利用の促進、利用率の向上に向けた取組を行う。 

 ⑴ 受付業務 

  札幌市すみかわ地区センター受付において、施設利用についての案内、施設利用及び

物品貸与の申し込み受付、利用前後の鍵の受け渡し、苦情や問い合わせへの一次対応、

コピー・印刷機利用サービス、その他札幌市すみかわ地区センター来館者への対応業務

を行う。なお、施設の使用承認等に関する業務に関しては、下記(2)のとおり実施するこ

と。 

 ◇要求水準 

 ア 来館者に受付カウンターであることが容易に理解されるよう必要な表示や案内があ

ること 

 イ  親切、明朗、公平に対応するなど、接遇について最大限留意すること。 

 ウ 来館者の来館目的に沿い、適切な案内を行うこと。また、札幌市すみかわ地区セン

ターに関する来館者の疑問点に即時に対応すること。 

 エ 施設利用者（使用承認等の申込者を含む）に対しては、施設の利用方法や利用上の

留意点など必要かつ十分な案内が行われること。 

 オ 来館者が受付に到着した後は速やかに要件を済ませられるよう配慮すること。 

 カ 混雑する場合には、混雑緩和のための必要な対応を講じること。 

 キ その他札幌市政に関する問い合わせについても、対応業務を行うこととし、必要に

応じて関係部署へ取次ぎを行うこと。 

 

 ⑵ 使用承認等に関する業務 

  札幌市すみかわ地区センターの利用に関して、以下の業務等を行う。 

 ・施設（有料）の使用申込・予約受付及び使用の承認又は不承認 
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 ・施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするとき

の当該行為の承認又は不承認 

 ・使用承認等の条件の変更、施設の使用の停止の命令又は使用承認等の取消し 

 ・利用料金の収受事務 

 ・利用料金の還付に関する事務 

 ・販売行為等の承認 

 ・入館の制限その他施設の秩序維持 

 ・ロビー（無料施設）の使用申込の受付及び使用の承認又は不承認 

 ◇要求水準 

 ア 平等利用を確保すること。 

 イ 使用の承認、不承認は、札幌市区民センター条例、同条例施行規則、札幌市区民セ

ンター等使用承認取扱要領、札幌市区民センター等使用許可に係る審査基準及び札幌

市区民センター等の使用許可に係る処分基準等関係規程に基づき行うこと。 

 ウ 利用料金等の収受を、第４－１－⑻－イにより整備する現金等取扱規定に基づき適

切に行うこと。 

 エ 施設が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとす

る。（第３－２－⑻－ア 参照。） 

 オ 施設窓口、電話、ファクス及び独自のインターネット申込みによる受付を行うこと。

なお、インターネット申込みにおいては、ホームページ上に空き室情報確認画面を掲

示するなど利用者の利便性に考慮すること。 

 カ 使用申込受付、事前予約受付及び利用料金収受に係る取扱時間は、休館日を除く午

前８時 45 分から午後９時までとすること。 

 ⑶ 利用の促進、利用率の向上に関する取組 

  札幌市すみかわ地区センターの利用の促進、利用率の向上に関する取組を実施する。 

 ◇要求水準 

  貸室の目標利用率は 57％程度とすること。なお、施設を取り巻く状況等により、十分

な取組にも関わらず、目標を下回ることが明らかとなった場合には、必要に応じて目標

を見直すこととする。 

 

 ５ 管理業務に付随する業務 

  上記管理業務に付随する業務を行う。 

 ⑴ 広報業務 

  指定管理者は、施設の PR や情報提供のため、札幌市と連携しながら、リーフレット、

PR チラシの作成・配布、ホームページの開設・更新を行う。 

 ◇要求水準 

 ア PR チラシは区内（地区内）で地域的な偏りの無いよう配布すること。 

 配布方法例：区内の公共施設等への設置による配布 

 イ PR チラシには、札幌市すみかわ地区センターの利用案内や実施事業の案内等のほか、

札幌市の施策に関する情報を掲載すること。 

 ウ ホームページには、閲覧者の問い合わせ先(電子メールアドレス及び電話番号)を掲

載すること。ただし、アクセス件数のカウンターは表示しなくてもよいが、定期的に

アクセス件数は把握できるようにすること。 

 エ ホームページは、利用者の立場になって、ウェブアクセシビリティ、ユニバーサル
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デザインの考え方に基づいて管理するとともに、総務省作成の「みんなの公共サイト

運用ガイドライン※１」を参考に以下の取組の実施に努めること。 

 ・ウェブアクセシビリティ方針の策定・公開 

 ・日本工業規格 JIS X 8341-3：2016※３の適合レベル AA に準拠※２することとし、

１年に１回試験の実施と公開を行うこと。  

 ・１年に１回「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表※１」を公開すること。 

 オ ホームページの作成にあたっては、「札幌市公式ホームページガイドライン」を参考

にすること。また、ホームページ全体を常時 SSL 対応すること。 

  ※総務省ホームページ 

  （http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html）より

入手可能。 

  ※２「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委

員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016 年３月

版（http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/）」で定められた

表記による。 

  ※３JIS 規格の改定が行われた場合は、最新の規格に対応すること。 

 ⑵ 掲示及び配架に関する業務 

  指定管理者は、施設内の掲示板、配架コーナーの管理について、第１に挙げた施設の

設置目的等に照らして、施設の実情に応じた利用規則を定め、公平・平等に掲出を行う

ものとする。 

 ◇要求水準 

 ア 掲示板及び配架コーナーの設置に当たっては、①コミュニティ活動及び生涯学習活

動を目的とする利用者団体の当該施設に関する事業、②その他営利等を目的とする利

用者団体の当該施設に関する事業、③官公庁の主催・共催・後援事業、④その他地域

住民のコミュニティ活動及び生涯学習活動を目的とする事業の４スペースとすること。

なお、スペースの割合については、施設の実情に応じて①から④の順に従って優先す

るものとすること。 

 イ 掲示物及び配架物の掲出期間やサイズについては、スペースと掲出希望数を斟酌し、

弾力的に対応するものとし、依頼者に対しても協力を呼びかけること。その際、札幌

市の後援がない事業は掲出できないとの誤解を依頼者に与えないよう注意すること。 

 ウ 掲示物及び配架物の内容が区民センター条例等の関係法令に照らしてふさわしくな

いものについては、掲出しないこと。 

 エ 掲示物及び配架物の内容等について、施設として一切関知していない旨明示するこ

と。 

 ⑶ 引継ぎ業務 

  指定管理者は、指定期間の満了の日までに、必要な事項を記載した業務引継ぎ書等を

作成し、新たな指定管理者との間で、速やかに業務引継ぎを行う。又、新旧指定管理者

は、業務引継の完了を示す書面を取り交わし、その写しを札幌市に提出する。 

 ◇要求水準 

 ア 引継ぎは、札幌市すみかわ地区センター利用者の利便性を損なわないよう、新指定

管理者、本市と協力して行うこと。 

 イ 引継ぎには、別途札幌市との協議により定める内容を含めること。 

 ⑷ その他札幌市すみかわ地区センターの管理業務に付随する一切の業務 
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第５ その他 

 １ 自主事業の実施について 

  指定管理者は、上記の業務の範囲外で、あらかじめ札幌市の承認を得た上で、札幌市

すみかわ地区センターを使用して事業を行うことができる。この場合の留意事項は、以

下のとおりとする。 

 ⑴ 一般的留意事項 

  指定管理者が自らの提案に基づき自主興行を実施する場合は、札幌市すみかわ地区セ

ンターの設置目的を踏まえて計画すること。また、一般の利用を妨げないよう配慮する

とともに、市民が利用しやすいような料金を設定すること。 

 ⑵ 承認要件 

  以下の全てに該当すること。 

 ア 第１で記載した札幌市すみかわ地区センターの設置目的等、第２で記載した基本的

方針及び第３で記載した業務の内容と要求水準の達成に寄与すること。 

 イ 指定管理者の自己資金で実施するものであること。（指定管理費の流用は原則とし

て認めない。ただし、指定管理者の経営努力による利益と認められる分については、

個別に判断するため札幌市に相談すること。） 

 ウ 収支見込や事業の運営形態において、第４に示す各業務に支障をもたらさないと認

められること。 

 エ 事業実施後は指定管理者による施設の原状復帰が可能なこと。 

 オ 第三者に損害を与えた場合の損害賠償など、当該事業の実施に伴う一切の責任を指

定管理者が負うものであること。 

 カ 施設運営上の継続性に影響を与えないこと。 

 キ 下記(5)に示す目的外使用許可が必要な場合、当該許可を受けたものであること。 

 ※施設の管理運営とは関わりの無い指定管理者固有の事業等のＰＲ、関連イベント、そ

の他指定管理者固有の事情によると認められる事業等は承認しない。 

 ⑶ 自主事業に関する経理 

  自主事業の収支については、本業務に係る収支と区分して経理すること。複数の自主

事業を行う場合は、さらに、事業毎の経理とすること。 

  なお、この場合、費用については、本業務にかかる経費と自主事業にかかる経費を明

確に区分できるもの（例：自主事業のみに要する備品費等）はそれぞれ当該事業の費用

とし、明確に区分できない費用のうち人件費、団体の一般管理費については本業務及び

各事業の規模に応じて適切に配分して経理すること。 

  ただし、本業務において当然に発生する備品費、修繕費等の費用については、収支報

告書に経理方法を注記することを前提として、費用を配分しないこととして差し支えな

い。 

  なお、自主事業の実施により大幅な利益が発生した場合には、当該一部利益の市への

寄付及びサービス向上のための設備の改善などにより、市又は市民に対して還元するも

のとする。 

 ⑷ 承認の取消について 

  自主事業の実施期間中、事業の実際の状況等から承認要件のいずれかを欠くと認めら

れる場合（承認すべきではない事業と認められた場合を含む）には、承認を取り消す。 

  なお、承認の取り消しにより生じた指定管理者又は第三者の損害について札幌市は責
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任を負わないことから、指定管理者は、自主事業の実施に伴い第三者との取引等を行う

場合は、当該第三者にその旨を十分説明するとともに、原則として当該第三者が了解し

たことを書面により確認すること。 

 ⑸ 目的外使用許可について 

  第１で記載した札幌市すみかわ地区センターの設置目的の範囲を超える自主事業の場

合には、札幌市公有財産規則等に基づき、行政財産の目的外使用となることから、札幌

市に対し、別途使用許可申請を行う必要がある。 

  特に、飲食・物販等の事業を行うために必要な施設の設置は行政財産の目的外使用と

なることから、札幌市に対し、別途使用許可申請を行うとともに、札幌市の定める使用

料を支払うこと。 

 

 ２ 改修工事・大規模修繕について 

  指定管理期間中、札幌市が行う改修工事や大規模修繕のために施設の休館を要する場

合、札幌市の財政状況により改修・修繕の規模や時期が変動することから別途その都度

札幌市からの協議の申し入れに対して協力をすること。 

 



 

別紙 １ 

札幌市すみかわ地区センター管理運営業務 業務毎の届出・記録・報告事項一覧 

 
 

・項目欄の記号は、「第４ 業務の内容と要求水準」の各項目に対応している。 

・業務の全体に関する報告書類については、仕様書「第 4－1－（10）－ウ」によること。 

・「概要等」欄の記載事項は、各記録・報告事項に含まれる必要のある内容を示す。指定管理者がその

他の内容を含んでも差し支えない。 

・区分欄の「届出」は届出の必要があるもの、「報告」は毎月、毎年の業務終了後に報告・提出するも

の、「記録」については、適宜記録し、札幌市が求める場合には閲覧できるよう、保管・整備されて

いる必要があるものを示す。なお、届出、報告の時期等については備考欄を参照すること。 

・記録の作成については、業務実施方法と併せて合理化・集約等しても差し支えない。ただし、概要欄

に記載する内容は必ず記録されること。 

・これらのほか、業務内容に応じて関係条例等に基づく届出が必要な場合があるので留意すること。 

・なお、届出、報告された文書等については、札幌市情報公開条例に従い公開されることがある。 

 

 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録 

1 統括管理業務 

(1) 管理運営業務の基本方針 

 基本方針 － 
○   

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

(2) 平等利用の確保 

 平等利用確保

の方針 

 
○   

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

 平等利用確保

に向けた取組

項目の実施記

録 

各取組項目の実施状況 

  ○ 

 

(3) 地球温暖化防止対策及び環境配慮の推進 

ケ 

省エネルギー

に係る業務計

画 

 

○   

業務開始時に提出 

変更した場合、速やかに

届出ること。 

エネルギー等

使用実績集計・

管理票 

札幌市環境マネジメントシステム

マニュアル 様式２ 
 ○  毎年５月31日までに報告 

(4) 管理運営組織の確立 

ア 統括責任者 － ○   業務開始時 

 組織図 業務分担、指揮命令系統、緊急時

の連絡系統、その他が一覧できる

もの 
○   

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

 

 

イ 職員採用・配置

計画 

組織に応じた職員の採用、配置計

画 

○   

採用方法、採用時期、職

種、必要な資格等につい

て区分 

変更した場合変更後１週

間以内に届出 

 



 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録 

イ 勤務記録 職員毎の勤務日、勤務時間、休暇

日、その他職員の勤務状況の記録 
  ○ 

職員の所属部署毎に記録 

 勤務記録一覧 職員毎の勤務日数、休暇取得数の

一覧 
  ○ 

月毎、部署毎に集計して

作成 

ウ 研修計画  ○   毎年度４月 

 研修等の実施

履歴 

研修の実施日、内容、参加人数、

講師等、その他必要な事項 
 ○ ○ 

毎年度の事業評価（自己

評価）に含めて報告 

エ 労働関係法令

に関する届出

状況 

法令上必要な届出の一覧とこれが

完了した(又は既に完了している) 

旨の報告 

 

 

 ○  

業務開始時及びその後に

届出を行った場合に文書

により報告 

(5) 管理水準の維持向上に向けた取組 

 業務の見直し

履歴 

業務の見直し方法に基づき行った

見直しの経過、結果   ○ 
 

(6) 第三者に対する委託業務等の管理 

ア 再委託に対す

る委託業務一

覧表 

再委託業務の業務名、発注日、契

約日、再委託事業者名、契約額、

見積書を徴収した事業者名と各見

積額、履行完了日、指定管理者側

の担当責任者、その他特記事項等 

 

 ○  

毎年度終了後に報告 

イ 再委託に対す

る委託業務履

歴 

再委託業務の指揮命令系統、指定

管理者が行った指導、指示、検査、

確認等の日時、内容、再委託事業

者から提出された報告、その他の

管理監督の履歴 

 

  ○ 

見積書、契約書、その他再

委託業務契約に関連する

文書と併せて整備・保存

すること。 

ウ 協定に関連す

る契約の相手

方が暴力団員

又は暴力団関

係者であると

判明した場合

の報告、記録 

 

協定に関連する契約の相手方が暴

力団員又は暴力団関係者であると

判明した場合の対応等 

 ○ ○ 

直ちに札幌市に報告し、

その指示に従って、必要

な措置を講じる。 

また、その対応記録を作

成すること。 

(7) 札幌市及び関係機関との連絡調整 

ア 協議会の記録 協議会の結果概要(日時、場所、議

題、参加者、協議結果、その他) 

 

 ○  

報告後、1 か月施設におい

て掲示すること。 

イ 関係機関一覧
表 

関係機関の一覧 

○   

業務開始後２か月以内に
一覧表を提出すること。 
少なくとも毎年度一回見
直し、変更の場合速やか
に届出ること。 

 関係機関との
連絡調整記録 
 

連絡調整の相手、日時、概要等 
  ○ 

事業日誌に記載 



 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録 

(8) 財務 

ア 

予算実行計画
書 

札幌市に提出した収支計画及び事
業計画に対応する月毎かつ事業毎
の経費の支出予定 

○   
毎年度の管理運営業務開
始まで 

資金計画書 札幌市からの指定管理費、利用料
金収入、その他本業務に充当する
資金の月毎の調達計画を記載 

○   
毎年度の管理運営業務開
始まで(予算実行計画書
と対応させること) 

資金管理の点
検記録 

指定管理者の定める方法に従い記
録 

  ○ 
監査報告等によることも
可 

イ 現金取扱規定 － 
○   

変更した場合１週間以内
に届出 

(9) 苦情対応 

 苦情への対応
手続 

 
○   

策定、変更した場合１週
間以内に届出 

 苦情記録 受付日時、申立者の氏名及び連絡
先(可能な場合)、申立の方法、受
付者及び所属部署、苦情等の対象
部署、苦情の内容、対応の経緯と
結果、苦情等の内容に応じた分類、
分析 
 

 ○ ○ 

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない 

(10) 記録・モニタリング・報告・評価 

ア 各種帳票    ○ 整備保管すること 

イ 
 
 

セルフモニタ
リング 

アンケート調査による利用者満足
度の測定、苦情等の整理・分析、
各業務のセルフモニタリングを行
う。 

 ○ ○ 

市への報告のほか、施設
内への１ヶ月間の掲示を
行うこと。 

ウ 事業報告 協定書等に定めることにより提出
すること。 

 ○  
 

エ 検査・確認・要
請に対する対
応 

 
 ○ ○ 

 

オ 
 
 

事業評価  

 ○  

市への報告のほか、施設
内への１か月間の掲示を
行うこと。 
 

2 施設・設備等の維持管理に関する業務 

(2) 施設、設備等の維持に関する管理 

ア 清掃日報 ・定期清掃：毎日の業務における
清掃の従事者、清掃実施時間及
び回数、特記事項 

・対応清掃：施設利用者等からの
連絡又は要求の受付者(部署)、
日時、要求の場所及び内容等、
対応時間及び結果 

・廃棄物収集処理：作業の概要等 

  ○ 

再委託により実施した場
合、再委託事業者作成の
報告に加え、必要な事項
を記録（再委託業務履歴
と併せて保管）すること
も可 
産業廃棄物を処理する場
合、関係法令に基づき、必
要な記録が行われるとと
もに作成された帳票が保
存されること 
 

 定期清掃の計

画 

 
○   

事前 



 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録 

 計画清掃記録 計画清掃を実施した日時、作業内

容、作業への従事者、作業の結果

に関する特記事項等 
  ○ 

再委託により実施した場

合、再委託事業者作成の

報告に加え、必要な事項

を記録（再委託業務履歴

と併せて保管）すること

も可 

イ 警備計画  

○   

毎年度４月（契約時に交

付される警備法第19条に

よる書面でも可） 

 警備日報 ・毎日の業務における従事者、業

務概要 

・毎日の事故、秩序を乱す行為等

への対応状況(施設利用者等か

らの連絡又は要求があった場合

はその受付者、対応の日時、場

所、内容等、対応に要した時間） 

・毎日の開館及び開錠時間、閉館

及び施錠時間、施錠時間帯にお

ける出入記録、その他開館、閉

館に関する特記事項 

  ○ 

同上 

ウ 保守点検業務

記録 

・保守点検設備等、実施者(再委託

事業者等)、実施日時、実施内容、

実施結果(部品交換の内容も含

む)、各保守点検業務に要した費

用 
 ○ ○ 

随時。再委託により実施

した場合、再委託事業者

作成の報告に加え、必要

な事項を記録（再委託業

務履歴と併せて保管）す

ることも可 

報告は再委託事業者作成

の報告書でも可 

エ 破損、故障等の

概略 

・破損、故障等の連絡又は発見の

日時、連絡（発見）者の氏名 

・実際の状況を確認した日時 

・破損、故障等の概略 

 ○  

報告は遅滞なく行うこ

と。 

 

 

修繕業務実施

記録 

 

 

 

 

 

 

 

・修繕の実施日、実施者(再委託し

た場合は再委託事業者名)及び

実施内容、経費 

・使用した設計図、完成図等 

・原因その他特記事項 

※貸与する施設の図面に該当する

部分がある場合にはこれらの図

面に反映させること 

 ○ ○ 

再委託により実施した場

合、再委託事業者作成の

報告に加え、必要な事項

を記録（再委託業務履歴

と併せて保管）すること

も可 

使用した設計図、完成図

等は札幌市に提出 

※実施について原則事前

報告。緊急時は事後報告。 

オ 備品の不具合

への対応記録 

・不具合の連絡又は発見の日時、

連絡（発見）者の氏名 

・実際の状況を確認した日時 

・不具合等の概略と対応の結果 

  ○ 

 

 備品点検の記

録 

点検者、点検日時、点検対象、点

検結果(備品の有無、対応） 

 

 ○ ○ 

毎年度１回 



 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録 

カ 

 

駐車場管理日

報 

時間別駐車場利用台数 

  ○ 

再委託により実施した場

合、再委託事業者作成の

報告に加え、必要な事項

を記録（再委託業務履歴

と併せて保管）すること

も可 

 

 駐車場管理月

報 

日報の月別集約結果 
  ○ 

 

キ 除排雪実施記
録 

作業日時、作業者、作業の概要、
その他特記事項 
 

  
○ 

同上 

(3) 防災業務 

 防災計画  
○   

変更した場合１週間以内
に提出 

 防災訓練及び
職員への研修
結果 

訓練及び研修の実施日時、概要、
参加者数及び参加者の概略 
 
 

 ○ ○ 

毎年度の研修等の実施履
歴の報告に含めて報告 

3 事業の計画及び実施に関する業務 

(1) 区民講座に関する業務 

 講座実施記録 講座の実施日時、場所、講師、内
容、参加者数及び参加者の概略等 
 

 ○ ○ 
毎月 10 日まで 

(2) 地域住民の交流を目的とした事業に関する業務 

 事業の実施記
録 

事業の実施日時、場所、内容、参
加者数及び参加者の概略等 
 

 ○ ○ 
毎月 10 日まで 

(3) 地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）に関する業務 

 事業の実施記
録 

事業の実施日時、場所、内容、参
加者数及び参加者の概略等 
 

 ○ ○ 
毎月 10 日まで 

4 施設の利用等に関する業務 

(1) 受付業務 

 受付記録（使用
承認業務を除
く） 

日時、対応者、対応内容、経過
等 

  ○ 

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない。 
 

(2) 使用承認業務 

ア 受付記録 日時、対応者、対応内容、経過
等 

  ○ 

分類は、指定管理者にお
いて適宜設定して差し支
えない。 
 

イ 施設が暴力団
の活動に利用
されないよう
にするために
必要な措置を
講じる場合の
報告、記録 
 

・同左 

 ○ ○ 

直ちに札幌市に報告し、
その指示に従って必要な
措置を講じる。また、その
対応記録を作成するこ
と。 



 

 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録 

5  管理業務に付随する業務 

(1) 広報業務 

 広報関係事務 リーフレット、ＰＲチラシの作成、
ホームページ開設 ○   

随時 
 
 

(2) 掲示及び配架に関する業務 

 

 

掲示及び配架

の取扱い 

掲示板・配架台利用規則の整備 

○   

策定、変更した場合１週

間以内に届出 

(3) 引継ぎ業務 

 引継報告 業務引継の完了を示す書面の写し  ○  引継完了後 

第５ その他 

1  自主事業の実施について 

 事業の承認 市との協議事項 
○   

毎年度の管理運営業務開

始まで 

 事業経理 収支状況 
 ○  

毎年度の事業報告に含め

て報告 

 目的外使用許

可 

市の許可 
○   

毎年度の管理運営業務開

始まで 



 

別紙 ２ 

清掃業務仕様書 

 

１ 業務仕様 

  この仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業

務共通仕様書」の最新版によるものとする。 

２ 業務の内容 

   日常清掃業務 

   特別な場合を除き、年末年始の休日（12 月 29 日～翌年１月３日）を除く毎日とし、別

表１の作業内容に基づき実施すること。 

   定期清掃業務 

   別表２の作業内容に基づき実施すること。 

   なお、札幌市の都合により作業実施月の変更を必要とするときは、指定管理者と協議の

上定めることとする。 

   塵芥処理、缶・瓶・ペットボトル処理 

   一般廃棄物（一般ゴミ、資源化ゴミ、粗大ごみ）、缶・瓶・ペットボトルについて、種類

別に分けてゴミを収集し、廃棄物処理場、リサイクル処理場等へ搬入する。 

   産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令

を遵守し、マニフェストにより処理すること。 

   その他 

   上記以外の事項であっても、現場の状況に応じて札幌市が清掃管理上で必要と認め、指

示する軽易な作業を行うこと。 

３ 作業時間 

   日常清掃業務 

原則として施設の開館時間内とするが、１回目の清掃については、開館時刻の 30 分前

までに完了すること。ただし、やむを得ない理由により作業時間を延長する場合は、この

限りでない。 

   定期清掃業務 

   来館者及び利用者に影響を及ぼさない作業については施設の開館時間内とし、その他に

ついては原則として休日等に行うこと。この場合、作業の方法及び工程については、事前

に計画書を作成し、札幌市に提出すること。 

   なお、計画書の作成にあたっては、他業種との関連を考慮するとともに、電話、電気等

の機器に支障を与えないよう十分注意すること。 

４ 安全の確保 

業務の実施にあたっては、安全の確保を図り従事者の事故防止に十分注意すること。 

  なお、万一、事故が発生した場合の一切の責任は、指定管理者が負うものとする。 

５ 電気等の節約 

  電気、水道又は温水等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

６ 備品等の破損事故等への対応 

  業務の実施にあたって、施設の備品、物品及び設備等を滅失又は毀損した場合は、ただち

に札幌市に連絡をし、適切な処置をとらなければならない。 



 

  また、施設の備品、物品及び設備等が滅失又は毀損されているのを発見した場合も同様と

する。 

７ 服装及び名札 

業務に従事する者は、常に清潔な制服を着用するものとし、名札をつけること。 

８ 一般的注意事項 

   常に施設の清潔を維持する責任ある作業に努めるとともに、札幌市から要求があったと

きは、業務終了時の立会い検査に応じること。 

   この場合、要求があれば作業の補正を実施すること。 

   業務の実施にあたり、疑義が生じたときは、必ず札幌市の指示を受けて行うこと。 

   盗難、火災の発生に注意し、業務終了の際は、施錠及び火気処理を確認するとともに、

不使用灯を消灯すること。 

   業務の実施にあたって移動した椅子、テーブル及び紙屑入等は、終了の際には必ず所定

の位置に戻すこと。 

   業務のために使用する洗剤、剥離剤及び樹脂ワックス等は、有害な揮発性有機化合物等

（ＶＯＣ等）を含まないもので、適正かつ環境に配慮したものを使用すること。ただし、

札幌市との協議の結果、その性能上やむを得ないと判断して使用するＶＯＣ等の含有材料

は、極力放散の少ないものを使用するとともに、含有材料を使用した場合には、札幌市公

共建築物のシックハウス対策指針（令和２年９月）により、有効な換気対策を行うこと。 

   業務のために使用する機械器具、材料類及び衛生消耗品（トイレットペーパー、水石け

ん及び芳香剤）は、すべて指定管理者の負担とする。 

   ホール等の木製床板の清掃にあたっては、現在、ワックス掛けを行っているものについ

ては、ワックス掛けを継続することもやむを得ないが、水分の使用を最小限とし、ワック

ス塗布継続による床板の損傷など劣化がないか十分に確認する等、平成 30 年２月 19日付

札地区第 7189 号「ホール等の木製床板の補修及び適切な清掃の実施等について」に基づき

実施すること。なお、竣工後よりウレタン塗装を継続している場合、木製床の塗膜状況に

応じて、必要な時期にウレタン塗装の再塗装を実施すること。 

９ 環境負荷の低減に関する事項 

  業務の実施にあたっては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努

めること。 

  電気及び水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

  成果品に紙を使用する場合は再生紙を使用し、複数ページにわたる場合は原則として両

面印刷とする。 

  使用する商品及び材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

10 その他 

  本書に定めのない事項については、札幌市と協議のうえ決定する。 

 



別表１（別紙２関係）

日常清掃作業内容(すみかわ地区センター）

作業回数

（回/日）

玄関ホール 弾性・硬質床 除塵及び部分水拭き 23 ㎡ 1.0

 〃 床以外
床マット・什器備品等除塵、扉部分拭
き、ごみ収集

23 ㎡ 1.0

 〃 日常巡回清掃 床部分水拭き・床マット除塵、ごみ収集 23 ㎡ 1.0

廊下･ロビー 弾性・硬質床 除塵及び部分水拭き 115 ㎡ 1.0

 〃 床以外 ごみ収集 115 ㎡ 1.0

 〃 日常巡回清掃 ごみ収集 115 ㎡ 1.0

トイレ 弾性・硬質床 除塵及び全面水拭き 40 ㎡ 1.0

 〃 床以外
ごみ・汚物収集、洗面台・鏡・扉等拭
き、陶器洗浄、消耗品補充

40 ㎡ 1.0

 〃 日常巡回清掃
床部分水拭き、ごみ・汚物収集、洗面
台・鏡拭き、陶器洗浄、消耗品補充

40 ㎡ 1.0

湯沸室 弾性床 除塵及び全面水拭き 4 ㎡ 0.5

 〃 床以外 流し台洗浄、厨芥収集 4 ㎡ 1.0

事務室 弾性床 除塵及び部分水拭き 30 ㎡ 0.5

 〃 床以外 ごみ収集 30 ㎡ 1.0

会議室・ホール等 弾性床 除塵及び部分水拭き 442 ㎡ 0.5

 〃 繊維床 徐塵 145 ㎡ 0.5

 〃 床以外 ごみ収集 587 ㎡ 1.0

和　室 弾性床 除塵及び部分水拭き 29 ㎡ 0.5

 〃 床以外 ごみ収集 29 ㎡ 1.0

建物内部全体 ごみ運搬・分別・梱包 828 ㎡ 1.0

玄関周り(外部） 除塵、水拭き、簡易除雪 100 ㎡ 1.0

構内外周 玄関周り以外 拾い掃き、散水、簡易除雪 817 ㎡ 1.0

区　　分 項　　目 作　　業　　内　　容 対象規模



別表２（別紙2関係）

定期清掃作業内容(すみかわ地区センター）

作業回数

（回/年）

玄関ホール 弾性・硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 23 ㎡ 2

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等 23 ㎡ 2

廊下・ロビー 弾性・硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 115 ㎡ 2

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等 115 ㎡ 2

トイレ 弾性・硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 40 ㎡ 2

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等 40 ㎡ 2

湯沸室 弾性床 表面洗浄 4 ㎡ 2

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等 4 ㎡ 2

機械室 硬質床 表面洗浄又は一般洗浄 25 ㎡ 2

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等 25 ㎡ 2

事務室・会議室等 弾性床 表面洗浄 472 ㎡ 2

 〃 繊維床 洗浄（全面クリーニング） 145 ㎡ 1

 〃 床以外 天井・壁塵払い、壁面清掃等 646 ㎡ 2

ブラインド バーチカル 拭き（両面、取付けたまま） 100 ㎡ 1

窓ガラス 仮設足場不要 洗浄（両面） 188 ㎡ 1

照明器具（40W2灯ほか） 蛍光灯，ｶﾊﾞｰ無 管球・反射板拭き 100 個 2

 〃 蛍光灯，ｶﾊﾞｰ有 管球・反射板・カバー拭き 50 個 2

 〃 ダウンライト 管球・反射板拭き 50 個 2

吹出・吸込口類 500×500程度 拭き 50 個 2

玄関周り(外部) 洗浄 100 ㎡ 2

構内外周 玄関周り以外 側溝清掃、拾い掃き 817 ㎡ 2

屋上・ベランダ等 ルーフドレン周りの洗浄、拾い掃き 910 ㎡ 2

区　　分 項　　目 作　　業　　内　　容 対象規模



 

別紙 ３ 

警備業務仕様書 

 

１ 業務の内容 

   地区センターの施設（まちづくりセンター、福祉のまち推進センターの部分を含む。以

下、同じ。）内の通信システム等による機械警備 

   火災、盗難等の事故発見及び初期処置 

   非常口灯、外灯等の点灯確認 

   不使用灯の消灯 

   防火扉、消防設備の点検（外観点検） 

   各室の施錠確認 

   建物、設備等の破損及び不良箇所の発見と連絡 

   その他、業務の実施にあたって必要な事項で、札幌市と指定管理者で協議のうえ決定し

文書で確認された事項 

２ 警備計画の作成 

  警備の実施にあたっては、警備計画書を作成し、札幌市の承認を得ることとする。なお、

警備業法第 19 条第 1項に規定する書面をもって警備計画書に代えることも可とする。 

３ 警備時間 

   休館日以外の日 

   午後９時から翌日午前８時 45 分までとする。ただし、施設の利用時間が午後 10 時まで

延長された場合の開始時刻は午後 10 時とする。 

   休館日 

午前８時 45 分から翌日午前８時 45 分までとする。 

４ 巡回時間 

  午後９時（施設の利用時間が午後 10時まで延長された場合は午後 10 時）以降、機械警備

体制が敷かれた時点で１回以上の巡回を行う。 

５ 警備機器の設置 

  指定管理者は、地区センターの施設内に自動警報機器を設置するとともに、警備時間中、

当該警報機器により感知される異常の有無を、警備基地局としての機能の存する部署におい

て確認し得るに必要な機器（受信装置）を設置すること。 

   １階部分については、すべての侵入口となり得る箇所（出入口、窓等）に警報機器を設

置すること。 

  ２階部分については、必要な個所に前記 と同様の警備機器を設置すること。 

   機器の設置に要する一切の経費は、指定管理者の負担とする。 

   設置された機器の所有権は、指定管理者に帰属するものとする。 

   受信装置との間の電話回線には、断線時に対応できる機能を付加すること。 

   機器の設置、修繕又は撤去等に係る工事により地区センターの施設又は物件等に損害を

与えた場合は、原状に復さなければならない。 

６ 警備業務の対処 

   警備時間中は、警備基地局としての機能の存する部署に設置される機器表示盤により地

区センターの異常の有無を間断なく監視し、警備の安全を確保すること。 



 

   警備時間中、前記 による方法で契約物件に異常事態が発生したことを知ったときは、

遅滞なく要員を地区センターに急行せしめ、異常事態の確認を行うとともに必要な処置を

講ずること。 

７ 設置機器の保守管理等 

   指定管理者は、前記５に定める設置機器に関し、正常な機能を維持するため毎月１回の

保守点検を行うほか、毎日設置機器の正常な機能を点検し、万一、警報の故障により作動

に異常が生じたときは、遅滞なく警備上の安全処置を講ずるものとする。 

   設置した警報機器等の工事配線については、指定期間中、警備業務の実施に支障が生じ

た場合は、指定管理者の負担により補修するものとする。 

８ 機器の毀損、紛失 

  前記７にかかわらず、札幌市の責に帰すべき事由により指定管理者が設置した機器及び部

品等を毀損、紛失した場合は、札幌市はその実費を指定管理者に支払うものとする。 

９ 指定期間の終了、指定の取消しにおける機器の撤去 

  指定期間の終了又は指定の取消しにおいて、地区センターの施設に設置された機器及び部

品等の撤去のために要する経費は、指定管理者の負担とする。 

10 その他 

   業務の実施にあたっては、指定管理者は札幌市と連携を密にし、事故等の問題が発生し

た場合には、適切な処置を行うとともに、速やかに札幌市に状況を報告し指示を受けなけ

ればならない。 

   札幌市が貸与した鍵は、指定管理者の責任のもとに保管されなければならない。 

   業務の実施にあたっては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に

努めること。 

   本書に定めのない事項については、札幌市と協議のうえ決定する。 



 

別紙 ４-１ 

札幌市すみかわ地区センター指定管理者自動ドア保全業務仕様書 

1 業務仕様 

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 自動ドアを安全かつ良好な状態に保つための保守点検を行う。 

（2） 別紙「自動ドア保守点検報告書」の点検項目に準じて行う。 

（3） 保守点検回数は、６月・９月・12月・３月の４回/年とする。 

（4） 本業務に係る関係法令を遵守し、業務の適正な履行を図ること。 

3 実施計画書の作成 

  保守点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに

結果を報告する。 

4 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 

 



別紙（別紙4－１関係）

札幌市南区役所

様

印

報告者名

市有建築物自動ドアの第　　回保守点検を実施しましたので、下記のとおり報告します。

　１、業務名

　２、施設概要

　３、点検内容

　４、総合所見

　５、施設別点検結果

指定管理者名

住　　所

自動ドア保守点検報告書　（第　　回）

令和　　　年　　　月　　　日



印 印

判定マーク

○：異常なし

△：要注意

×：異常あり

―：該当なし

懸架部

動力部作
動部

付属品検出方法（内・外）

施設名

点検者 点検日

ドア開閉時の床面との隙間が適切で
ある
ドアストッパーの締結及び各ピボットの
締結状態が良好である
無目点検カバーの取付状態が良好で
ある

手動開閉の動作が良好で、異音がな
い
エンジンケース蓋の取付状態が良好で
ある
エンジンケース防水材の取付状態が良
好である

従道プーリの取付状態が良好である

吊戸車、ドア・スクロール、ハンガーレー
ルの汚れ、磨耗及び損傷がない

踊り止の隙間が適正である

アームと駆動部の磨耗及び取付状態
が良好である
吊戸車及びストッパーの取付状態が
良好である

ドアと枠の隙間が適正である

ドアと無目の隙間が適切である

全閉時戸先隙間又はドアと床面の隙
間が適切である

ベルト、チェーン、ワイヤに磨耗がなく、
張り、取付状態が良好である

エンジンの取付状態が良好である

エンジンストッパーの取付状態が良好
である

駆動軸の変形がない

防振ゴムの変形がない

ハンガーレールの磨耗及び取付状態が
良好である

Ｅ
点検箇所

損傷内容等判断基準

ドア本体に傷がない

ドア本体の作動時に異音がしない

所在地

Ｃ Ｄ

ドア・サッシ
部

Ａ Ｂ
点検項目

確認者

機種

札幌市すみかわ地区センター自動ドア保守点検報告書（第　　回）

番号 点検箇所 開閉



記事

制御装置

センサー部

電気回路
電線の支持、接続状態が良好で、被
服の亀裂がない

通常開閉動作及び反転動作が良好
である

マットスイッチ排水口に詰まりがない

マットスイッチに変形及び亀裂がない

タッチスイッチ及び併用センサーの作動
が良好である

センサー検出面の汚れがない

センサー、補助センサーの取付及び作
動が良好である

制御装置の取付状態が良好である

電源スイッチの作動が良好である

ドア位置検出スイッチの作動が良好で
ある

クッション作用の状態が良好である

点検項目 判断基準
点検箇所

開閉速度及び開放タイマーの時間が
適正である

損傷内容等
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ



 

別紙 ４-２ 

札幌市すみかわ地区センター指定管理者消防設備保全業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 消防用設備及び関連設備の安全かつ良好な状態に保つための保守点検を行う。 

（2） 本業務の履行にあたっては、「消防法」「建築基準法」「電気事業法」その他関係法令を

遵守するものとする。 

（3） 点検整備は、平成 16年５月 31 日付消防庁告示第 9号「消防法施行規則の規定に基づき

消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検

の方法ならびに点検の結果についての報告書の様式を定める件」、昭和 50年 10 月 16 日

付消防庁告示第 14 号「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に

添付する点検表の様式を定める件」によるほか、平成 14 年６月 11 日付消防予第 172 号

「消防用設備等の点検要領の全部改正について」、平成 14 年６月 11 日付消防予第 173

号「消防用設備等の点検に係る運用について」によるほか、最新の改正に従うこと。 

（4） 本業務の対象機器及び装置等の詳細は別紙 1による。 

（5） 点検は法令で定めるところにより適正に行い、必要に応じ保守その他の措置を講じるも

のとする。 

（6） 消火器の外観点検は、毎回全数行うものとし、機能点検及び放出試験については、消防

法に基づき対象となる本数を行う。放出試験後の消火器充填も業務の範囲とする。（50

型以上の大型消火器の放出試験は対象外とする。） 

（7） 点検時期は消防法に基づき年２回とする。 

（8） 関係消防機関等、報告義務の有るものは、指定管理者負担にて代行するものとする。 

（9） 報告書には、各機器の仕様及び数量を明記すること。消火器、消火栓ホース、連結送水

管等にあっては、容量等機器仕様、製造年月日、更新時期、機能・抜取り放出試験時期、

耐圧試験時期等の周期がわかる機器ロット表を作成すること。 

3 実施計画書の作成 

  保守点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに

結果を報告する。 

4 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 



 

6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 

 

 



別紙（別紙4－2関係）

(消火器）　 　

小型消火器 本 6

　　

(自動火災報知設備）　 　

受信機　Ｐ－1　 １９回線以下 面 1

差動式スポット感知器　　　　 個 15

定温式スポット感知器　　　　５０個以下 個 16

煙感知器　　　　　　　　　　　５０個以下 個 13

発信機 個 1

表示灯 個 1

常用，予備電源 式 1

　

(非常警報設備）　 　

増幅器操作部　　音声付　　１０回線以下 台 1

自火報連動 台 1

スピーカー　　　　　　５０個以下 個 21

アッテネーター 個 7

起動用押しボタン 組 1

常用，非常電源 式 1

　

(漏電警報設備）　

電源 組 1

受信機 台 1

音源装置 組 1

変成器 組 1

道営電流検出状況及び音響装置 組 1

(避難設備）　

誘導灯　　　　　　５０個以下 灯 8

　　　

(ガス漏れ警報設備）　

検知器　　警報付　　　　５０個以下 個 2

消防設備保全業務　　「数量表」

　項　　　　　　　　　　　目 単 位 すみかわ地区センター



 

別紙 ４-３ 

札幌市すみかわ地区センター指定管理者自家用電気工作物保安管理業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）」によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 電気工作物の安全かつ良好な状態に保つための保安管理業務を行う。 

（2） 本業務の履行にあたっては、「電気事業法」「建築基準法」「消防法」その他関係法令を

遵守するものとする。 

（3） 本業務の対象設備は次のとおりとする。 

設備容量：70kVA 

（4） 点検は「保安規定」に定めるところにより適正に行い、必要に応じ保守その他の措置を

講じるものとする。詳細は別紙 1による。 

（5） 月次点検：主として運転中の施設の点検及び測定試験を毎月行うものとする。 

年次点検：主として施設の運転を停止して点検及び試験を年 1回行うものとする。 

臨時点検等：異常の発生又は発生する恐れのある場合は、必要に応じて、その原因調査

のため特別な点検などを行うものとする。 

（6） 点検後は、速やかに実施報告書を作成し札幌市に報告を行うこと。 

（7） 当該施設の電気工作物について、維持管理上必要な単線結線図等の書類を作成し、現地

に保管及び常時携帯すること。 

（8） 電気工作物について、改築・改修等の工事が発生した場合、札幌市の要請により必要な

点検、試験を行うこと。 

（9） 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員に対して、保安の徹底を図るための保

安教育ならびに電気事故等の応急措置について必要に応じて実施指導訓練を行うもの

とする。 

（10） 電気事業法第 107 号に規定する所管官庁等の立入検査の立会いを行うこと。 

（11） 指定管理者は契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託申請書ならびに保安規定届出

書を作成し、申請の代行を行うこと。 

（12） 改築・増築・休廃止・各種改修工事等での新規・変更申請、受電点変更や切替に伴う関

係機関との調整や申請届出業務を行うこと。 

3 実施計画書の作成 

   保安管理業務の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせると

ともに結果を報告する。 

4 賠償責任保険等への加入 

（1） 指定管理者は、故意又は過失によって、札幌市および第三者に与える損害に対する賠償

責任保険（請負業者賠償、生産物賠償）に加入し、その写しを札幌市に提出すること。 

（2） 指定管理者は、受電設備保障保険（自然災害による損害を補償するもの）に加入し、そ

の写しを札幌市に提出すること。 

5 緊急時体制 

電気事故、緊急時の連絡体制および出動体制を確立していること。 



 

6 資格要件 

（1） 第三種電気主任技術者又は同等以上の資格 

（2） 自家用発電設備専門技術者（自家発設置施設） 

7 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

8 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

9 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

10 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

11 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

12 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 

 

 



別紙１（別紙4-3関係）

月次点検 年次点検 臨時点検

外観点検 ○ ○

観察点検 ○

絶縁抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○

観察点検 ○

絶縁抵抗測定 ○

動作試験 ○

絶縁油試験 ６年毎

外観点検 ○ ○

観察点検 ○

絶縁抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○

観察点検 ○

絶縁抵抗測定 ○

絶縁油試験 ６年毎

外観点検 ○ ○

観察点検 ○

絶縁抵抗測定 ○

継電器動作試験 ○

継電器特性試験 必要に応じて

外観点検 ○ ○

観察点検 ○

接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○

観察点検 ○

絶縁抵抗測定 ○

接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○

観察点検 ○

絶縁抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○

観察点検 ○

絶縁抵抗測定 ○

接地抵抗測定 ○

点検、測定試験基準表

電　気　工　作　物 項　　目
点　検　種　別

異
常
の
発
生
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

遮断器、開閉器

母線、計器用ＰＴ、ＣＴ、断路器、
コンデンサ、避雷器

変圧器

配電盤及び制御装置

接地装置

電動機、照明装置、配線及び配線器具、
その他の機器類

非
常
用
予
備

　
　
　
発
電
装
置

内燃機関

発電装置

受
　
電
　
設
　
備

引込ケーブル、電線路及び支持物

電
気
工
作
物



 

別紙 ４-４ 

札幌市すみかわ地区センター指定管理者舞台装置保全業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）」によるものとする。 

2 業務内容 

（1） 舞台装置を安全かつ良好な状態で使用するために保守点検を行う。 

（2） 対象設備は別紙 1とする。 

（3） 各設備の主要点検事項は以下による。 

・ モーター、減速機の状態         ・ リミット取付、作動状態 

・ ブレーキ作動状態            ・ 吊物レベルの状態 

・ ワイヤー、クリップの締め付け状態    ・ 開閉装置の作動状態 

・ 滑車の取付、作動状態          ・ 各ボルトの締付状態 

・ ラック、スクリューの磨耗状態      ・ 手動、電動の作動状態 

・ ガイドシュー、ローラーの状態      ・ 制御盤の状態 

・ ウェート枠、レールの状態        ・ グリス、清掃の状態 

・ マニラロープ、ループロックの状態    ・ その他の器具の清掃、機能確認 

（4） 点検整備上必要な消耗品は下記５項保守管理器材（2）に定めるもののほか、制御盤内

のヒューズ・ランプその他これらに類するものとする。 

（5） 保守点検回数は、１回/年とする。 

（6） 本業務に係る関係法令を遵守し、業務の適正な履行を図ること。 

3 実施計画書の作成 

  保守点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに

結果を報告する。 

4 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前にに札幌市に連絡し指示を受けること。 

  

6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両



 

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 



舞台装置保全業務設備内訳表 別紙１（別紙4-4関係）

すみかわ地区センター

仕 様 数 量 単 位

1 一文字幕 固定吊　電動開閉  1 式

2 袖幕 固定吊　電動開閉  1 式

3 引割幕 固定吊　電動開閉  1 式

4 見切幕 固定吊　電動開閉  1 式

5 バック幕 固定吊　電動開閉  1 式

6 昇降ﾊﾞﾄﾝ1(照明) 手動昇降　ウィンチ巻取式　300Kg  1 式

7 昇降ﾊﾞﾄﾝ2 手動昇降　ウィンチ巻取式　300Kg  1 式

名 称



 

別紙 ４-５ 

札幌市すみかわ地区センター指定管理者ガスヒートポンプ保全業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共

通仕様書（最新版）」によるものとする。 

2 業務内容 

（1） ガスヒートポンプを安全かつ良好な状態に保つための保守点検を行う。 

（2） 保守点検にあたっては、「ガス事業法」、「高圧ガス保安法」、「冷凍保安規則」「冷凍保安

関係基準」及び「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（以下「フロ

ン排出抑制法」という。）その他関係法令の定めるところによる。 

（3） 対象機器及び装置等の詳細は別紙 1「機器一覧表」による。 

（4） 保守点検は別紙２「保守点検作業項目表」に定めるところにより適正に行い、必要に応

じ保守その他の措置を講じるものとする。なお、報告書は指定管理者が定める書式と

する。 

（5） 保守点検回数は、１回/年とする。 

（6） 保守点検に必要な消耗部品及び材料は、別紙２の点検及び保守内容に定めるもののほか、

パッキン、ヒューズ、Oリング、潤滑油、ランプ、シール、その他これらに類するもの

とする。 

（7） 「フロン排出抑制法」に対応する簡易点検を屋外機及び同一系統すべての屋内機につい

て実施する。点検周期は３か月に１回以上とする。報告は別紙３「「第一種特定製品の

簡易点検記録簿」で行う。また圧縮機定格出力 7.5ｋW 以上の機器について、有資格者

による定期点検を行う。点検周期は３年に１回とする。点検方法は①目視確認等、②間

接法(・機器の運転状況などの記録からの判断等)、③直接法(・発泡液で確認・蛍光剤

で確認等)とし、①と②もしくは③の組み合わせによる。報告書は指定管理者の定める

書式とする。 

（8） 点検により異常等を発見した場合は、速やかに修繕・修繕又は部品の取り換えを行うも

のとする。 

3 実施計画書の作成 

  保守点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるとともに

結果を報告する。 

4 保守管理器材 

（1） 業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

（2） 点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

（1） 指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

（2） 指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

（3） 作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

（4） 事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

6 環境負荷の低減に関する事項 



 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

(3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 

8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

（1） この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

（2） この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指定

管理者双方協議のうえこれを決定する。 



別紙１（別紙4-5関係）

63.0

Kw

機器一覧表

施設名 GHP室外機型式
冷房能力 暖房能力

Kw

1.30

燃料種別 燃料使用量 電源容量

パナソニック産機
システムズ㈱

1

ﾒｰｶｰ 台数

すみかわ地区ｾﾝﾀｰ U-GH560U1D 56.0 13A

Kw ｶﾞｽ種 Nm
3
/h

3.9以下



別紙２（別紙4-5関係）

1　基礎・固定部

2　外観の状況

3　水系統

a．加湿用給水

b．ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ

c．ﾄﾞﾚﾝ排水

4　電気系統

a．操作回路及び

動力回路

b．端子

c．操作盤

5　送風機

a．Vﾍﾞﾙﾄ

b．軸受

ｃ．羽根

d．電動機

6  ｴｱﾌｨﾙﾀｰ

a．ろ材

ｂ．枠

7  冷媒系統

8  熱交換器

9  加湿器

10  ガスエンジン

a 外観の状況

b ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ

c ﾊﾞﾙﾌﾞｸﾘｱﾗﾝｽ

d 冷却水

e ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ

f ｴｱｸﾘｰﾅｰ

g 点火ﾌﾟﾗｸﾞ

h ﾄﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ充填石

i 圧縮機駆動用ﾍﾞﾙﾄ

j ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲﾌｨﾙﾀｰ

k 燃料ｶﾞｽ系統

　交換時間に達していないことを確認する。

　量が適正であることを確認する。

　弛み等の有無を点検する。

　交換時間に達していないことを確認する。

　燃料ｶﾞｽの漏れの有無を点検する。

　腐食、変形、破損等の有無を点検する。

　ｵｲﾙの漏れ、変色等の有無の点検をする。

　ｸﾘｱﾗﾝｽの点検をする。

　冷却水の漏れ及び汚れの有無を点検する。

　交換時間に達していないことを確認する。

　汚れの有無を点検する。

②　配管の損傷等の有無を点検する。

①　ﾌｨﾝｺｲﾙの汚れ、 損傷等の有無を点検する。

②　補助ﾋｰﾀｰの汚れ、損傷等の有無を点検する。

③　室外の熱交換器の汚れ、損傷等の有無を点検する。

①　作動の良否を確認する。

②　汚れ、損傷等の有無を点検する。

　音、振動等の有無を点検する。

　汚れ、損傷等の有無を点検する。

　回転方向が正しいことを確認する。

　詰まり、損傷等の有無を点検する。

　変形、腐食等の有無を点検する。

①　ｶﾞｽ漏れの有無を点検する。

　本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。

　絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。

　緩み及び変色の有無を点検する。

　通電及び発熱状態に異常のないことを確認する。

　盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の確認する。

　弛み、亀裂、磨耗、振動等の有無を点検する。

②　固定金具の劣化、固定ﾎﾞﾙﾄの緩みを点検する。

①　き裂、沈下等の異常の有無を点検する。

　腐食、変形、破損等の有無を点検する。

①　給水止弁の開閉を点検する。

②　漏れ及び汚れの有無を点検する。

　汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。

ガスヒートポンプ設備保守点検作業項目表

d．ｸﾗﾝｸｹｰｽヒーター

備考部位 作　　業　　内　　容

③　防振材、ｽﾄｯﾊﾟｰ等の劣化及び緩みの有無を点検する。



別紙２（別紙4-5関係）

11  保安装置

a．ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

b．圧力開閉器

ｃ可溶栓又は安全弁

d．温度ﾋｭｰｽﾞ

e．加熱防止器

f．圧力計

12　自動制御機器

　　が設定値で作動することを確認する。

13  運転調整

a．電源電圧

b．運転電流

ｃ．冷凍機油

d．熱交換状況

e．除霜装置

ｆ．音、振動 　異常のないことを確認する。

④　加湿器の電流に異常がないことを確認する。

　汚損劣化及び油量の適否を点検する。

　冷媒、冷却水の液温、室外機熱交換器の吹出し空気の温度等

　検知作動並びに四方弁動作の良否を点検する。

　を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。

①　供給電源電圧に異常がないことを確認する。

②　補助電気ﾋｰﾀｰの電流が定格値にあることを確認する。

③　送風機の電流に異常がないことを確認する。

①　室内送風機運転と補助電気ﾋｰﾀｰの作動の良否を点検する。

②　除霜装置の検知作動及び四方弁動作の良否を確認する。

①　主電流及び圧縮機電流が定格以下であることを確認する。

　作動の良否を点検する。

　溶断、変形及び変色の有無を点検する。

　作動の良否を点検する。

　正常値を示していることを確認する。

①　温度調節器、湿度調節器、ﾀｲﾏｰ制御、容量制御等

　ｶﾞｽ漏れ及び変形の有無を点検する。

②　運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。

部位 作　　業　　内　　容 備考

ガスヒートポンプ設備保守点検作業項目表



別紙３（別紙4-5関係）

フロン排出抑制法に伴う　　第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）

年 月 日 （　　） 　 年 月 日 （　　） 　 年 月 日 （　　） 　 年 月 日 （　　）

・異常な運転音（異音）

・異常な振動

・外観の損傷（キズ）

・外観の腐食や錆

・外観の油にじみ

・熱交換器の霜付き

・冷温風の吹出し量の異常

　 年 月 日 （　　） 　 年 月 日 （　　） 　 年 月 日 （　　） 　 年 月 日 （　　）

年度 点 検 者

年

機器メーカ 定格出力 ｋＷ

施設名称 設置場所  

機器名称 設置年月日 経過年数

点検実施日

点検実施者

ｋｇ

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

型番 フロンの種類 CFC/HCFC/HFC 充塡量

点
検
内
容

室外機

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

室内機

・吹出し口からの異音

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

・冷媒漏洩の有無
　(配管接続部）

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

・異常な振動 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

・冷温風の温度の異常 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

対応完了年月日

異常の状況

異常有の場合の対応



 

別紙 ４-６ 

札幌市すみかわ地区センター指定管理者建築基準法定期点検業務仕様書 

 

1 業務仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、特殊建築物等定期調査業務基準最新版（財団法人 日

本建築防災協会）及び建築設備定期検査業務基準書最新版（財団法人 日本建築設備・昇降機

センター）を参考とすること。 

2 業務内容 

本業務は建築基準法第 12 条第 2項及び第 4項に基づき実施する点検業務である。 

  本業務の対象は指定管理者が管理する施設とする。（昇降機は除く） 

  定期点検は建築基準法の定めるところにより有資格者が行うこと。 

  定期点検の実施回数（年度）は以下とする。 

建築点検：令和７年度に１回実施  

設備点検：毎年度実施 

防火設備：毎年度実施 

  定期点検後は、法令等で定める様式により定期点検報告書を作成すること。 

  定期点検報告書作成後、速やかに札幌市に報告すること。 

3 実施計画書の作成 

定期点検の実施にあたっては、実施計画書を作成し、事前に札幌市と打ち合わせるととも

に結果を報告する。 

4 保守管理器材 

  業務に必要な機器、工具、備品はすべて指定管理者の負担とする。 

  点検に必要なウエス等の消耗品はすべて指定管理者の負担とする。 

5 現場管理 

  指定管理者は、関係法令に従って事故防止に努めるとともに、公害、災害発生の恐れが

ある場合は、札幌市と協議し適切な処置をとること。 

  指定管理者は、天災事変、不可抗力、その他指定管理者の責に帰さない事由によって生

じた損害ならびに間接的損害についてはその責を負わない。 

  作業従事者には、身分証明書を携行し名札をつけること。 

  事故等により施設の修理が必要な場合は、事前に札幌市に連絡し指示を受けること。 

 

6 環境負荷の低減に関する事項 

  本業務の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努め

ること。 

  電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

  成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則として両

面印刷とする。 

  本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

7 産業廃棄物の運搬・処理 

  産業廃棄物の運搬処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を

遵守し、マニフェストにより処理すること。 



 

8 危険予防 

  酸欠等の危険を伴う場所において作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全確認を

行うとともに、札幌市に報告すること。 

9 その他 

  この仕様書に定めのない事項については、札幌市の指示に従うこと。 

  この仕様書について疑義が生じた時または、この仕様によりがたい時は、札幌市、指

定管理者双方協議のうえこれを決定する 
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除排雪業務仕様書 

 

１ 除雪の範囲 

  別図のとおり（約 460 ㎡） 

２ 業務内容 

  業務の内容は、次のとおりとする。 

なお、業務の実施にあたっては、施設の利用者等の駐車や歩行に支障がないよう十分注意

して行うこと。 

   除雪作業 

駐車場部分は、原則として降雪量が 10 ㎝以上の場合に重機等により行い、札幌市があ

らかじめ指定した箇所に一時的に集積しておくこと。 

なお、玄関前及び施設周りの通路部分等は、降雪の都度行うこと。 

   排雪作業 

前記 により一時的に集積した雪が、その許容量の限界に達したと判断した場合は、ダ

ンプトラック等により札幌市の指定した最寄りの雪捨場に運搬し排雪すること。 

３ 作業時間 

   駐車場部分の除雪作業は、早朝から午前８時 30 分までの間に行うこと。ただし、降雪量

が多いときは終了時間を延長することができる。 

   駐車場部分以外の除雪作業は、原則として午前８時から午後５時までの間に行うこと。 

   排雪作業は、原則として前記 に準じる時間に行うものとする。 

４ 安全の確保 

   業務の実施にあたっては、関係法令に従って安全の確保を図り、従事者、歩行者及び車

両等への事故防止に十分注意すること。 

  機械力による作業の場合は、施設の利用者等及び従事者の安全を確保するため、１名の

作業責任者を選任し、業務の監督にあたらせること。 

   万一、事故が発生した場合の一切の責任は、指定管理者が負うものとする。 

５ その他 

   業務の実施にあたっては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に

努めること。 

   本書に定めのない事項については、札幌市と協議のうえ決定する。 
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様式３   

管理業務の計画書 

施設名 札幌市すみかわ地区センター 

法人・団体名 札幌市すみかわ地区センター運営委員会 

 
 
１ 利用の公平・公正の確保について 

 公の施設である当施設利用の公平・公正の確保に対する方針と、その取組項目（講座・貸 

室・ロビー・掲示板など）について、具体的にご記入ください。 
公の施設であることから、地域住民一人ひとりに等しく開かれた施設として管理運営する。そ

のためには、関係法律や条例・規則に基づいた適切な運用がなされるよう、職員での学習会や研

修を重ねながら運営することを基本的とする。職員全員が共通理解のもとに等しい対応ができる

よう努めていきたい。 
また、関係部局や他館との連携を図りながら、市内のコミュニティ施設との同等の公平・公正

さを保つことを心がけていくことを運営の中核にしていきたい。 
具体的な方策としては、 
１． 統括責任者として館長は、指定管理者としての設置目的・理念をはじめ「札幌市区民セン 
ター条例」等関係規則等を熟知し遵守するとともに、職員への日常的な指導と定期的な職員 
研修を通して意識や対応の共通化を図っていく。 

２． 常勤職員やパート職員は、利用方法や申込みの基準などについて、恣意的な扱いや不公平 
にならないよう原則や約束に沿って対応することを、様々な機会（日常業務の中での確認・ 
引継ぎ、職員研修、業務日誌…）を通して理解し実践していく。 

３．講座・事業については、日常的に利用者の声や住民のニーズを敏感に感じ取りながら、内 
容を検討して提案や企画を行う。また、シニアを対象にした講座や小学生を対象とした事業な

ど、地域の幅広い年代の人たちが参加できるような企画を考えていきたい。 
４．施設活用事業（無料開放）については、施設設備の状況及びこれまでの実績から、第５期 
においても「卓球」「バドミントン」「囲碁」「将棋」について実施していく。また、「地域の憩

いの場づくり」を目指す観点から「ファミリー卓球」「ファミリーバドミントン」と称して、

家族限定で利用する機会も設けていきたい。また、新たに「子育てフリー開放（仮称）」の試

みを考えている。有料貸室利用等により中止にする場合は、事前に利用者に通知し、有料利用

者と施設活用事業利用者に不平等感が起きないよう努めていきたい。更に新型コロナウイルス

感染拡大防止対策の観点からも、適切な感染対策と社会状況を鑑みながら実施の有無を決断

し、周知徹底して運営していきたい。 
５．公平を期すためには情報の伝達が大切である。地区センターだよりを毎月発行し、回覧板と

共に地域への発信を行うと共に、地域の公共施設や学校等に掲示を依頼し、「情報の見える化」

に努める。また、ホームページの充実を目指し、情報掲載をはじめ内容の更新に努め、利用者

へのセンター情報を発信していくことを強化したい。 
６．館内ロビーや掲示板の利用については、「ロビー使用基準」「掲示及び配架に関する管理基 
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準」を地域の住民に周知するとともに、展示物については年間を通して工夫し、日常的に壁面

や掲示板の一部を「作品ギャラリー」としていくことを考えたい。サークル等利用者の作品や

掲示物、市の広報物や連合会や町内会事業のお知らせ等についても掲示していきたい。 
７．掲示板及び配架コーナーについては、①コミュニティ活動及び生涯学習活動を目的とする 

当該施設の利用団体の当該施設に関する事業、②営利等を目的とする利用団体の当該施設に関

する事業、③官公庁主催共催公園事業、④地域住民のコミュニティ活動及び生涯学習活動を目

的とする事業のスペースを設け、関係法令に照らしながら適切に掲出していきたい。 
８．貸室対応については、規則に沿いながらも「利用者の立場」を理解しながら運営に努めてい

く。利用や受付方法についての苦情や種々の問題が発生した場合は、職員個人で対応するので

はなく、センター全体として受け止め誠意のある対応が取れるようにする。基本的にはその任

は館長が担うこととし、利用者に直接館長が丁寧に対応をしていく。また、状況について関係

機関に連絡し協議やアドバイスをもって適切に対応していく。 
 

これらの業務運営を推進していくため、職員の共通理解や共通意識を日常的に持ち、研修を

含めた職員一人一人の意識の向上とスキルアップを求めてセンター運営に携わっていきたい。 
 

２ 施設の効用の最大化について  

１ 地域住民のコミュニティ活動助長と生涯学習の普及振興を目的とする当施設をどのよう 

に管理運営していく方針ですか。その基本方針をご記入ください。 
「地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、もって地域住民の福祉の

増進に寄与する」ために設置されている区民センターの機能を補完し、地域における住民の自主

的な活動を促進する〈札幌市区民センター条例第１条〉ことを十分に踏まえ、次の点を基本方針

とする。 
 
１． 魅了ある施設にするために、利用者はもとより講座の受講者、コミュニティ事業の参加者、

地域住民のニーズ等を把握する努力を機会あるごとに行う。 
２． 将来の人材育成や利用者増を視野に入れて、子どもを対象にした事業や企画を取り入れた

運営を行う。地元の小中学校に啓発し、学習の場での活用をはじめ児童にも興味や関心が湧

く事業や行事を模索し、魅力ある施設への挑戦を行っていく。 
３． 生涯学習の普及の場として、学び直しの機会や新たな学習の場として挑戦欲が湧くような

講座や事業を、シニア層を中心に企画していく。 
４． 「コミュニティ事業（イベントを含めて）」において、「地域に愛されるコミュニティ」を 

目指し、地域との結びつきを大切にした事業を展開する。 
これは、地域行事での中心的施設として地域住民に対し「利用・来館の機会」を積極的に提

供すると共に、魅力ある活動を推進することによって、結果継続的な参加を促すことで利用

者増にもつながり、強いては生涯にわたって地域の活性化やまちづくりに寄与していく人づ

くりに繋がる施設を目指すものである。 
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２ 施設の利用を促進するための方針及び利用率向上に関する取組について、具体的にご記入く

ださい。 

 当地域は「会館、地域会館、町内施設」などが充実しており、当地区センターだけが地域のコ

ミュニティ施設ではない。利用者はそれぞれのニーズにおいて利用施設を選択利用しており、当

センターも選ばれての利用となっている現状がある。また、高齢化が進んでいる現状も、利用件

数や利用人数が急速に伸びるには難しい要因となっている。 
 そのような中においても、コロナ禍以前の 2018 年度には全施設平均利用率が 61％を超えるま

でに高まっていた。次期指定管理の期間では、貸室目標利用率が 57%程度と要求水準が示されて

いることに応えるべく努力をしていきたい。 
コロナ禍による利用控えが懸念される状況下ではあるが、感染対策については他の施設に負け

ない万全な環境下をもって運営していることをこの２年半で利用客は理解してくれていると感じ

ているので、更なる安全安心施設としての PR と継続した努力をもって、利用率の更なる促進に挑

戦していきたい。 
具体策として 
１．利用状況改善への努力として、「実習室」については、単に「調理」に使用する用途以外に、 
「実習」や「会議」等にも使用するメリットを利用者に宣伝し、多目的に利用してもらえる働

きかけを行っていく。特に他の貸室や館内に音が漏れにくい部屋となっている点から、楽器の

演奏練習に適していることを器楽演奏者に啓発していきたい。 
２．「夜間」の貸室利用に関しては、まだまだ物足りないことから、町内会の会合やマンション

の管理組合会議等での利用を「地区センターだより」や HP で PR 発信していきたい。 
３．町内会活動や地区連合会等の事業に、より積極的に絡んでいくことで、会議等での利用が増

えていくことを図っていきたい。 
４．サークル活動の利用状況を把握しながら、職員がその運営にアドバイスをしたり支援したり

できるよう、日常的なコミュニケーションをとりながら運営にあたる。そのことにより、利用

サークルの減少や解散への歯止めになったりすることもあると考える。時には、サークル紹介

や会員募集の手伝い、無料体験会の案内等にも協力してきたい。 
５．貸室の効率を上げるため、「時間貸し制度」も「区分貸し」に支障のない限り、積極的に 

利用者に紹介していく姿勢を持ちたい。 
６．学校の校外学習や体験学習、地域企業･団体などの研修などの場にも使えるよう、様々な 
機会を通して当センターの案内を行うと共に、「地域の憩いの場づくり」を含め、足を運び 
やすい環境づくりに努力したい。 

７．館内の掲示板を中心とした展示に力を入れ、季節ごとに地域の人たちが足を運んで見に来て

くれるようなギャラリーを展開していく。今現在、年に１度「秋の芸術展」として地域の隠れた

芸術家の発表の場として館内展示を行っているが、今後は年間を通して展示物を工夫していくと

共に、PR も行いながら館内活動以外の来客を呼び込む工夫も行っていきたい。 
 
 「新型コロナウイルス感染対策が万全な地域コミュニティ施設」とし評価をいただいていることを

生かしながら、更なる利用の拡大に努めていきたい。 
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３ 運営事業計画について、ご記入ください。 

 

  別添「運営事業計画書」（様式４の１、４の２及び４の３）に具体的にご記入ください。 

 

４ 施設の運営に当たり、まちづくりセンター、まちづくり協議会や町内会などの地域の団体、

他団体、他の施設の指定管理者などとの連携をどのように行い、どのような成果を目標としま

すか。具体的にご記入ください。 
澄川地区は、「澄川地区連合会」が中心となり「地域のまちづくり」にあたっている。住民の

意向を生かしながらより良い地域にするために、地域の１３町内会や地域の組織を連携させなが

ら運営にあたり、地域の商工会を始めあらゆる各種組織団体を網羅した住民の代表によって「澄

川地区連合会」が構成されている。 
     当センターの運営母体は「すみかわ地区センター運営委員会」であるが、「澄川地区連合会」

組織の一部であり、開設以来その一員として役割の元、各町内会をはじめ各種組織団体との協

働で「主体的なまちづくり」に寄与してきた。また、他の施設の指定管理者との情報交流や取

り組みの実態交流を積極的に行い、よりよいセンターの管理運営を目指して改善に努めてきて

いる。今後も継続したより良い連携のもと運営にあたっていきたい。 
     今後の目指す方向としては、 

１．５期指定管理においても、澄川地区連合会を母体とする「すみかわ地区センター運営委員 
会」が継続して運営にあたり、地域の「まちづくり」に継続的・安定的に寄与していく。 
また、「澄川地区連合会」を核に、「まちづくりセンター」「地区センター」の三者が一体と 

なって連携しながら、センターとしての特性を活かした独自性を発揮し運営していく。 
２．「運営委員会」(年 5 回)や「運営協議会」(年 4 回)を通して、地域住民や利用団体の声や要 
望を受け止めながら、より良いセンター運営に努める。 

３．講座や事業の企画においては、この地域独特のボランティアチーム「快援隊」や「地域内 
講師」などの活用を検討しながら、地域づくりの人材の育成も目指していく。 

４．他の施設での「センターと住民組織の連携」などを参考にし、積極的に地域づくりの支援 
ができるようにしていく。 

５．まちづくりセンターや連合会、当センターに入所している福祉のまち推進センターとも連 
携を取り、センターで開催される地域行事（「健康フェア」「澄川まつり」「転倒予防教室」 
など）に協力していく。 

６．福まちには「地域防災センター」が置かれており、その事業や活動に積極的に協力すると共

に、災害時に備えた当センターの在り方をシミュレーションしておく。 
 ７．他の南区の指定管理者施設との連携を密にし、現在の社会状況下での運営状態の交流や各

施設の運営成果や課題を理解し合いながら、より良い施設運営をともに目指したい。 
 

住民自治意識の高い地域であり、地域との関わりがセンターの運営にとっても重要な要素と

なっている。「地域共同体」としての一翼を担っている意識をもちながら運営にあたりたい。 
特に、地域の保育・教育施設（保育所、小・中学校、高校等）との連携や協力（センター行
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事・事業への参加、校外学習などの学習の場、各種発表会や活動の協力…）などを通し、こ

の先、地域活動の中心となる子どもたちを育てる取り組みに積極的にかかわっていきたい。 
「まちづくりは人づくり」と言われる。「人づくりは生きがいづくり」でもあり、そこで得た

満足感・充実感・達成感・成就感あるいは貢献感・有用感といったものが「地域のまちづくり」

につながっていくものであると考えている。そのような「感」を得られるような当センターで

ありたいと思う。 

 

５ 区内または市内の団体・企業であること等に対する評価を行いますので、以下の項目に 
ついてご記入ください。 

 
（１）区内または市内に本拠地、本部、本社がある団体・企業ですか。 

       （□：該当（区内）、□：該当（市内）、□：非該当） 
※ 支部、支社、営業所は非該当になります。 

 

（２）団体を構成する組織に地域住民団体が入っていますか。 （□：該当、□：非該当） 
  ※ 「地域住民団体」とは：町内会、子ども会、老人クラブなど、地域住民による地域活動

を目的として構成された団体をいいます。 
  ※ 団体の組織図を添付してください。  

P２８に当センター組織図 

 
（３）市内の地域活動への継続した貢献実績がありますか。  （□：該当、□：非該当） 
  ※ 貢献実績をご記入ください。（例：地域のイベントへの参加、協力、寄附など） 
  ○ 地域のイベントへの参加 

・ 澄川地区連合会のイベントへの参加として、毎年開催されている当センター周辺で行な   

われる「澄川秋まつりパフォーマンス通り」に協賛している。 
・ 当センター内で地域住民の趣味作品を展示する「秋の芸術展」を開催している。様々な趣 
味の作品が寄せられ、個人に対し作品を展示する機会を提供でき、今後の制作活動の励みに

なっている 
・ 地域の小学校の作品展を行ったり、地域のアマチュア写真家の作品を展示したり、地域の 

障害者施設（就労者施設）の作品展示を継続して行っている。 
・ 澄川連合会文化事業・青少年育成事業などに協賛し、スポーツ大会や講習会、健康診断会 

場等々、地域のコミュニティ活動への参加や場の提供を行っている。 
・ 澄川地区連合会と連携し、コンサートやイベント開催に協賛し、地域住民に文化的境事を

提供している。 
 
 
 
 
 
 

レ 

レ 

レ 
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６ 施設の設置目的である「地域住民のコミュニティ活動の助長」を効果的に発揮するため、 
施設の運営を通じて、「まちづくり活動への参加意欲の醸成」または「まちづくり活動の担い手

の育成」にどのように貢献することができますか。具体的にご記入ください。 
当センターには、「まちづくりセンター」が併設されていないため、「まちづくり活動」の中核

をなす「まちづくりセンター」との連携がより強く求められている。そのために、日常的に情報

を共有しながら地域の取り組みや課題を把握し、ともに協議しながら運営にあたっている。 
開設して２０年たった現在でも、１度も当センターを利用したことのない地域住民も多い。当

センターの存在を理解してもらうと共に、一人でも多くの方々に利用してもらうことを求め、「地

域に愛されるセンター」をスローガンに、魅力ある講座や事業、イベント等を企画し利用者を増

やすことが「まちづくり活動の担い手の育成」に繋がると考える。 
 具体的には、 

１．「子ども参加事業」や「勤労者が参加できる時間帯の事業」などを企画することにより、 
シニア世代のみならず、次の時代を担っていく人を対象とした講座・事業を企画する。 
２．子ども参加事業の「子ども寺子屋」は、地域の元教師を中心としたボランティア講師団と 
連合会の青少年部の協賛のもと、夏休み・冬休み期間中に実施して１２年が経過した。地域に

定着した事業として第５期も発展させ継続していきたい。 
３．地域の学校（小学校３、中学校１、高校１）との連携を大切にし、インターンシップ事業 

（体験学習の場）としての受け入れや、校外学習(主に小学校３・５年生)の学習の場として提供

することも継続していきたい。 
４．澄川小学校の校区に当館があるため、「地域連携事業委員会」に所属し、学校やＰＴＡ及 

び地域町内会と連携した子どもの見守りや地域事業への協力を行っている。 
５．第３期から実施している地域まちづくり講座に「災害時に備えて」があるが、連合会と

タイアップし、「各自がいざという時にできる対応策」を学んでいる。今後も住民の連帯感や

絆が高まっていくことを期待し、「事業」に変更し継続実施していきたい。 
６．「親子で参加する講座や事業」等を検討し、若い世代にも魅力ある運営を展開し、利用さ 
れるセンター、「地域に愛されるセンター」を目指していきたい。 
 
施設利用者の年齢層は６０・７０歳代が中心である。高齢者が多いことは悲観することではな

いと受け止めている。日中の時間帯利用者についてはむしろ当然のことであり、子どもや現役世

代の利用はそもそも無理である。 
そこで、日中は元気な高齢者が足を向けてくれるような講座の企画やサークル活動への助成に

力を入れ、現役世代には夜の講座の設定や多目的ホールの夜間利用に力点を置き、児童生徒には

長期休業中の事業や学習での利用を推進し、地域全体には日曜日等に魅力ある事業を企画推進し

ていくという運営を心がけていきたいと考える。その啓発活動、PR 活動を強化していきたい。 
「夏祭りや秋祭り」「文化の日のコンサート」「健康フェア」など地域主催の事業・行事に積極

的に協力しながら運営してきたが、今後も更に魅力ある工夫を加えながら地域の多くの方々に知

られ利用されるセンターとすることが、「まちづくり活動への参加意欲の醸成」または「まちづ

くり活動の担い手の育成」に貢献していくことと考える。 
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７ 「地域社会の絆の強化」について、施設の運営を通じてどのように貢献することができます

か。具体的にご記入ください（例：地域とのネットワークづくりや、災害時における避難所運

営に向けた対応など）。 
当地区の「地区連合会」は、地域の組織化や各種事業の運営に大きな指導力を発揮している。 

上述した併設していない「まちづくりセンター」との連携を密にしながら、地域組織の活動拠点

の一つとして、緊急時においても有効な施設としての運営を行っていきたい。 
 「連合会事業の多くが当センターを利用して行われる」「札幌市の地域避難施設の指定を受け

ている」観点からも、地域社会の交流や団結を図る場として、災害時等においても組織的かつ機

動的に対応できる施設でありたいと考える。 
 
１．センター運営委員会の運営組織に、地域としての支えの意味も含め、評議員として各町内会 
長を委嘱している。澄川地区すべての町内会長と連携を持つことにより、センターの運営や活

動に理解と協力をいただくと同時に、地域との結びつきを強化していきたい。 
２．地域のまちづくり講座「災害時に備えて」と題し、第４期も地域住民を対象に命や健康、 
まちづくりに役立つ講座を実施内容の工夫をしながら実施してきた。今後も内容的の工夫や事

業への転換を行いながら、個人や家族、地域の方々が参加できるような「救護」や「生活支援」

も含め住民間の絆を深める企画にしていきたい。 
３．シルバー世代を中心に、「シニアサロン事業」を実施してきたが、コロナ禍での福祉施設 

  訪問は途絶えているものの、今後は内容を精査しながら、地域の方々への声がけや介護や看

護等の老人福祉に関する学習会を設ける等、第５期においても工夫して実施していきたい。 
４．当地区連合会の「自主防災組織」が持つ、他の施設では見られない自主防災無線を配置し 
た「自主防災センター」が「福祉のまち推進センター」内にあり、災害等の緊急時に対応で 
きるようになっている。その緊急時対応や保守点検についてはセンターが担っている。 

５． 当センターは二次的避難所ではあるが、万が一の場合に備えた準備や心構えついて組織 
  的な研修を通して学びながら万全を期していきたい。 

６．防災業務に当たる際には、①利用者の安全確保の最優先 ②職員の安全と近隣住民への対

応 ③関係機関との連携 ④必要な初動対応 を初期体制として心がける。その後の対応に

関しては、防災計画に基づき適切な対応にあたるものとする。 
 
「安心・安全のまち澄川」「自主防災のまち澄川」として、南区はもとより全市的にも優れ

た組織力と活動内容で評価されている。その一翼を担う施設として当センターも、緊急時にお

ける対応や物品の保管など、機会に応じて確認・協力していきたい。指定避難所となっており、

万が一の非常の場合には、必要に応じて自主開設にて地域住民の安全に貢献していきたいと考

える。 
 
 
 
 
  



別紙６ 

 
 

８ 運営協議会設置の方針(運営に当たっての基本的な考え方、想定する参加者、運営のサイクル

等)を具体的にご記入ください。 

 運営協議会の設置の目的として、「協議会においては、管理業務の状況の報告、管理運営水準の

維持向上に向けた協議を行う。」と規定されている。そのことを踏まえ、当センターにおいては、

次のような基本的な考えや方法により運営協議会の運営を計画する。 
 

１．「地域コミュニティセンターとして」設置目的に沿った運営が行われるために、地域や  

利用者等の代表から、利用者目線での声を聞かせていただき運営改善へとつなげる。 
① 管理運営全般についての評価をいただき、地区センターの更なる向上に向けての改善に

生かす。 
② 講座などの具体的な事業についての要望や意見を伺い改善に生かす。 
③ その他、具体的な種々の課題や問題について示唆・助言をいただき、よりよいセンター 

運営に生かす。 
  ・協議会の構成は、地域代表(１～２名)、利用者代表(３～４名)、運営委員会役員(２～３名)、 

南区地域振興課、事務局とする。 
  ・開催回数は年４回（６月、９月、１２月、３月)とし、年１～２回を全員の協議委員に出席

を求め、年度計画とその評価について審議していただく。 
     ＊年間３回程度、南区担当課と運営委員会による協議会を設定する。 
 
  協議会においては、要望等を含め貴重な意見を頂戴し、その後の運営に生かしている。 
 また、指定管理者と札幌市との協議会においても、情報交流を含め多くの課題解決を含めて運 
営に生かすことができている。第５期においても協議会を有益な場としていきたい。  

 
９ 地域住民（利用者）の声の把握とその声を反映する仕組みについて、どのような体制を考え

ていますか。具体的にご記入ください。※その場合のセルフモニタリングの実施方法 

と利用者アンケートにおける利用者満足度の目標値を示してください。 
当センターの運営委員会は、連合会(町内会及び地区内の主要組織の代表者により構成）の会長・

副会長・各部長によって構成しており、地域住民の声の把握やその声を施設の運営へ反映するこ

とが直結している状況にある。また、評議員として各単町内会長を任命している関係もあり、地

域末端までの声が聞ける状況下で運営委員会や総会が開催されている。 
利用者などの声の把握など、具体的な手立ては、 
 
１．施設運営にあたり「企画－実施－評価－改善」のいわゆる「Ｐ－Ｄ－Ｃ－Ａ」評価システ 
ムを機能させて総括（反省分析・課題の抽出等）を行うとともに次に生かしてく。 

２．アンケートについては、講座の場合は終了時（最終回）に参加者全員に実施、事業の際には

終了時（退館前）に参加者全員に実施、日常の施設利用者等については２月から３月にかけて

の活動日・利用時に実施し、それぞれ記入形式で行っていく。 
３．アンケートの内容は、主要設問における「満足度」「理解度」「職員の接遇」「館内の清掃状

況」等の問いの項目とフリー記入欄も設けて答えてもらう。 
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４．ご意見箱を設置（来館者全般を対象に）し、来館者の誰もの声をいつでも聞けるようにし 
ている。 

５．利用者に対しては、窓口業務の以外にも日常対話を積極的に進める（来館者全般を対象に） 
ことを重視している。そのことを通して利用者の声の把握に努め、要望や課題については事 
務局内で検討するとともに運営委員会に諮り、当施設運営に反映させている。 

６．アンケートの項目・内容については、今後も改善を図り、「簡易で記入しやすいもの」「統 
計処理がしやすいもの」になるよう改善を図っていきたい。また、子どもたちを対象にした 
講座や事業では、簡易的な方法（口頭によるものや項目を絞ったもの）を取るなど工夫する。 

７．利用者代表や地域代表の生の声を聞く「運営協議会」も有効に活用する。 
 
札幌市からの要求水準「総合満足度 80％」「接遇 80％」「貸室事業 80％」「清掃状況 80％」を

開設以来下回ったことはない。「満足度 100％」を絶えず目差して努力している。第５期において

もこの姿勢を忘れず運営にあたっていきたい。 
 

10 利用者から寄せられた苦情に対し、どのように処理されるつもりですか。処理方法、責 

任体制、市への報告など、具体的にご記入ください。 

利用者からの苦情は、年間数件あるかないかで済んでいるが、その内容はほとんど「要望」に

近いものであった。 
ア） 申込方法のこと イ）開放利用のこと ウ）その他 の３点であろうか。 

今後も大切にしていきたいこととして、 
 
１．利用者に対して挨拶を交わすことはもちろん、日常的にコミュニケーションを十分にとるこ 
とを職員全員が心がける（利用者の見える化と未然防止）。 

２．全職員が相手の要望や求めていることに対し、「丁寧」「親切」に対応する姿勢を持つ。 
３．苦情等の内容については記録化すると共に、全職員でその内容を共有する。 
４．職員の説明等で補えない場合、又は相手が十分に納得していないと感じた場合は、館長が重

ねて対応をすることとする。 
５．対応後は必要に応じて札幌市に報告するとともに、苦情の内容によっては関係機関との連携

を取り相談しながら対処することとする。 
６．指定管理者の業務を超える苦情等の場合は、直接札幌市に報告することとする。 

＊基本的に苦情等があった場合は、概要を速やかに所管局に連絡し文書で報告する。 
７．苦情や要望があった場合は、日常的に改善へむけての検討と具体化を図る。 

 
最近の苦情や要望の傾向としては、「予約の仕方や利用申請期間の理解不足」というものがある。

札幌市区民センター条例や施行規則、使用承認取扱要領等の定めるところを利用者にわかりやす

く丁寧に理解を求め接していくことが肝要である。その他の内容にも「話を聞く」という姿勢を

対応の原点とし、信頼あるセンターを今後も育んでいきたいと考える。 
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11 市税を投入して建設・運営する施設の管理者として、利用料金から得られる利益の一部を市

民に還元するとするならば、どのようなことができますか。具体的にご記入ください。 

利用料金収入状況については、利益を含め毎月計算しており、運営委員会開催ごとに報告及び

検証を行っている。利用料金からの利益還元に関しては、年度末を基本にその利益見込額と必要

物品・購入希望備品、更には修理や保全等の観点からの必要経費と利用者の要望等からの必要物

品を検討し、運営委員会の承認を経て還元にあたっている。 
１．利用者から要望のある物品については、事務局で検討後に運営委員会の承認を得て購入し、 
 利用者還元に努めている。 
２．札幌市貸与備品の更新、施設・設備の改善や環境整備などに関しては、必要な順番や利益 
 の範囲内で検討し、運営委員会の承認をもって還元していく。 
３．決算期での利益に関しては、音楽や文化に触れる機会としての演奏会、講演会などの事業 

に費用を相当額上乗せして還元することも行う。 
４．時には利益の一部を職員の手当として支給することも、広義において市民に還元することに

なると考えている。 
基本的には、利用者が気持ち良く快適に利用できる環境づくりのために、施設に必要なもの 

を購入したり環境整備にあたったりすることを考えていきたい。 
 
参考 第４期 利用者から：姿見移動鏡 1 台（ミラーボード）、卓球台 1 台,マイクヘッド、 
       札幌市貸与の備品入替他：AED、印刷機、会議用机 10 台 
       センター：ノートパソコン 2 台、Wi-Fi ルーター、プリンター1 台、ブラインド

全室取換え、和室畳替、貸室全室壁紙張替、スリッパ、記録用カメラ、

感染防止対策用品（自動検温機、空気清浄機、赤外線消毒器、非接触

体温計他） 
       地域還元事業：アニバーサリーコンサート経費他  
    
 

３ 市内の雇用安定への寄与について  

１ 管理業務を行うに当たり、第三者への委託、物品の調達等について、札幌市内の企業等の活

用計画をご記入ください。 
 委託契約等は、法令、札幌市の条例、規則等の規定を遵守し、地球温暖化防止対策及び環境に

配慮した取り組みを行い、札幌市内の企業等を活用する。 
委託事業者との契約にあたっては、札幌市の指定業者及び地元南区内や澄川地区業者複数から

の見積りを取り、「価格」「実績」「安定」などを勘案し適切に選定する。 
１．  物品の調達等は、物品の購入計画を立てた上で、「価格の調査」・「見積り合わせ」をする 

等価格を優先しながら、一社に偏らず適切に選定し活用する。 
２． 第４期指定管理までは、シルバー人材センターを活用してきた。今後第５期においては、 

環境整備等を中心に必要な業務を厳選し依頼するようにしていきたい。ついては今後も高齢

者の雇用と生き甲斐づくりにも貢献していきたいと考える。 
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２ 管理業務を行うに当たり、職員の雇用、再委託、物品の調達等について、障がい者の積極的

な雇用など福祉施策への取組方針・今後の取組予定をご記入ください。 
 これまでは、障がい者の直接雇用の実態はない。現在は、当センターで使用している「申請書」 
「利用団体登録書」「領収書」等の印刷物において、福祉印刷業者に発注している。 

今後においては、障がい者の直接又は間接的な雇用を就労福祉施設等との連携を含め検討して

いきたいと考える。現段階では、雇用の予定はない。 
障がい者への対応としては、職員研修にて日常的対応を可能としている。施設もバリアフリー

床となっており、車いすも対応し常備している。 
 

  現在の関わり：印刷物の福祉業者への依頼、就労施設の障がい者作品展と福祉事業の啓発 
 

３ 職員の雇用環境の維持向上に向けた取組の基本的な考え方、取組内容をご記入ください。特

に、労働関係法令遵守に向けた対応やワーク・ライフ・バランスの推進など、職員の雇用環境

等を向上させることで市民サービスの向上等に結び付く具体的な取組があれば積極的にアピー

ルしてください。なお、ワーク・ライフ・バランスの推進の取組については、様式７にある取

組を実施している場合は、該当する取組に○を付けてください。 
  前回の指定管理から非公募になったことで、指定期間単位で運営・人事を区切ることなく、

先々まで計画を立てることが可能になった。 

  職員の雇用に関しては、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法等の労働関係法令を遵守

しながら、計画的に経営環境を整え雇用環境の維持向上に努めたい。 

職員の支給賃金に関しては、「指定管理者募集要項」や「仕様書」において適切な支払いが求

められている。賃金に関しては、労働・雇用環境の一環と考え、更なる良質の市民サービスを行

うための意欲づけにも向上へ向けての努力をしていきたいと考える。 

業務内容の見直しと効率化へ向けての努力をもって、雇用環境の向上を図っていきたい。 

雇用・勤務環境の向上に向けての努力や工夫として 

 

１． 現在は、職員３名、パート職員６名で運営している。 

第４期途中からパート職員全員の意向を聞きながら、１名増員し５名から６名とした。働

き方改革を意識し、休みやすい体制づくりと共に有給の完全消化を目指した。 

２． 勤務時間の厳守と利用者へのスムーズな対応への引き継ぎを設けている。 

日中勤務職員の勤務時間終了時と夜間勤務職員の勤務開始時の接点５分間、毎日肉声による

引き継ぎを行うことによって、利用者への対応がスムーズに行われることを目差した。 

３． 日中勤務の昼食時間帯に休憩時間を設けた。 

利用者に支障のない限りにおいて、0 時 15 分からの 30 分間、昼食休憩表示を窓口に掲げカ

ーテンを閉じ昼食時間に充てることとした。（令和年度より）ただし、事務室は開いており必

要な対応は行い、電話もかかってくることもあるので、厳密な休憩時間とはなっていない。

しかしながら、利用者には徐々に理解をいただき、休憩時間を設けたことが浸透してきたと

感じている。この件では賞賛の声は聞こえても苦情は１件もない。 
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４．パート職員の時給は、最低賃金を上回って推移している。 

   運営委員会（会長）の意向により、人事院勧告を待たずに毎年４月と１０月に賃金の見直

しが行われ、最低賃金に上乗せした額が支給され、事実上昇給的な扱いを行っている。 

 ５．ワーク・ライフ・バランスの推進を図るための努力をする。 

   職員の年齢に見合っての必要な推進を図るようにしている。事務の効率による労働時間の

短縮や効率化も大切である。勤務時間や内容にゆとりが出ることで、利用者や来館者への対

応が丁寧になり接遇力の向上に繋がる。 

 ６．労働環境改善に関して 

「育児・介護休業法」の改正がなされた。職員の年齢構成上から、介護に関する労働への配

慮は現在すでに必要事項となっている。職員への周知はもとより配慮の行き届いた労働環境

整備に努めていきたい。 

 ７．チームワークコミュニケーションの確立 

昼夜の勤務時間の引き継ぎについては前述したが、業務日誌へのメモも含め、日常的に利 

用者の情報に関するコミュニケージョンを大切にしている。このことは利用者に不便をかけ

ない等の円滑な業務の推進を目指していることはもとより、職員のコミュ二ケーション増幅

にも繋がり、各職員の抱える事情への理解が生まれ、休暇等も取得しやすい職場環境にも繋

がっている。風通しの良い職場づくりが大切であると考える。 

  

   今後も、職員がいきいきと仕事ができる環境が、より良い市民サービスにつながっていく

と考え、労働者としての向上意識が持てるよう仕事の内容及び配分をも配慮しながら、楽し

く働ける職場づくりに努力してく考えである。 
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４ 安定した施設管理について 

１ 類似業務（貸室事業、住民を対象とした講座事業、文化展・スポーツ大会等のコミュニ 

ティ事業）の実績がある場合、その内容と実施期間についてご記入ください。実績がない 

場合には「該当なし」とご記入ください。 

※ 類似業務とは、次の３事業をいいます。 

・貸室事業：収容人数 100 人以上のホール及び定員 10名以上の貸室が対象 

・住民を対象とした講座事業：年間で５科目・20回以上の講座が対象 

・住民を対象とした文化展、スポーツ大会等のコミュニティ事業：年間２回以上の事業が対象 

 ＊特記事項：令和元年度の２月よりコロナ禍、令和３年度改修工事のため開館期間５カ月 

施設名及び所在地 事業又は活動の内容 実施期間 
・施設名 

札幌市すみかわ地区 

センター 

 

・所在地 

札幌市南区澄川 4 条 

4 丁目 4‐40 

 

・貸室事業 

多目的ホール[定員 300 人] 

集会室Ａ[定員 30 人] 実習室[16 人] 

集会室Ｂ[定員 24 人] 和 室 [18 人] 

 

 利用件数 利用率 利用人数 一日平均 

令和元年度 3,059 件 54.5% 39,316 人 109.2 人 
平成 30 年 4 月～ 

令和 2 年 3 月 

令和２年度 1,878 件 37.5% 18,578 人  59.7 人 
令和 ２年 4 月～ 

令和 ３年 3 月 

令和３年度   648 件 34.8% 7,673 人  63.9 人 
令和 ３年 4 月～ 

令和 ４年 3 月 

・施設名 

札幌市すみかわ地区 

センター 

 

・所在地 

札幌市南区澄川 4 条 

4 丁目 4‐40 

 

・講座事業  

 講座数 講座回数 受講者数 

令和元年度 13 講座 63 回 168 人 
平成 30 年 4 月～ 

令和 2 年 3 月 

令和２年度  4 講座 24 回  32 人 
令和 ２年 4 月～ 

令和 ３年 3 月 

令和３年度  2 講座  5 回  25 人 
令和 ３年 4 月～ 

令和 ４年 3 月 

・施設名 

札幌市すみかわ地区 

センター 

・所在地 

札幌市南区澄川 4 条 

4 丁目 4‐40 

 

・コミュニティ事業(地域交流事業)  

 事業数 事業回数 参加人数 

令和元年度 12 事業 32 回 1,761 人 
平成 30 年 4 月～ 

令和 2 年 3 月 

令和２年度  3 事業  4 回   678 人 
令和 ２年 4 月～ 

令和 ３年 3 月 

令和３年度  2 事業  2 回   344 人 
令和 ３年 4 月～ 

令和 ４年 3 月 

・施設名 

札幌市すみかわ地区 

センター 

・所在地 

札幌市南区澄川 4 条 

4 丁目 4‐40 

 

・コミュニティ事業（地域開放事業）   

 開放事業数 実施回数 参加人数 

令和元年度 6 事業 218 回 2,568 人 
平成 30 年 4 月～ 

令和 2 年 3 月 

令和２年度 2 事業  30 回   296 人 
令和 ２年 4 月～ 

令和 ３年 3 月 

令和３年度 2 事業  10 回   173 人 
令和 ３年 4 月～ 

令和 ４年 3 月 

※「類似の業務（官公庁から委託を受けた事業等）の活動実績に関する書類」があれば、

添付してください。 
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２ 当施設における組織体制（職位、職種、人数）について具体的に図解してください。ま 

た、上部組織等（連合体を含む。）がある場合は、上部組織等における当施設の組織の位置 

について別に図解してください。 
 

札幌市すみかわ地区センター運営委員会 組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（1）役員 

     会長・副会長（3 名）・委員代表（3 名）・監査（2 名） 
（2）会議の構成 

    ・総会  … 役員・委員・評議員・事務局            計３２名 
    ・役員会 … 役員（会長・副会長・監査・代表委員）・事務局長  計 ８名 
    ・拡大役員会 … 役員・委員・事務局                   計１９名 
    ・部会  … 各委員                           計１０名 
 
 
 
 
 
 

会 長 
(１名) 

副会長 
(２名) 

監 査 
(２名) 

評議員 
各単位町内会長 

(１３名) 

運営委員(総務・会計・事業) 
(１０名) 

事務局長（館長） 
(１名) 

事務職員（副館長） 
(１名) 

夜間パート職員 
(６名) 

澄川地区連合会 会長 

事務職員 
(１名) 
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３ 職員の配置計画、勤務形態について具体的にご記入ください。 

 
職員配置の場所 曜日等 職員配置の時間帯 常勤職員 パート職員 その他 

事務室 月～土 8:45 ～ 17:15 1～3 0～1  
 日・祝日 8:45 ～ 17:15 0～3 0～2  
 月～日 17:10 ～ 21:10  2  
 月～日 21:10 ～ 22:10  2 夜間延長 

図書室 月～金 ～    
 土 ～    
 日 ～    
 祝日 ～    

  

 (1) 常勤職員 
担当する業務 人数 勤務条件 

館長（事務局長）管理運営業務 総括 1 別紙「勤務条件の内容」のとおり 
副館長（事務職員）管理運営業務 全般 1 別紙「勤務条件の内容」のとおり 
事務職員  受付・講座事業 全般 1 別紙「勤務条件の内容」のとおり 

  ※常勤職員とは、概ね１日８時間、週 40 時間程度勤務する年間を通して働く職員を言います。 
 (2) パート職員 

担当する業務 人数 勤務条件 
受付・館内業務・統計補助・他 6 別紙「勤務条件の内容」のとおり 
   
   

  ※ここでのパート職員とは、常勤職員より勤務時間が短く、年間を通して働く職員を言います。 
(3) その他の職員 

担当する業務 人数 勤務条件 
   
   
   

  ※ここでのその他の職員とは、上記の常勤職員及びパート職員以外の短期雇用の職員を言います。 

 

※ 勤務条件欄には「労働契約の期間」「始業及び終業の時刻」「所定労働時間を超える労働 

の有無」「休憩時間」「休日」「休暇」「賃金の決定、計算及び支払の方法」「退職」「社会 

保険等の加入状況」をご記入ください。 

※ 雇用関係法令の遵守は必須となります。 

※ なお、非正規職員から正規職員への転換に向けた職員雇用方針とその取組があれば、 

その他の欄に記載し積極的にアピールしてください。 
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                勤務条件の内容 
 
種  類  常勤職員 館長（事務局長） 

契約期間 

期間の定めなし、期間の定めあり（令和 5 年 4 月 1 日～令和６年 3 月 31 日） 

１ 契約の更新の有無： 

自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（     ） 

２ 契約の更新は次により判断する 

 ・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力 ・従事している業務の進捗状況 

 ・その他（                    ） 

従事する 

業務の内容 
センター総括運営責任者、渉外、立案、指導、管理運営業務の遂行他 

始業･終業 

の時刻 
始業 8時 45 分 ～ 終業 17 時 15 分 

休憩時間 休憩時間（ 45 ）分 

所定時間外

労働の有無 
所定時間外労働の有無（ 有 ，無 ） 

休  日 
・定例日：毎週(日)曜日、国民の祝日、その他(12 月 29 日から翌年 1月 3日までの年末年始） 

・非定例日；４週に４日あらかじめ館長が指定する日、その他（      ） 

 

 

休  暇 

１ 年次有給休暇 雇入れの日から６か月継続勤務した場合 →(  )日 

１ 年次有給休暇 雇入れの日継続勤務６か月以内の年次有給休暇（ 有 , 無 ） 

１ 年次有給休暇 →（ ０ ）か月経過で（ 10 ）日 

２ 代替休暇(有・無) 

３ その他の休暇 有給（病気休暇（業務、通勤災害）・その他） 

２ その他の休暇 無給（病気休暇（私傷病休暇）・育児介護休暇休業・その他） 

賃  金 

１ 基本給 イ 月給（  204,100 円）、ロ 日給（   ）、ハ 時間給 (    ） 

２ 諸手当及び賞与の額及び計算方法 

イ（時間外勤務手当 1,625 円／計算方法：1時間当たりの単価 1,300 円×割増賃金率） 

ロ（通勤手当       2,400 円／計算方法：地区センター会則施行細則に基づき支給） 

ハ（賞与手当     663,325 円／計算方法：月給×3.25 か月） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

イ 所定時間外 法定超（125）％、所定超（125）％、 

ロ 休日 法定休日（135）％、法定外休日（135）％、 

ハ 深夜（150）％ 

４ 賃金締切日  毎月月末    ５賃金支払日  翌月 21 日 

６ 賃金の支払方法 通貨払い、若しくは本人の同意を得た預金口座への振込 

退  職 

１ 定年制（ 有 （７０歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（有・無）（5 年、若しくは 70歳に達する日の属する年度の末日） 

３ 自己都合退職の手続（退職日の( 30 )日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

(1) 職に必要な適格性を欠く場合 (2) 重大な非意行為を行った場合 

(3) 服務規律に著しく違反行為をした場合 

上記のいずれかに該当した場合､任期途中であっても解職することができる。 

そ の 他 

・社会保険の加入状況（健康保険、厚生年金保険、その他（    ）） 

・労働保険（労災雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・その他（福利厚生及び退職金積立てとして札幌市中小企業共済制度に加入） 
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勤務条件の内容 
 

種  類  常勤職員 副館長（事務職員） 

契約期間 

期間の定めなし、期間の定めあり（令和 5 年 4 月 1 日～令和６年 3 月 31 日） 

１ 契約の更新の有無： 

自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（     ） 

２ 契約の更新は次により判断する 

 ・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力 ・従事している業務の進捗状況 

 ・その他（                    ） 

従事する 

業務の内容 
受付接遇業務、管理業務、経理全般、講座事業企画立案推進、館長補佐他 

始業･終業 

の時刻 
始業 8時 45 分 ～ 終業 17 時 15 分 

休憩時間 休憩時間（ 45 ）分 

所定時間外

労働の有無 
所定時間外労働の有無（ 有 ，無 ） 

休  日 
・定例日：毎週(日)曜日、国民の祝日、その他(12 月 29 日から翌年 1月 3日までの年末年始） 

・非定例日；４週に４日あらかじめ館長が指定する日、その他（      ） 

 

 

休  暇 

１ 年次有給休暇 雇入れの日から６か月継続勤務した場合 →(   )日 

１ 年次有給休暇 雇入れの日継続勤務６か月以内の年次有給休暇（ 有 , 無 ） 

１ 年次有給休暇 →（ ０ ）か月経過で（ 10 ）日 

２ 代替休暇(有・無) 

３ その他の休暇 有給（病気休暇（業務、通勤災害）・その他） 

２ その他の休暇 無給（病気休暇（私傷病休暇）・育児介護休暇休業・その他） 

賃  金 

１ 基本給 イ 月給（  168,400 円）、ロ 日給（   ）、ハ 時間給 (    ） 

２ 諸手当及び賞与の額及び計算方法 

イ（時間外勤務手当 1,341 円／計算方法：1時間当たりの単価 1,073 円×割増賃金率） 

ロ（通勤手当             円／計算方法：地区センター会則施行細則に基づき支給） 

ハ（賞与手当     547,300 円／計算方法：月給×3.25 か月） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

イ 所定時間外 法定超（125）％、所定超（125）％、 

ロ 休日 法定休日（135）％、法定外休日（135）％、 

ハ 深夜（150）％ 

４ 賃金締切日  毎月月末    ５賃金支払日  翌月 21 日 

６ 賃金の支払方法 通貨払い、若しくは本人の同意を得た預金口座への振込 

退  職 

１ 定年制（ 有 （６５歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（有・無）（5 年、若しくは 65歳に達する日の属する年度の末日） 

３ 自己都合退職の手続（退職日の( 30 )日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

(1) 職に必要な適格性を欠く場合 (2) 重大な非意行為を行った場合 

(3) 服務規律に著しく違反行為をした場合 

上記のいずれかに該当した場合､任期途中であっても解職することができる。 

そ の 他 

・社会保険の加入状況（ 健康保険 厚生年金保険 その他（    ）） 

・労働保険（労災・雇用保険）の適用（ 有 ， 無 ） 

・その他（福利厚生及び退職金積立てとして札幌市中小企業共済制度に加入） 
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勤務条件の内容 
 

種  類  常勤職員 事務職員 

契約期間 

期間の定めなし、期間の定めあり（令和 5 年 4 月 1 日～令和６年 3 月 31 日） 

１ 契約の更新の有無： 

自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（     ） 

２ 契約の更新は次により判断する 

 ・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力 ・従事している業務の進捗状況 

 ・その他（                    ） 

従事する 

業務の内容 
受付接遇業務、管理業務、経理全般、講座事業企画立案推進 

始業･終業 

の時刻 
始業 8時 45 分 ～ 終業 17 時 15 分 

休憩時間 休憩時間（ 45 ）分 

所定時間外

労働の有無 
所定時間外労働の有無（ 有 ，無 ） 

休  日 
・定例日：毎週(日)曜日、国民の祝日、その他(12 月 29 日から翌年 1月 3日までの年末年始） 

・非定例日；４週に４日あらかじめ館長が指定する日、その他（      ） 

 

 

休  暇 

１ 年次有給休暇 雇入れの日から６か月継続勤務した場合 →(   )日 

１ 年次有給休暇 雇入れの日継続勤務６か月以内の年次有給休暇（ 有 , 無 ） 

１ 年次有給休暇 →（ ０ ）か月経過で（ 10 ）日 

２ 代替休暇(有・無) 

３ その他の休暇 有給（病気休暇（業務、通勤災害）・その他） 

２ その他の休暇 無給（病気休暇（私傷病休暇）・育児介護休暇休業・その他） 

賃  金 

１ 基本給 イ 月給（  168,400 円）、ロ 日給（   ）、ハ 時間給 (    ） 

２ 諸手当及び賞与の額及び計算方法 

イ（時間外勤務手当 1,341 円／計算方法：1時間当たりの単価 1,073 円×割増賃金率） 

ロ（通勤手当       2,400 円／計算方法：地区センター会則施行細則に基づき支給） 

ハ（賞与手当     471,520 円／計算方法：月給×2.8か月） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

イ 所定時間外 法定超（125）％、所定超（125）％、 

ロ 休日 法定休日（135）％、法定外休日（135）％、 

ハ 深夜（150）％ 

４ 賃金締切日  毎月月末    ５賃金支払日  翌月 21 日 

６ 賃金の支払方法 通貨払い、若しくは本人の同意を得た預金口座への振込 

退  職 

１ 定年制（ 有 （６５歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（有・無）（5 年、若しくは 65歳に達する日の属する年度の末日） 

３ 自己都合退職の手続（退職日の( 30 )日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

(1) 職に必要な適格性を欠く場合  (2) 重大な非意行為を行った場合 

(3) 服務規律に著しく違反行為をした場合 

上記のいずれかに該当した場合､任期途中であっても解職することができる。 

そ の 他 

・社会保険の加入状況（ 健康保険 厚生年金保険 その他（    ）） 

・労働保険（労災・雇用保険）の適用（ 有 ， 無 ） 

・その他（福利厚生及び退職金積立てとして札幌市中小企業共済制度に加入） 
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勤務条件の内容 
 

種  類  パート職員（昼間・夜間） 

契約期間 

期間の定めなし、期間の定めあり（令和 5 年 4 月 1 日～令和６年 3 月 31 日） 

１ 契約の更新の有無： 

自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（     ） 

２ 契約の更新は次により判断する 

 ・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力 ・従事している業務の進捗状況 

 ・その他（                    ） 

従事する 

業務の内容 
受付接遇業務、管理業務、統計、簡易清掃 

始業･終業 

の時刻 

昼間 月～日・祝日  8 時 45 分～終業 17 時 15 分 

夜間 月～日・祝日 17 時 10 分～終業 21 時 10 分  ＊延長時：22時 15 分 

休憩時間 昼間 休憩時間（ 45 ）分 

所定時間外

労働の有無 
所定時間外労働の有無（ 有 ，無 ） 

休  日 
・非定例日；あらかじめ事務局長が指定する勤務日を除く日 

・非定例日；その他（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの年末年始） 

 

 

休  暇 

１ 年次有給休暇 雇入れの日から６か月継続勤務した場合 →(   )日 

１ 年次有給休暇 雇入れの日継続勤務６か月以内の年次有給休暇（ 有 , 無 ） 

１ 年次有給休暇 →（ ０ ）か月経過で（ 5 ）日 

２ その他の休暇 有給（病気休暇（業務、通勤災害）・その他） 

２ その他の休暇 無給（病気休暇（私傷病休暇））・育児介護休暇・その他） 

賃  金 

１ 基本給 イ 月給（      ）、ロ 日給（   ）、ハ 時間給 ( 925 円） 

２ 諸手当及び賞与の額及び計算方法 

イ（時間外勤務手当 1,156 円／計算方法：1時間当たりの単価 925 円×割増賃金率） 

ロ（通勤手当            円／計算方法： 無 ） 

ハ（賞与手当            円／計算方法： 無 ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

イ 所定時間外 法定超（125）％、所定超（125）％、 

ロ 休日 法定休日（135）％、法定外休日（135）％、 

ハ 深夜（150）％ 

４ 賃金締切日  毎月月末    ５賃金支払日  翌月 21 日 

６ 賃金の支払方法 通貨払い、若しくは本人の同意を得た預金口座への振込 

退  職 

１ 定年制（ 有 （６５歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（有・無）（5 年、若しくは 65歳に達する日の属する年度の末日） 

３ 自己都合退職の手続（退職日の( 30 )日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

(1) 職に必要な適格性を欠く場合 (2) 重大な非意行為を行った場合 

(3) 服務規律に著しく違反行為をした場合 

上記のいずれかに該当した場合､任期途中であっても解職することができる。 

そ の 他 

・社会保険の加入状況（  有 ・ 無  ） 

・労働保険（労災）の適用（ 有 ， 無 ） 

・その他（    ） 
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事務職員 
・受付業務や接遇の経験が豊かである 
・講座や事業等に関わって企画立案実践力がある 
・経理（複式簿記）及びパソコン（ワード、エクセル）の操作ができる 

     ◆パート職員（昼間・夜間）として 
・パソコン（ワード、エクセル）の操作がある程度できる 

      ・受付業務や接遇の経験をしたことがある 
      ・コミュニティ施設に勤務する意味や高い意識を持っている 

５． 採用・選考 
・任用の年齢の上限を 65 歳とし、指定管理期間を任用の限度とする 
・雇用期間は１年間とし、更新可能とする 

      ・明るく健康である   
・書類（履歴書、健康診断書等の書類）で選考後、面接を実施し、採用候補 
予定者を選定し、運営委員会に諮って採用者を決定する。 

５ 職員の人材育成及び研修計画について具体的にご記入ください（ただし、業務仕様書におい

て研修が義務づけられているものを除く）。 

常勤職員に対しては内部研修・外部研修を、事務パート職員に対しては内部研修中心に次のよ

うな内容で実施し、その資質や力量を高める。 
 〈内部研修〉 
   ・受付業務   ・接遇業務（含窓口対応・電話対応） 
   ・施設設備の保守安全点検   ・防災対策及び防災システム操作 
   ・防犯対策及び防犯システム操作   ・個人情報の保護 
   ・救命救急法（人工呼吸・心臓マッサージ・ＡＥＤ等） 
   ・環境保全行動（環境マネジメントに関する） 
   ・ガス暖房熱源機・暖房パネル・空調機（室外・室内）等々の機器操作 
 〈外部研修〉 
   ・講座及び事業等の企画立案・広報に係る業務 
   ・会計業務   ・社会保険業務   ・税務業務     ・救命救急法研修 
   ・その他札幌市主催等の研修 

１．常勤職員においては、積極的に外部研修に出掛けて見聞を広める意味も含め研修の機会

を設ける。外部研修の一環として、近隣の区民センターや地区センターと連携を取り合い、

他館への視察・研修等も考えていきたい。 
２．パート職員においては、日常的に管理や接遇、利用客への対応に関するアドバイスや研

修を行っていく。 
  ３．全体職員研修会を２か月に１度程度（年６回以上）実施し、全職員での情報共有や学び

合いの場を設けていく。 
  ４．新職員採用の場合は新人研修を実施する。 
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６ 防災業務の実施方針、防災業務の役割分担、防災訓練の予定、事故等への対応方法、消防法

への対応の内容について年度別の実施方法を含めて具体的にご記入ください。 
防災・安全対策について、全職員に内部研修を定期的に実施し、日常的にも情報交換し、危機

管理意識を高めるとともに災害があった場合には確実な行動がとれるよう技能の習得を図る。 
 
１．「日常巡回点検表」及び「施設設備の点検事項点検表」を作成し、各分担に基づいて日常 
的にまた定期的に実施する。 

２．消防計画の「自主検査チェック票」及び「消防用設備等自主点検票」とその分担に基づい 
て日常的にまた定期的に実施する。 

３．「消防計画」及び「防災教育計画」に基づき、「緊急時連絡網の活用要領」、「火災・地震 
時における避難要領」「一般避難場所（収容避難場所：札消防第６２９号、平成１４年３月 
１４日指定）の運用規定」「ＡＥＤ操作」などについて定期的に研修を行うこととする。 

具体的には、別紙消防計画や火災（災害）時の対応に則って実施する。 
 

当地区センターが災害時の「一時避難場所」に指定されているため、災害等の緊急事態が発生

した場合には、当地区センター利用者の安全確保を最優先し、区の担当課及び地区防災センター

（連合会自衛組織）の指示のもとに対応する。 
職員についても、緊急連絡網を使って直ちに連絡を取り、協力して対応できるよう日頃から準

備を進めておく。 
 
＜消防訓練実施予定日＞ 

９月 １日：防災の日（地震・火災発生） 
３月１１日：東日本大震災日（地震・津波発生） 

  上記の２日を消防訓練及び避難訓練日とし、当日勤務の職員及び利用者にて実施する。通

報・誘導・避難・消火等を円滑に実施できるよう、利用者の協力を得て訓練する。 
  職員に関しては、別途に実際の消火器を使用しての消火訓練や地域の防災訓練への参加等を

通して、危機管理意識を日常的に持つことや、いざという場合に対応できるスキルアップを図

る。更に積極的に外部研修を受講し、救命救急法を身につけることにより、利用者の命を守る

意識と技術を高める。 
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すみかわ地区センター緊急連絡網 

 
 
 

   
     

 
 
 
 

   
 
 
 
 

    
    
  

 
《連絡方法》 

１ 常勤職員がいる場合は、③から（③へ連絡）必要な順で連絡を取る。 
 ２ パートのみの場合は、③④⑤の順で連絡を取り、その指示を受けて連絡をすること。 

 
【緊急事態の主な事例と連絡先】 

(1) 火災発生 ⇒ 119 番通報 
(2) 地震・風水害等発生 ⇒ 南）総務企画課と地域振興課（代表 582-2400・課 582-4723） 

澄川地区自主防災対策本部（℡821-8585）と連携 
 (3) 当センターの利用者等のケガの発生 ⇒ 状況等により 119 番通報（救急車の手配） 

 (4) 当センターでの暴力行為・器物破損行為発生 ⇒ 状況等により 110 番通報 

(5) 当センターへの爆破予告 ⇒ 状況等により 110 番通報 

(6) 建物・施設設備等の破損・故障等 ⇒ 南）総務企画課（代表 582-4705） 

 

※ 緊急事態で上記の通報等をした場合は、必ず館長まで連絡のこと。 

※ その他、ガス漏れや防災総合盤の警報機が作動した場合は、別紙「維持管理業務一覧」に 

  ある委託業者に連絡をする場合がある。 

 

 

 

会長 

副会長 

館長 副館長 

パート職員 

パート職員 パート職員 パート職員 

パート職員 

① 

 ② 

③ ④ 

⑤ ⑤ ⑤ 

事務職員 
④ 

副会長 
②

パート職員 
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すみかわ地区センター 
消 防 計 画       (延べ面積 1, OOO㎡未満) 

① 日 常 の 防 火 対 策 

防

火

管

理

者

の

責

務 

 
         消防計画の作成、検討及び変更 
 防火管理者   火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督 
         防火避難施設、火気使用設備器具、危険物施設等の自主点検の実施及び監督 
         電気配線、電気機器、機械設備等の管理及び安全確認 
         消防用設備等の点検整備の実施及び監督 
         通報、消火、避難訓練の実施 
         施設管理者に対する助言及び報告 
         避難通路、階段の物品障害防止、避難経路図の掲出など避難施設の管理 
職員を指揮・監督  その他、放火火災の予防措置など防火管理上必要な事項 
 

火

気

管

理 

● 用途毎の火元責任者は、次による。 給湯室  ( 副館長 )  実習室( 副館長 ) 
  ＊場所と責任者           設備関係( 館長 ) 
                 ■暖房熱源機 □ボイラー 
● 火元責任者は、全ての火気類  ■ガスコンロ ■ストーブ    について点検・管理を 

□その他            行う。 
● 工事中の火気使用の制限及び立会いなどの安全計画の策定(「工事中の消防計画」)を届け 

出る。 
避

難 
● 階段、廊下、出入口等には、物を置かなぃ。 
● 収容人員に応じた安全な避難管理を行う。(最大収容人員 442 名) 

消

防

用

設

備

等 

● 消防用設備等の外観点検及び機能点検を 6 ケ月ごと 
  に行い、総合点検を 1 年ごとに実施する。 
● 点検結果を 1 年に 1 度 8 月に南消防署に報告する。 
● 点検は、(専門委託業者)に行わせる。 
● 防火避難施設、火気設備、危険物、電気及び機械 

設備の点検を実施する。 

■消火器 ■誘導灯 ■漏電警 

□非常ベル ■自動火災報知設備 

□避難器具 □屋内消火栓設備 

□ ■非常警報設備 

訓

練 

● 自衛消防隊が災害時、速やかに活動を行えるよう訓練を実施する。 
通報訓練 ― 建物内の電話、その他による 119 番通報訓練 
消火訓練 ― 水バケツ、消火器の操作訓練 
避難訓練 ― 避難経路の確認、 

● 訓練は年 2 回以上行い、訓練を行う場合は所轄消防署に届出をし、その結果を報告する。 
[「自衛消防訓練(計画実施結果)届出書」] 

 

職名(氏名) 
すみかわ地区

センター館長 
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② 火災(災害)時の対応 
  

通報連絡担当    大声、館内放送でみんなに火事を知らせる。 
● 自衛消防隊長   職名(氏名)      l19 番通報をする。 

(館長・副館長) 
        

(常勤・パート職員) 
 
 
 
● 夜間の連絡先   初期消火担当    ●消火器を使用する。 
 
          (館長・副館長) 
 
          (常勤・パート職員) 

天井へ燃え移ったら消火を中止し避難をする。 
 

避難誘導担当    避難器具の使用も考え、安全な場所に誘導する。 
 
         (館長・副館長) 

 
          (常勤・パート職員) 
 

緊

急

連

絡

先 

火災・救急 消防 
119 

地

震

の

時

の

対

応 

出火防止 防火管理者及び火元責任者は、それぞれ

担当区域の火気使用設備器具の使用停止と

その確認を行う。 
ガス会社 
 

北海道ガス㈱ 
792 一 8020 

情報収集 通報連絡班は、周辺の被災状況を確認し、 
テレビ、ラジオ等の情報を積極的に収集す

る。 
委託警備 
会  社 

(株)東洋実業 
613 一 1930 

消火活動 消火班は、事業所内に火災が発生した場

合には、全力をあげ消火活動を行う。 
  避難誘導 避難誘導班は、指定避難場所澄川きよす

み公園へ誘導する。 
南消防署 
澄川出張所 

581－2100 
861－2611 

地震後の 
安全措置 
 

地震発生後は、建物、火気使用設備器具、

危険物施設等の点検検査及び応急措置を行

うとともに、全機器について安全性を確認

後、使用を開始する。 
適用範囲及び適用時期 

 
この計画は、すみかわ地区センターに勤務し、又は出入りする全ての者

に適用する。平成 30 年 6 月 1 日以降実施している。 
 

 
 
 

ポイント 
火事です。 
南区澄川 4 条 4 丁目のすみかわ地区センターです。 
近くに澄川図書館があります。 
○○が大きく燃えています。 
通報した電話(番号)は 818-3035 です。 

消火器 
①ピンを抜く 
②ホースを向ける 
③レバーを握る 

ポイント 
＊物品持出しよりも、まず避難！命令口調で！ 
＊ハンカチを使用し、低い姿勢で！ 
＊非常口へ誘導し｢ここから逃げてください！｣ 

職名(氏名) 
すみかわ地区
センター館長 

電話 
館長自宅 

□常駐 
□巡回 
■遠隔移報 
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７ 当施設の運営に当たり、札幌市の「環境方針」（募集要項資料 17）に基づく環境保全行 

動への取組みについて、計画があればご記入ください。 
＜環境保全行動への取り組み＞ 

「地球温暖化とＣＯ２問題」「エネルギーの高騰や使用に関する排出物問題」等、近年ますま

す環境保全に関する意識改革と、具体的行動や取り組みが求められている。 

当施設でも下記のことに取組んでいきたい。 

 

○環境影響の大きい項目として下記の点を重点的に取り組む 

１．省エネルギーの推進 

(1) 施設・設備の運営に係るエネルギー消費量のチェックと削減への努力 

２．資源の節約、廃棄物の削減 

(1) 上下水道使用量のチェックと節水対策の実施 

(2) 廃棄物や排出量の削減とリサイクル率の向上 

３．グリーン購入 

 (1) 物品の購入に際する「札幌市グリーン購入ガイドライン」に沿った調達 

４．温室効果ガス排出量の削減 

(1) エネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量のチェックと削減対策 

(2) 非エネルギー起源二酸化炭素排出量への配慮 

(3) メタンガス・フロンガス排出量等への対応 

  

具体的には  
① 管理業務を行うに当たり札幌市環境マネジメントシステムを通じて、地球温暖化対策及

び環境配慮の推進に努める。 
②  電気、水道、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 
・ 電気は、使用しない箇所に関しては消灯を徹底する。 
・ 水洗トイレの水量を節水モードにする。 
・ 厳冬期のパネルヒーター暖房は、次の日の利用状況に応じてタイマー運転とし、暖房費 

の節減と適切な効率の良い暖房を行う。 
・ 貸室を含めた館内の冷暖房の設定温度を管理し、省エネに努める。 
・ 床暖房やロードヒーティングに関しては、必要に応じて運転する。 

③ ごみの分別減量及びリサイクルに努める。 
④ 清掃に使用する洗剤等は、環境に配慮したものを使用し、極力節約に努める。 
⑤ 地区センター敷地内では、アイドリングストップの指導をする。 
⑥ 管理業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン 

指定品を使用する。 
⑦ 職員に対し、環境マネジメントに関する研修を行い共通理解のもと実践する。 
⑧ 札幌市の「環境方針」「アイドリングストップ」及び「節電・節水・ガスの節約」等のポ

スターを館内に引き続き掲出するとともに、利用者及び職員に機会あるごとに啓発・周

知を図ることを通して協力依頼し、環境問題に関する意識を高めるようにする。 
⑨ 札幌市の「クールビズ」「ウォームビズ」「省エネ」事業に積極的に関わり、メッセンジ 

ャーとして地域にも協力を依頼する。 
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８ 管理業務の仕様書に示す「施設、設備等の維持に関する管理」業務の具体的な実施要領 

（第三者への委託を含む）、年度別の実施計画を示してください。 

  特に、安全性や市民サービスの向上、管理運営の節減に結びつく工夫の内容について、 

積極的にアピールしてください。 

１．清掃業務 

  清掃業務に関しては、日常清掃（早朝のトイレを含めた館内外の清掃）、定期清掃（年２回

のホールのワックスがけを含む）共に、第三者委託を考えている。業者に関しては、現在契約

している業者にとらわれず、札幌市の指定業者の中から、複数の業者から見積もりを取り、ま

たその代表者との懇談にて、清掃方法や工程、計画書の提出や経費等々を確認し、新たな業者

を選定していきたいと考える。 

また、必要に応じて空調機フィルター清掃や実習室のガスレンジフード、調理台の清掃等を 

特別清掃の形で実施し、省エネへの取り組みや施設保全・衛生管理に努めていきたい。 

日常的な館内外の美化は委託業者のみの清掃では不十分である。日常的に常勤職員・パート

職員全員が、貸室管理の一環として館内の整備点検も含め、施設、設備の状況を把握しながら、

衛生・美化に努めていくことが重要である。これまで同様に職員の「利用者に気持ちよく利用

される施設」を目指し業務にあたっていきたい。 

２．警備業務 

警備業務については、現在の機械警備を機器と共に継続して維持していきたい。昨年度の改

修工事時に設置した機器を継続活用することも経費節減につながる。 

管理業務 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 備考 

清掃業務 

日常清掃 毎日 毎日 毎日 毎日 毎月  

定期清掃 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回  

特別清掃 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 空調ﾌｨﾙﾀｰ等 

警備業務 
機械警備 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日  

巡回警備 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日  

自動ドア保全業務 

保守点検 

6･9･12･3 月 

の 4回 

6･9･12･3 月 

の 4回 

6･9･12･3 月 

の 4回 

6･9･12･3 月 

の 4回 

6･9･12･3 月 

の 4回 

 

消防設備保全業務 

保守点検  

消防法に基

づき年 2回 

消防法に基

づき年 2回 

消防法に基

づき年 2回 

消防法に基

づき年 2回 

消防法に基

づき年 2回 

 

自家用電気

工作物 

月次点検 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月  

年次点検 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回  

舞台装置保

全業務 
吊物点検 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

 

ガスヒートポンプ保全業務 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年１回  

建築基準法定

期点検業務 

建築点検   点検指定年度    

設備点検 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回  

除排雪業務 

駐車場除雪 10 ㎝以上 10 ㎝以上 10 ㎝以上 10 ㎝以上 10 ㎝以上  

避難路 10 ㎝以上 10 ㎝以上 10 ㎝以上 10 ㎝以上 10 ㎝以上  

排雪 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ 概ね1カ月に1回 
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３．自動ドア保全業務 

   自動ドア保全業務については、昨年度の改修工事にも関わり、現在も保全業務を請け負って

いる業者を今後も安全性を重視し選定する。 

４．消防設備保全業務 

   消防設備保全業務については、これまで当センターの保全業務を行ってきた業者及び他社を

含めて、見積もり合わせにより選定する。 

５．自家用電気工作物保安管理業務 

自家用電気工作物保安管理業務は、前回見積り合わせで選定された現業者が、点検時に節電 

のアドバイスを行ってくれていたことから、省エネに貢献ができた。ついては、契約額及び実 

績等を勘案しこれまで通りの業者とする。 

６．舞台装置保全業務 

現業者が舞台製作、また、建設時の取り付け施行を行っていることから選定する。また、 

これまでの修繕記録から、設備の老朽化に伴い故障の頻度が高くなっているため、使用時に 

不備がないように管理したい。 

７．ガスヒートポンプ保全業務 

   ガスヒートポンプ保全業務については、改修工事時に新し機械に更新したため、取扱業者に

今後のメンテナンスを依頼する形で選定する。 

８．建築基準法定期点検業務 

  前回の点検施工業者及び他社を含め見積り合わせで選定する。 

９．除排雪業務 

   除排雪業務は、出動移動時間を含む契約となっているため、施設になるべく近い除雪業者を 

選定することにより経費節減が見込まれ、また、センター周辺の状況を把握できることから、

積雪状況や往来の時間帯を避ける等の安全の確保もできる利点がある。ついては、請負実績の

ある当センターに隣接した業者に選定する。この業者とは、平成 24 年度から地区センター及

び南区図書館の施設がある市道が狭いため、歩道の安全と確保の必要性があると判断し、セン

ター周辺の歩道の除雪も含め契約している。 

なお、その年の降雪量により出動回数の変動があるため、除雪の予算管理を的確に行うと 

 共に、駐車場の除雪の仕方や除雪時の騒音など、近隣の住民に迷惑をかけないように留意する。 

 

以上、第三者への委託について、指定管理業務仕様書に基づき、委託契約内容を正確に履行

するよう管理監督し、札幌市と連携を密に取り運営の責務を果たす。 

なお、この第三者委託については、管理業務の計画書にある「市内の雇用安定への寄与につ

いて」に記述されているように、法令、札幌市条例、規則等の規定を遵守し、札幌市内の企業

を活用する。 
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１　区民講座について①
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

7 14 12 64,400 75,600 0 56,000 8,400

6,300

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

15才以上の
市民
（中高生を除く）

7 14 12 64,400 75,600 0 56,000 8,400

6,300

15才以上の
市民
（中高生を除く）

3 6 12 27,600 31,200 0 24,000 3,600

2,600

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

パソコン
生活に役立つ
ワード講座

～基本～

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立て
られるよう能力を高める。
　内容は、文字入力ができる人を対象に、ご自分のパソ
コン（持参）で、生活に役に立つテーマとして日記や家
庭の備忘録、防災メモ等の記録を文章で管理できるよう
にワードの基本操作を学ぶ。

パソコン
生活に役立つ
ワード講座

～活用～

　前記講座の趣旨に沿い、ワードの基本操作ができる人
を対象に、基本操作を復習し、表の作成でスケジュール
表や画像の貼り付けなどで年賀状を作成してみる。

パソコン
生活に役立つ
エクセル講座

～基本と活用～

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、
情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立てられ
るよう能力を高める。
　内容は、文字入力ができる方を対象に、ご自分のパソ
コン（持参）で、エクセルの基本操作を学び、家庭の中
にある数字を管理できるように学習し、家計簿等を作り
操作をしてみる。

スマートフォン
講座

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、
情報化社会の中でスマートフォン等を活用し、生活に役
立てられるよう能力を高める。
　内容はスマートフォン等タブレット端末の、基本的な
使い方、便利な機能、アプリなどを安全に使うための操
作を学ぶ。
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１　区民講座について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

50才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

15才以上の
市民
（中高生を除く）

3 6 14 25,400 35,000 0 24,000 1,400

2,500

15才以上の
市民
（中高生を除く）

4 8 10 22,400 36,000 0 20,000 2,400

3,600

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

女性のための
健康体操　講座

～体幹を整える～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運
動を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参
加できる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、体幹を整え、
トレーニングで筋力や体力を養い姿勢改善にもつながる
運動を学ぶ。

シニアの
健康体操　講座

～ロコモ予防体操～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運
動を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参
加できる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、足腰の筋力や
体力を養い、つまずきや転倒を予防する運動を学ぶ。

　足もみ
　健康法講座

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日頃の身
体セルフケアに「足もみ」健康法を紹介する。
　内容は、第二の心臓と言われている足と身体との関係
性を学び、身体の中の健康力を引き出すための、足もみ
の方法とその手技を習得し日常の健康に役立てる。

住民企画講座

手織り入門

　札幌市生涯学習センターの「ご近所先生企画講座」を
参考に、センター利用者または講師と協同で住民企画講
座を開催する。
　センター利用者から希望があった「手織り」の入門講
座を実施する。
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１　区民講座について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 17 23,400 51,000 0 20,000 3,400

3,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

計11講座 61 118 147 444,000 641,800 0 400,000 44,000

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「スポーツ・健康 等」など健康に役立つ講座を
選定する。
　募集は、ヨガ講座を予定。

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「アート・技能（手芸・工芸 他） 等」など余
暇の充実に役立つ講座を選定する。
　募集は、絵手紙講座を予定。

事業予算額

総経費
収入 支出

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「文化・教養 等」など生活に役立つ講座を選定
する。
　募集は、ボールペン字講座を予定。
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２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般市民

1 14 500 100,000 0 0 0 100,000

（2日間）

0

地域住民

　「秋の芸術展」 1 80 25 10,000 0 0 0 10,000

　（澄川地区連合会への
　　協賛事業）

（10日間）

0

一般市民

1 1.5 160 110,000 0 0 0 110,000

0

  卓球サーク
ル・卓球開放
 事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

文化祭

　地区センターで活動するサークルの発表や作品展示の
場として10月中旬に2日間にわたって開催する。
　また、各サークルの活動状況を参加者に知ってもらう
ことにより、新規サークル会員を募る機会ともなってい
る。
　毎年400～500名の参加者、観覧者があり地域住民の交
流事業として賑わう。

　澄川地区連合会が地域住民を対象に秋まつりを当地区
センター敷地周辺にて700～800名規模のイベントを行っ
ている。これに併せ、センター内で地域住民の趣味の作
品展示を行う。館の内外で事業を展開することで相互多
数の参加者が見込まれ、住民相互の親睦と交流が一層図
られ、地域の活性化のためにも相乗効果が得られる。
　また、作品出展者の今後の励みにしてもらう。

演奏会

　地域住民の子どもからお年寄りまでが楽しめる音楽を
身近な場所で気軽に楽しんでもらう機会を提供し、住民
間の交流を図るため実施する。
　また、演奏者等は地域の人材活用を図ることや、実施
回数については運営状況や地域の要望を勘案しながら増
やすことも検討する。

卓球交流会

　当地区センターの卓球サークル及び卓球開放事業利用
者を中心に、日頃の練習成果を発揮する場を提供すると
ともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施す
る。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に
参加してもらう。



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
  囲碁サーク
ル・囲碁開放
  事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

概ね60歳
以上の市民

3 6 16 20,000 9,600 0 0 20,000

600

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

囲碁交流会

　当地区センターの囲碁サークル及び囲碁開放事業利用
者を中心に、日頃の対局成果を発揮する場を提供すると
ともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施す
る。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に
参加してもらう。

子ども参加事業
「夏休み子ども

寺子屋」

　地域の子どもが参加できる事業として平成24年度から
夏と冬に地域のボランティアの方々に協力を得て小学生
を対象に「子ども寺子屋」を開催している。地域の三つ
の小学校の子どもたちの学習及び交流の場としている。
学習のあとはみんなで遊ぶ会、読み聞かせなどを予定し
ている。なお、当事業は地区連合会青少年部より助成金
の協力がある。

子ども参加事業
「冬休み子ども

寺子屋」

　前記事業の内容を冬休み期間にも開催。

シニア参加事業
いきいきサロン

　シニアのための生活サポート事業として、日頃から気
にかかっている福祉の制度や現状、今後必ず必要となる
事柄について講師を招いて学ぶ。また、懐かしの歌や映
画、転倒予防ストレッチ体操、ふまねっと、ボッチャの
体験などを実施し、住民相互の親睦・交流を深め、仲間
づくりの場とする。



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域住民

1 2 30 23,000 0 0 8,000 15,000

0

地域の小学
生と保護者

1 2.5 12 11,000 3,000 0 8,000 3,000

500

計10事業 18 131 851 362,000 48,600 20,000 16,000 346,000

68,600

710,000 710,400 806,000 690,400 20,000 416,000 390,000

運営事業計画書（令和5年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

地域のまちづくり
事業

「災害時に備えて」

　地域住民を対象に命や健康、まちづくりに役立つ事業
を実施する。
　テーマを｢災害時に備えて」とし、災害時に起こりうる
様々なことがらを想定し個々対応できる能力を高める内
容を取り上げる。
　対象は個人、家族、お年寄り、地域の方々が参加でき
るような「救護」などの助け合いを中心に実施し、住民
間の絆を深めるものとする。

地域のまちづくり
事業

「ＳＤＧｓを知る」

　地域住民を対象に命や健康、まちづくりに役立つ事業
を実施する。
　テーマを｢ＳＤＧｓ」とし、持続可能な開発目標につい
てＳＤＧｓボードゲームを使い地球環境や経済などの社
会課題を解決していくプロセスを考える体験をする。
　対象は小学生と親（保護者）を対象に、親子で取り組
み学んでいただく。

6



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業①

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

運営事業計画書（令和5年度）

その他

卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
  なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を
休止する場合がある。

24 60

バドミントン事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
   なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催
を休止する場合がある。

24 60

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

ファミリーの日
卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

24 96

ファミリーの日
バドミントン事業

(多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

24 96

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業②

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、総括業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

36

540

運営事業計画書（令和5年度）

その他

囲碁事業

（和室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である囲碁用具を活用し、和室で囲碁を実施する。ま
た、囲碁の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の日中に半日単位で実
施する。なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その
開催を休止する場合がある。

96

・囲碁盤(9組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

将棋事業

（和室）

96

24

・やわらかいボールの無料貸し出し。
・床マットの無料貸し出し。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

12

・将棋盤、駒(8組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

計7事業 156

子育て
フリースペース

（多目的ホール
・集会室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、多目的
ホールまたは集会室を幼児・低学年の児童とその保護者に遊
びの場として提供する。多数の家族等の使用の安全を確保す
るため必ず保護者同伴とし、併せて地域住民の交流や、余暇
を有意義に過ごしてもらう。
　開催は、月1回程度、日曜日の日中に半日単位で実施す
る。
　なお、実施日は事前にセンターの掲示板やホームページ等

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である将棋用具を活用し、和室で将棋を実施する。ま
た、将棋の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施する。
なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休
止する場合がある。

24



別紙７様式４の１

１　区民講座について①
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 10 60,000 60,000 0 48,000 12,000

6,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費

パソコン
ワード講座

～基本～

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立て
られるよう能力を高める。
　内容は、文字入力ができる人を対象に、ご自分のパソ
コン（持参）で、ワードの基本操作を学び、簡単な文書
などが作成できるように学習する。

パソコン
ワード講座

～ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ～

　前記講座の趣旨に沿い、ワードの基本操作ができる人
を対象に、基本操作の復習をし、ステップアップした文
書や図形や画像の貼り付け等、ワードの活用を学ぶ。

収入 支出

パソコン
インターネット講座

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立て
られるよう能力を高める。
　内容は、ご自分のパソコン（持参）で、インターネッ
トのセキュリティや知りたい情報を安全に入手する方
法、メールやズーム等のコミュニケーションツールの使
い方を学ぶ。

パソコン
初めてのパワーポイ

ント講座

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立て
られるよう能力を高める。
　内容は、パソコンの基本操作ができる方を対象に、ご
自分のパソコン（持参）で、パワーポイントの基本操作
やスライドショー等の機能を学びよりパソコンを活用で
きるように学習する。



別紙７様式４の１

１　区民講座について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

50才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

15才以上の
市民
（中高生を除く）

3 6 14 25,600 35,000 0 24,000 1,600

2,500

15才以上の
市民
（中高生を除く）

4 8 12 22,600 43,200 0 20,000 2,600

3,600

収入 支出

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費

　足もみ
　健康法講座

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日頃の身
体セルフケアに「足もみ」健康法を紹介する。
　内容は、第二の心臓と言われている足と身体との関係
性を学び、身体の中の健康力を引き出すための、足もみ
の方法とその手技を習得し日常の健康に役立てる。

住民企画講座

パステルアート
入門

　札幌市生涯学習センターの「ご近所先生企画講座」を
参考に、センター利用者または講師と協同で住民企画講
座を開催する。
　センター利用者から希望があった「パステルアート」
の入門講座を実施する。

女性のための
健康体操　講座

～体幹を整える～

シニアの
健康体操　講座

～ロコモ予防体操～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運
動を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参
加できる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、体幹を整え、
トレーニングで筋力や体力を養い姿勢改善にもつながる
運動を学ぶ。

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運
動を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参
加できる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、足腰の筋力や
体力を養い、つまずきや転倒を予防する運動を学ぶ。



別紙７
様式４の１

１　区民講座について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 15 23,000 45,000 0 20,000 3,000

3,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

計11講座 62 120 145 458,000 650,200 0 408,000 50,000

収入 支出
事業予算額

総経費

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「文化・教養 等」など生活に役立つ講座を選定
する。内容は「教養」など生活に役立つ講座を選定す
る。
　募集は、韓国語、書道 等

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「スポーツ・健康 等」など健康に役立つ講座を
選定する。
　募集は、ストレッチ体操、リンパストレッチ体操　等

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「アート・技能（手芸・工芸 他） 等」など余
暇の充実に役立つ講座を選定する。
　募集は、編み物、ビーズ手芸 等

目的、内容、期待される効果など

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 回数 総時間数



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般市民

1 14 500 100,000 0 0 0 100,000

（2日間）

0

地域住民

　「秋の芸術展」 1 80 25 10,000 0 0 0 10,000

　（澄川地区連合会への
　　協賛事業）

（10日間）

0

一般市民

1 1.5 160 110,000 0 0 0 110,000

0

  卓球サーク
ル・卓球開放
 事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

文化祭

　地区センターで活動するサークルの発表や作品展示の
場として10月中旬に2日間にわたって開催する。
　また、各サークルの活動状況を参加者に知ってもらう
ことにより、新規サークル会員を募る機会ともなってい
る。
　毎年400～500名の参加者、観覧者があり地域住民の交
流事業として賑わう。

　澄川地区連合会が地域住民を対象に秋まつりを当地区
センター敷地周辺にて700～800名規模のイベントを行っ
ている。これに併せ、センター内で地域住民の趣味の作
品展示を行う。館の内外で事業を展開することで相互多
数の参加者が見込まれ、住民相互の親睦と交流が一層図
られ、地域の活性化のためにも相乗効果が得られる。
　また、作品出展者の今後の励みにしてもらう。

演奏会

　地域住民の子どもからお年寄りまでが楽しめる音楽を
身近な場所で気軽に楽しんでもらう機会を提供し、住民
間の交流を図るため実施する。
　また、演奏者等は地域の人材活用を図ることや、実施
回数については運営状況や地域の要望を勘案しながら増
やすことも検討する。

卓球交流会

　当地区センターの卓球サークル及び卓球開放事業利用
者を中心に、日頃の練習成果を発揮する場を提供すると
ともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施す
る。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に
参加してもらう。



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
  囲碁サーク
ル・囲碁開放
  事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

概ね60歳
以上の市民

3 6 16 20,000 9,600 0 0 20,000

600

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

囲碁交流会

　当地区センターの囲碁サークル及び囲碁開放事業利用
者を中心に、日頃の対局成果を発揮する場を提供すると
ともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施す
る。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に
参加してもらう。

子ども参加事業
「夏休み子ども

寺子屋」

　地域の子どもが参加できる事業として平成24年度から
夏と冬に地域のボランティアの方々に協力を得て小学生
を対象に「子ども寺子屋」を開催している。地域の三つ
の小学校の子どもたちの学習及び交流の場としている。
学習のあとはみんなで遊ぶ会、読み聞かせなどを予定し
ている。なお、当事業は地区連合会青少年部より助成金
の協力がある。

子ども参加事業
「冬休み子ども

寺子屋」

　前記事業の内容を冬休み期間にも開催。

シニア参加事業
いきいきサロン

　シニアのための生活サポート事業として、日頃から気
にかかっている福祉の制度や現状、今後必ず必要となる
事柄について講師を招いて学ぶ。また、懐かしの歌や映
画、転倒予防ストレッチ体操、ふまねっと、ボッチャの
体験などを実施し、住民相互の親睦・交流を深め、仲間
づくりの場とする。



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域住民

1 2 30 23,000 0 0 8,000 15,000

0

計9事業 17 129 839 351,000 45,600 20,000 8,000 343,000

65,600

710,000 715,800 809,000 695,800 20,000 416,000 393,000

運営事業計画書（令和6年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

地域のまちづくり
事業

「災害時に備えて」

　地域住民を対象に命や健康、まちづくりに役立つ事業
を実施する。
　テーマを｢災害時に備えて」とし、災害時に起こりうる
様々なことがらを想定し個々対応できる能力を高める内
容を取り上げる。
　対象は個人、家族、お年寄り、地域の方々が参加でき
るような「救護」などの助け合いを中心に実施し、住民
間の絆を深めるものとする。



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業①

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

運営事業計画書（令和6年度）

その他

卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
  なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を
休止する場合がある。

24 60

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

バドミントン事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
   なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催
を休止する場合がある。

24 60

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

ファミリーの日
卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

24 96

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

24 96

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

ファミリーの日
バドミントン事業

(多目的ホール）



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業②

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、総括業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和6年度）

その他

囲碁事業

（和室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である囲碁用具を活用し、和室で囲碁を実施する。ま
た、囲碁の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の日中に半日単位で実
施する。なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その
開催を休止する場合がある。

計7事業

・やわらかいボールの無料貸し出し。
・床マットの無料貸し出し。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

96

・将棋盤、駒(8組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

子育て
フリースペース

（多目的ホール
・集会室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、多目的
ホールまたは集会室を幼児・低学年の児童とその保護者に遊
びの場として提供する。多数の家族等の使用の安全を確保す
るため必ず保護者同伴とし、併せて地域住民の交流や、余暇
を有意義に過ごしてもらう。
　開催は、月1回程度、日曜日の日中に半日単位で実施す
る。
　なお、実施日は事前にセンターの掲示板やホームページ等

将棋事業

（和室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である将棋用具を活用し、和室で将棋を実施する。ま
た、将棋の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施する。
なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休
止する場合がある。

156 540

24 96

・囲碁盤(9組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

3612

24



別紙７様式４の１

１　区民講座について①
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

7 14 12 64,400 75,600 0 56,000 8,400

6,300

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

15才以上の
市民
（中高生を除く）

7 14 12 64,400 75,600 0 56,000 8,400

6,300

15才以上の
市民
（中高生を除く）

3 6 12 27,600 31,200 0 24,000 3,600

2,600

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

パソコン
生活に役立つ
ワード講座

～基本～

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立て
られるよう能力を高める。
　内容は、文字入力ができる人を対象に、ご自分のパソ
コン（持参）で、生活に役に立つテーマとして日記や家
庭の備忘録、防災メモ等の記録を文章で管理できるよう
にワードの基本操作を学ぶ。

パソコン
生活に役立つ
ワード講座

～活用～

　前記講座の趣旨に沿い、ワードの基本操作ができる人
を対象に、基本操作を復習し、表の作成でスケジュール
表や画像の貼り付けなどで年賀状を作成してみる。

パソコン
生活に役立つ
エクセル講座

～基本と活用～

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立て
られるよう能力を高める。
　内容は、文字入力ができる方を対象に、ご自分のパソ
コン（持参）で、エクセルの基本操作を学び、家庭の中
にある数字を管理できるように学習し、家計簿等を作り
操作をしてみる。

スマートフォン
講座

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でスマートフォン等を活用し、生活
に役立てられるよう能力を高める。
　内容はスマートフォン等タブレット端末の、基本的な
使い方、便利な機能、アプリなどを安全に使うための操
作を学ぶ。



別紙７様式４の１

１　区民講座について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

15才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

50才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

15才以上の
市民
（中高生を除く）

4 8 8 21,000 25,600 0 20,000 1,000

3,200

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

日常英会話　講座

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、語学「英語」を学ぶ。
　内容は、日常でも海外旅行先でも、よく使われる単
語・フレーズを学び、簡単な自己紹介ができるよう学習
する。

女性のための
健康体操　講座

～体幹を整える～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運
動を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参
加できる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、体幹を整え、
トレーニングで筋力や体力を養い姿勢改善にもつながる
運動を学ぶ。

シニアの
健康体操　講座

～ロコモ予防体操～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運
動を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参
加できる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、足腰の筋力や
体力を養い、つまずきや転倒を予防する運動を学ぶ。

住民企画講座

初めての籐工芸

　札幌市生涯学習センターの「ご近所先生企画講座」を
参考に、センター利用者または講師と協同で住民企画講
座を開催する。
　センター利用者から希望があった「籐工芸」の入門講
座を実施する。



別紙７
様式４の１

１　区民講座について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 15 23,000 45,000 0 20,000 3,000

3,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

計11講座 64 124 141 472,000 655,200 0 424,000 48,000

総時間数

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「文化・教養 等」など生活に役立つ講座を選定
する。

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「スポーツ・健康 等」など健康に役立つ講座を
選定する。

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「アート・技能（手芸・工芸 他） 等」など余
暇の充実に役立つ講座を選定する。

事業予算額

総経費
収入 支出

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般市民

1 14 500 100,000 0 0 0 100,000

（2日間）

0

地域住民

　「秋の芸術展」 1 80 25 10,000 0 0 0 10,000

　（澄川地区連合会への
　　協賛事業）

（10日間）

0

一般市民

1 1.5 160 110,000 0 0 0 110,000

0

  卓球サーク
ル・卓球開放
 事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

文化祭

　地区センターで活動するサークルの発表や作品展示の
場として10月中旬に2日間にわたって開催する。
　また、各サークルの活動状況を参加者に知ってもらう
ことにより、新規サークル会員を募る機会ともなってい
る。
　毎年400～500名の参加者、観覧者があり地域住民の交
流事業として賑わう。

　澄川地区連合会が地域住民を対象に秋まつりを当地区
センター敷地周辺にて700～800名規模のイベントを行っ
ている。これに併せ、センター内で地域住民の趣味の作
品展示を行う。館の内外で事業を展開することで相互多
数の参加者が見込まれ、住民相互の親睦と交流が一層図
られ、地域の活性化のためにも相乗効果が得られる。
　また、作品出展者の今後の励みにしてもらう。

演奏会

　地域住民の子どもからお年寄りまでが楽しめる音楽を
身近な場所で気軽に楽しんでもらう機会を提供し、住民
間の交流を図るため実施する。
　また、演奏者等は地域の人材活用を図ることや、実施
回数については運営状況や地域の要望を勘案しながら増
やすことも検討する。

卓球交流会

　当地区センターの卓球サークル及び卓球開放事業利用
者を中心に、日頃の練習成果を発揮する場を提供すると
ともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施す
る。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に
参加してもらう。



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
  囲碁サーク
ル・囲碁開放
  事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

概ね60歳
以上の市民

3 6 16 20,000 9,600 0 0 20,000

600

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

囲碁交流会

　当地区センターの囲碁サークル及び囲碁開放事業利用
者を中心に、日頃の対局成果を発揮する場を提供すると
ともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施す
る。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に
参加してもらう。

子ども参加事業
「夏休み子ども

寺子屋」

　地域の子どもが参加できる事業として平成24年度から
夏と冬に地域のボランティアの方々に協力を得て小学生
を対象に「子ども寺子屋」を開催している。地域の三つ
の小学校の子どもたちの学習及び交流の場としている。
学習のあとはみんなで遊ぶ会、読み聞かせなどを予定し
ている。なお、当事業は地区連合会青少年部より助成金
の協力がある。

子ども参加事業
「冬休み子ども

寺子屋」

　前記事業の内容を冬休み期間にも開催。

シニア参加事業
いきいきサロン

　シニアのための生活サポート事業として、日頃から気
にかかっている福祉の制度や現状、今後必ず必要となる
事柄について講師を招いて学ぶ。また、懐かしの歌や映
画、転倒予防ストレッチ体操、ふまねっと、ボッチャの
体験などを実施し、住民相互の親睦・交流を深め、仲間
づくりの場とする。



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域住民

1 2 30 23,000 0 0 8,000 15,000

0

地域の小学
生と保護者

1 2.5 12 11,000 3,000 0 8,000 3,000

500

計10事業 18 131 851 362,000 48,600 20,000 16,000 346,000

68,600

710,000 723,800 834,000 703,800 20,000 440,000 394,000

運営事業計画書（令和7年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

地域のまちづくり
事業

「災害時に備えて」

　地域住民を対象に命や健康、まちづくりに役立つ事業
を実施する。
　テーマを｢災害時に備えて」とし、災害時に起こりうる
様々なことがらを想定し個々対応できる能力を高める内
容を取り上げる。
　対象は個人、家族、お年寄り、地域の方々が参加でき
るような「救護」などの助け合いを中心に実施し、住民
間の絆を深めるものとする。

地域のまちづくり
事業

「ＳＤＧｓを知る」

　地域住民を対象に命や健康、まちづくりに役立つ事業
を実施する。
　テーマを｢ＳＤＧｓ」とし、持続可能な開発目標につい
てＳＤＧｓボードゲームを使い地球環境や経済などの社
会課題を解決していくプロセスを考える体験をする。
　対象は小学生と親（保護者）を対象に、親子で取り組
み学んでいただく。

6



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業①

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

運営事業計画書（令和7年度）

その他

卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
  なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を
休止する場合がある。

24 60

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

バドミントン事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
   なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催
を休止する場合がある。

24 60

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

ファミリーの日
卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

24 96

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

ファミリーの日
バドミントン事業

(多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

24 96

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業②

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、総括業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

運営事業計画書（令和7年度）

その他

囲碁事業

（和室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である囲碁用具を活用し、和室で囲碁を実施する。ま
た、囲碁の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の日中に半日単位で実
施する。なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その
開催を休止する場合がある。

24 96

・囲碁盤(9組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

将棋事業

（和室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である将棋用具を活用し、和室で将棋を実施する。ま
た、将棋の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施する。
なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休
止する場合がある。

24 96

・将棋盤、駒(8組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

子育て
フリースペース

（多目的ホール
・集会室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、多目的
ホールまたは集会室を幼児・低学年の児童とその保護者に遊
びの場として提供する。多数の家族等の使用の安全を確保す
るため必ず保護者同伴とし、併せて地域住民の交流や、余暇
を有意義に過ごしてもらう。
　開催は、月1回程度、日曜日の日中に半日単位で実施す
る。
　なお、実施日は事前にセンターの掲示板やホームページ等

12 36

・やわらかいボールの無料貸し出し。
・床マットの無料貸し出し。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

計7事業 156 540



別紙７様式４の１

１　区民講座について①
①募集対象

②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 10 60,000 60,000 0 48,000 12,000

6,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

パソコン
初めてのパワーポイ

ント講座

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立て
られるよう能力を高める。
　内容は、パソコンの基本操作ができる方を対象に、ご
自分のパソコン（持参）で、パワーポイントの基本操作
やスライドショー等の機能を学びよりパソコンを活用で
きるように学習する。

パソコン
ワード講座

～基本～

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立て
られるよう能力を高める。
　内容は、文字入力ができる人を対象に、ご自分のパソ
コン（持参）で、ワードの基本操作を学び、簡単な文書
などが作成できるように学習する。

パソコン
ワード講座

～ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ～

　前記講座の趣旨に沿い、ワードの基本操作ができる人
を対象に、基本操作の復習をし、ステップアップした文
書や図形や画像の貼り付け等、ワードの活用を学ぶ。

パソコン
インターネット講座

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的と
し、情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立て
られるよう能力を高める。
　内容は、ご自分のパソコン（持参）で、インターネッ
トのセキュリティや知りたい情報を安全に入手する方
法、メールやズーム等のコミュニケーションツールの使
い方を学ぶ。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出



別紙７様式４の１

１　区民講座について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

50才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

15才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 15 59,200 88,500 0 56,000 3,200

5,900

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

卓球講座

～入門～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運
動を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参
加できる卓球入門講座を実施する。
　内容は、卓球を初めてする方や健康のためにしたこと
がある方に、基本の動作を学んでもらう講座としたい。

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「文化・教養 等」など生活に役立つ講座を選定
する。

収入 支出

女性のための
健康体操　講座

～体幹を整える～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運
動を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参
加できる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、体幹を整え、
トレーニングで筋力や体力を養い姿勢改善にもつながる
運動を学ぶ。

シニアの
健康体操　講座

～ロコモ予防体操～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運
動を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参
加できる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、足腰の筋力や
体力を養い、つまずきや転倒を予防する運動を学ぶ。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費



別紙７
様式４の１

１　区民講座について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 15 23,000 45,000 0 20,000 3,000

3,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

計10講座 63 120 134 469,000 660,500 0 420,000 49,000

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「アート・技能（手芸・工芸 他） 等」など余
暇の充実に役立つ講座を選定する。

事業予算額

総経費
収入 支出

札幌市生涯学習
センターとの

連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケート
を基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学
習センターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充
実を図る。
　内容は「スポーツ・健康 等」など健康に役立つ講座を
選定する。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般市民

1 14 500 100,000 0 0 0 100,000

（2日間）

0

地域住民

　「秋の芸術展」 1 80 25 10,000 0 0 0 10,000

　（澄川地区連合会への
　　協賛事業）

（10日間）

0

一般市民

1 1.5 160 110,000 0 0 0 110,000

0

  卓球サーク
ル・卓球開放
 事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

　澄川地区連合会が地域住民を対象に秋まつりを当地区
センター敷地周辺にて700～800名規模のイベントを行っ
ている。これに併せ、センター内で地域住民の趣味の作
品展示を行う。館の内外で事業を展開することで相互多
数の参加者が見込まれ、住民相互の親睦と交流が一層図
られ、地域の活性化のためにも相乗効果が得られる。
　また、作品出展者の今後の励みにしてもらう。

演奏会

　地域住民の子どもからお年寄りまでが楽しめる音楽を
身近な場所で気軽に楽しんでもらう機会を提供し、住民
間の交流を図るため実施する。
　また、演奏者等は地域の人材活用を図ることや、実施
回数については運営状況や地域の要望を勘案しながら増
やすことも検討する。

卓球交流会

　当地区センターの卓球サークル及び卓球開放事業利用
者を中心に、日頃の練習成果を発揮する場を提供すると
ともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施す
る。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に
参加してもらう。

総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

文化祭

　地区センターで活動するサークルの発表や作品展示の
場として10月中旬に2日間にわたって開催する。
　また、各サークルの活動状況を参加者に知ってもらう
ことにより、新規サークル会員を募る機会ともなってい
る。
　毎年400～500名の参加者、観覧者があり地域住民の交
流事業として賑わう。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
  囲碁サーク
ル・囲碁開放
  事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

概ね50歳
以上の市民

3 6 16 20,000 9,600 0 0 20,000

600

子ども参加事業
「夏休み子ども

寺子屋」

　地域の子どもが参加できる事業として平成24年度から
夏と冬に地域のボランティアの方々に協力を得て小学生
を対象に「子ども寺子屋」を開催している。地域の三つ
の小学校の子どもたちの学習及び交流の場としている。
学習のあとはみんなで遊ぶ会、読み聞かせなどを予定し
ている。なお、当事業は地区連合会青少年部より助成金
の協力がある。

子ども参加事業
「冬休み子ども

寺子屋」

　前記事業の内容を冬休み期間にも開催。

シニア参加事業
いきいきサロン

　シニアのための生活サポート事業として、日頃から気
にかかっている福祉の制度や現状、今後必ず必要となる
事柄について講師を招いて学ぶ。また、懐かしの歌や映
画、転倒予防ストレッチ体操、ふまねっと、ボッチャの
体験などを実施し、住民相互の親睦・交流を深め、仲間
づくりの場とする。

総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

囲碁交流会

　当地区センターの囲碁サークル及び囲碁開放事業利用
者を中心に、日頃の対局成果を発揮する場を提供すると
ともに、住民相互の親睦・交流を深めるために実施す
る。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に
参加してもらう。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域住民

1 2 30 23,000 0 0 8,000 15,000

0

計9事業 17 129 839 351,000 45,600 20,000 8,000 343,000

65,600

710,000 726,100 820,000 706,100 20,000 428,000 392,000

地域のまちづくり
事業

「災害時に備えて」

　地域住民を対象に命や健康、まちづくりに役立つ事業
を実施する。
　テーマを｢災害時に備えて」とし、災害時に起こりうる
様々なことがらを想定し個々対応できる能力を高める内
容を取り上げる。
　対象は個人、家族、お年寄り、地域の方々が参加でき
るような「救護」などの助け合いを中心に実施し、住民
間の絆を深めるものとする。

運営事業計画書（令和8年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業①

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

ファミリーの日
バドミントン事業

(多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

24 96

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

24 60

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

ファミリーの日
卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

24 96

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

運営事業計画書（令和8年度）

その他

卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
  なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を
休止する場合がある。

24 60

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

バドミントン事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
   なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催
を休止する場合がある。



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業②

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、総括業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

子育て
フリースペース

（多目的ホール
・集会室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、多目的
ホールまたは集会室を幼児・低学年の児童とその保護者に遊
びの場として提供する。多数の家族等の使用の安全を確保す
るため必ず保護者同伴とし、併せて地域住民の交流や、余暇
を有意義に過ごしてもらう。
　開催は、月1回程度、日曜日の日中に半日単位で実施す
る。
　なお、実施日は事前にセンターの掲示板やホームページ等

12 36

・やわらかいボールの無料貸し出し。
・床マットの無料貸し出し。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

計7事業 156 540

24 96

・囲碁盤(9組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

将棋事業

（和室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である将棋用具を活用し、和室で将棋を実施する。ま
た、将棋の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施する。
なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休
止する場合がある。

24 96

・将棋盤、駒(8組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

運営事業計画書（令和8年度）

その他

囲碁事業

（和室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である囲碁用具を活用し、和室で囲碁を実施する。ま
た、囲碁の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の日中に半日単位で実
施する。なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その
開催を休止する場合がある。



別紙７
様式４の１

１　区民講座について①
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

7 14 12 64,400 75,600 0 56,000 8,400

6,300

15才以上の
市民
（中高生を除く）

6 12 12 55,200 64,800 0 48,000 7,200

5,400

15才以上の
市民
（中高生を除く）

7 14 12 64,400 75,600 0 56,000 8,400

6,300

15才以上の
市民
（中高生を除く）

3 6 12 27,600 31,200 0 24,000 3,600

2,600

スマートフォン
講座

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、
情報化社会の中でスマートフォン等を活用し、生活に役立
てられるよう能力を高める。
　内容はスマートフォン等タブレット端末の、基本的な使
い方、便利な機能、アプリなどを安全に使うための操作を
学ぶ。

パソコン
生活に役立つ
ワード講座

～基本～

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、
情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立てられる
よう能力を高める。
　内容は、文字入力ができる人を対象に、ご自分のパソコ
ン（持参）で、生活に役に立つテーマとして日記や家庭の
備忘録、防災メモ等の記録を文章で管理できるようにワー
ドの基本操作を学ぶ。

パソコン
生活に役立つ
ワード講座

～活用～

　前記講座の趣旨に沿い、ワードの基本操作ができる人を
対象に、基本操作を復習し、表の作成でスケジュール表や
画像の貼り付けなどで年賀状を作成してみる。

パソコン
生活に役立つ
エクセル講座

～基本と活用～

　地域住民の生涯学習の普及振興を図ることを目的とし、
情報化社会の中でパソコンを活用し、生活に役立てられる
よう能力を高める。
　内容は、文字入力ができる方を対象に、ご自分のパソコ
ン（持参）で、エクセルの基本操作を学び、家庭の中にあ
る数字を管理できるように学習し、家計簿等を作り操作を
してみる。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出



別紙７
様式４の１

１　区民講座について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

50才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 17 59,400 100,300 0 56,000 3,400

5,900

15才以上の
市民
（中高生を除く）

8 14 15 59,200 88,500 0 56,000 3,200

5,900

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

卓球講座

～入門～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運動
を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参加で
きる卓球入門講座を実施する。
　内容は、卓球を初めてする方や健康のためにしたことが
ある方に、基本の動作を学んでもらう講座としたい。

札幌市生涯学習
センターとの
連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケートを
基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学習セ
ンターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充実を図
る。
　内容は「文化・教養 等」など生活に役立つ講座を選定
する。

収入 支出

女性のための
健康体操　講座

～体幹を整える～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運動
を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参加で
きる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、体幹を整え、ト
レーニングで筋力や体力を養い姿勢改善にもつながる運動
を学ぶ。

シニアの
健康体操　講座

～ロコモ予防体操～

　地域住民の健康促進を図ることを目的とし、日常に運動
を取り入れるきっかけづくりとして、年齢を問わず参加で
きる健康体操を実施する。
　内容は「家でもできる体操」を中心に、足腰の筋力や体
力を養い、つまずきや転倒を予防する運動を学ぶ。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費



別紙７
様式４の１

１　区民講座について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 15 23,000 45,000 0 20,000 3,000

3,000

15才以上の
市民
（中高生を除く）

5 10 12 21,200 36,000 0 20,000 1,200

3,000

計10講座 62 118 136 455,000 653,300 0 412,000 43,000

札幌市生涯学習
センターとの
連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケートを
基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学習セ
ンターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充実を図
る。
　内容は「アート・技能（手芸・工芸 他） 等」など余暇
の充実に役立つ講座を選定する。

事業予算額

総経費
収入 支出

札幌市生涯学習
センターとの
連携講座

　当センターの利用者及び講座等の受講者のアンケートを
基に、希望の講座等の具体化をするため札幌市生涯学習セ
ンターの「ご近所先生企画講座」を活用し内容の充実を図
る。
　内容は「スポーツ・健康 等」など健康に役立つ講座を
選定する。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について①
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

一般市民

1 14 500 100,000 0 0 0 100,000

（2日間）

0

地域住民

　「秋の芸術展」 1 80 25 10,000 0 0 0 10,000

　（澄川地区連合会への
　　協賛事業）

（10日間）

0

一般市民

1 1.5 160 110,000 0 0 0 110,000

0

  卓球サーク
ル・卓球開放
 事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

　澄川地区連合会が地域住民を対象に秋まつりを当地区セ
ンター敷地周辺にて700～800名規模のイベントを行ってい
る。これに併せ、センター内で地域住民の趣味の作品展示
を行う。館の内外で事業を展開することで相互多数の参加
者が見込まれ、住民相互の親睦と交流が一層図られ、地域
の活性化のためにも相乗効果が得られる。
　また、作品出展者の今後の励みにしてもらう。

演奏会

　地域住民の子どもからお年寄りまでが楽しめる音楽を身
近な場所で気軽に楽しんでもらう機会を提供し、住民間の
交流を図るため実施する。
　また、演奏者等は地域の人材活用を図ることや、実施回
数については運営状況や地域の要望を勘案しながら増やす
ことも検討する。

卓球交流会

　当地区センターの卓球サークル及び卓球開放事業利用者
を中心に、日頃の練習成果を発揮する場を提供するととも
に、住民相互の親睦・交流を深めるために実施する。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に参
加してもらう。

事業予算額

総経費
収入 支出

文化祭

　地区センターで活動するサークルの発表や作品展示の場
として10月中旬に2日間にわたって開催する。
　また、各サークルの活動状況を参加者に知ってもらうこ
とにより、新規サークル会員を募る機会ともなっている。
　毎年400～500名の参加者、観覧者があり地域住民の交流
事業として賑わう。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について②
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他
  囲碁サーク
ル・囲碁開放
  事業利用者

1 4.5 24 20,000 12,000 0 0 20,000

500

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

澄川地区内
小学生

4 8 30 24,000 6,000 10,000 0 24,000

200

概ね50歳
以上の市民

3 6 16 20,000 9,600 0 0 20,000

600

子ども参加事業
「夏休み子ども

寺子屋」

　地域の子どもが参加できる事業として平成24年度から夏
と冬に地域のボランティアの方々に協力を得て小学生を対
象に「子ども寺子屋」を開催している。地域の三つの小学
校の子どもたちの学習及び交流の場としている。学習のあ
とはみんなで遊ぶ会、読み聞かせなどを予定している。な
お、当事業は地区連合会青少年部より助成金の協力があ
る。

子ども参加事業
「冬休み子ども

寺子屋」

　前記事業の内容を冬休み期間にも開催。

シニア参加事業
いきいきサロン

　シニアのための生活サポート事業として、日頃から気に
かかっている福祉の制度や現状、今後必ず必要となる事柄
について講師を招いて学ぶ。また、懐かしの歌や映画、転
倒予防ストレッチ体操、ふまねっと、ボッチャの体験など
を実施し、住民相互の親睦・交流を深め、仲間づくりの場
とする。

総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

囲碁交流会

　当地区センターの囲碁サークル及び囲碁開放事業利用者
を中心に、日頃の対局成果を発揮する場を提供するととも
に、住民相互の親睦・交流を深めるために実施する。
　また、参加者の中から運営ボランティアを募り運営に参
加してもらう。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数



別紙７
様式４の２

２ 地域住民の交流等を目的とした事業について③
①募集対象
②募集人員
③１人当参加費 参加費 その他 講師謝金 その他

地域住民

1 2 30 23,000 0 0 8,000 15,000

0

地域の小学
生と保護者

1 2.5 12 11,000 3,000 0 8,000 3,000

500

計10事業 18 131 851 362,000 48,600 20,000 16,000 346,000

68,600

710,000 721,900 817,000 701,900 20,000 428,000 389,000

地域のまちづくり
事業

「災害時に備えて」

　地域住民を対象に命や健康、まちづくりに役立つ事業を
実施する。
　テーマを｢災害時に備えて」とし、災害時に起こりうる
様々なことがらを想定し個々対応できる能力を高める内容
を取り上げる。
　対象は個人、家族、お年寄り、地域の方々が参加できる
ような「救護」などの助け合いを中心に実施し、住民間の
絆を深めるものとする。

地域のまちづくり
事業

「ＳＤＧｓを知る」

　地域住民を対象に命や健康、まちづくりに役立つ事業を
実施する。
　テーマを｢ＳＤＧｓ」とし、持続可能な開発目標につい
てＳＤＧｓボードゲームを使い地球環境や経済などの社会
課題を解決していくプロセスを考える体験をする。
　対象は小学生と親（保護者）を対象に、親子で取り組み
学んでいただく。

運営事業計画書（令和9年度）

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数
事業予算額

総経費
収入 支出

6



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業①

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

ファミリーの日
バドミントン事業

(多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

24 96

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

24 60

・ネット(2セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、シャトル)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

ファミリーの日
卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施し、家
族のふれあいを深めてもらう。なお、有料利用や講座事業等
を実施する時は、その開催を休止する場合がある。

24 96

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

運営事業計画書（令和9年度）

その他

卓球事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である卓球用具を活用し、多目的ホールで卓球を実施す
る。また、運動をすることで健康増進等にも役立ててもら
う。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
  なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を
休止する場合がある。

24 60

・卓球台及びネット(6セット)は無料貸し出し
・その他用具(ラケット、ボール)は各自持参
・混雑時は利用者の公平を図るため、15分程度で
　交替するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

バドミントン事業

（多目的ホール）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品であるバドミントン用具を活用し、多目的ホールで卓球
を実施する。また、運動をすることで健康増進等にも役立て
てもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の夜間に実施する。
   なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を
休止する場合がある。



別紙７
様式４の３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業②

事業名 目的、内容、期待される効果など 回数 総時間数

※令和5～9年度の計画を各年度ごとにご記入ください。

※各事業については、総括業務仕様書「３　事業の計画及び実施に関する業務」を参照してください。

※表の枠が不足する場合は、ページを追加してご記入ください。

子育て
フリースペース

（多目的ホール
・集会室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、多目的
ホールまたは集会室を幼児・低学年の児童とその保護者に遊
びの場として提供する。多数の家族等の使用の安全を確保す
るため必ず保護者同伴とし、併せて地域住民の交流や、余暇
を有意義に過ごしてもらう。
　開催は、月1回程度、日曜日の日中に半日単位で実施する。
　なお、実施日は事前にセンターの掲示板やホームページ等
でＰＲしお知らせする。

12 36

・やわらかいボールの無料貸し出し。
・床マットの無料貸し出し。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

計7事業 156 540

24 96

・囲碁盤(9組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

将棋事業

（和室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である将棋用具を活用し、和室で将棋を実施する。ま
た、将棋の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、日曜日の日中に半日単位で実施する。
なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その開催を休
止する場合がある。

24 96

・将棋盤、駒(8組)は無料貸し出し
・混雑時は利用者の公平を図るため、交替で対局
　するよう張り紙を表示又は口頭で指導する。
・座椅子及びテーブル、椅子等を用意する。
・休止、中止は少なくとも2週間前には利用者に
　周知する。

運営事業計画書（令和9年度）

その他

囲碁事業

（和室）

　施設の有効活用と地域の憩いの場づくりとして、市の貸与
備品である囲碁用具を活用し、和室で囲碁を実施する。ま
た、囲碁の対局を通じて地域住民の交流や、余暇を有意義に
過ごしてもらう。
　開催は、月1～2回、利用のない曜日の日中に半日単位で実
施する。なお、有料利用や講座事業等を実施する時は、その
開催を休止する場合がある。



様式１－１

　　　○○○　センター

１　部屋別・時間帯別利用状況

件数 人数 件数 人数 件数 人数 利用可能件数 利用率 開室日数 人数

0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｂ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｃ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｄ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

２　事業別利用状況

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 100.0%

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 100.0%

３　貸室事業（有料）目的別利用状況

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

貸室事業（有料）
合計

#DIV/0!

#DIV/0!

飲酒主目的 偲ぶ会・お別れ会

0

0

その他の一般利用
営利目的

10割増 20割増

人数・構成比 0 #DIV/0!

件数・構成比 0 #DIV/0!

区　　分
計

１日当たりの利用人数午　前 午　後 夜　間　

0

貸室事業（有料） 合計

#DIV/0!

指定管理者の開催事業

合　計　（Ａ～Ｄの計）

合　計

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）

室　名（定員）
人数　（内夜間延長分）件数　（内夜間延長分）

施設利用状況報告書（令和　年度）

件数・構成比

区民講座 地域交流事業 施設活用事業 その他

0

利用率

#DIV/0!

区　　分

人数・構成比

計

#DIV/0! 0

0#DIV/0!



様式１－２

　　　○○○　センター

４　部屋別・時間帯別利用状況（１の内数）

昼食
時間

昼食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

夕食
時間

夕食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

小　計　Ｂ 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

小　計　Ｃ 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

小　計　Ｄ 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0合　計　（Ａ～Ｄの計）

件数 人数

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）

施設利用状況報告書（令和　年度）

室　名（定員）

午　前 午　後 夜間 合計

件数 人数 件数 人数 件数 人数

時間
貸し

時間
貸し

時間
貸し

時間
貸し



様式２－１

１　区民講座について 　　　　　○○○　センター

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

　合　　計 講座数 実施回数
募集
人員

応募倍率
受講者
実数

円 #DIV/0! 円 円

応募者数

#DIV/0! 円 #DIV/0! 円 #DIV/0! 円

円

円

円 #DIV/0! 円 #DIV/0!

目的

内容

円 #DIV/0! 円 #DIV/0! 円

#DIV/0! 円 円

参加費

#DIV/0! 円

１人あたり
参加費

目的

内容

合　　計

指定管理者
総支出額

指定管理者
総収入額

１人あたり
支出額

１人あたり
収入額

<　備考　>

講座等事業実施報告書（令和 年度）

実施回数
募集対象

募集
人数

１人あたり
収入額

指定管理者
の支出額

指定管理者
の収入額

達成された効果など
受講者
実数１人あたり

支出額

応募倍率

応募者数

事業名

（使用した室）
目的、内容等

１人あたり
参加費



様式２－２

２　地域住民の交流等を目的とした事業について 　　　　　○○○　センター

（ ） #DIV/0! ％

（ ） #DIV/0! ％

事業数 実施回数
参加
見込数

参加者
実数

円 円 円

#DIV/0! 円 #DIV/0! 円 #DIV/0! 円

目標値の達成率

円 #DIV/0! 円 #DIV/0!

円

成果指標 来場者目標数の80％

0円

来場者目標数

目標数の80％

来場者目標数

目標数の80％

目標値の達成率

目的

内容

成果指標 来場者目標数の80％

0円 #DIV/0! 円

円 円

#DIV/0! 円

<　備考　>

指定管理者
の支出額

指定管理者
の収入額

指定管理者
総支出額

指定管理者
総収入額

目的

内容

事業名

（使用した室）
目的、内容等

１人あたり
参加費

参加費

合　　計

１人あたり
支出額

１人あたり
収入額

１人あたり
参加費

１人あたり
支出額

１人あたり
収入額

円

講座等事業実施報告書（令和 年度）

開催回数
対象

参加
見込数

達成された効果など
参加者
実数



様式２－３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料） ○○○　センター

（ ）

（ ）

（ ）

内容

目的

内容

内容

目的

目的

講座等事業実施報告書（令和 年度）

利用者実数
実施
総日数

達成された効果など総時間
事業名

（使用した室）
目的、内容等



様式３－１

　　　○○○　センター

１　部屋別・時間帯別利用状況

件数 人数 件数 人数 件数 人数 利用可能件数 利用率 開室日数 人数

（ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｂ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｃ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

（　名） （ ） （ ） 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

小　計　Ｄ 0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 0 0 100.0% 0 #DIV/0!

２　事業別利用状況

#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 100.0%

#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 100.0%

３　貸室事業（有料）目的別利用状況

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

貸室事業（有料）
合計

#DIV/0!

#DIV/0!

飲酒主目的 偲ぶ会・お別れ会 その他の一般利用
営利目的

10割増 20割増

人数・構成比 0 #DIV/0!

件数・構成比 0 #DIV/0!

区　　分
計

１日当たりの利用人数午　前 午　後 夜　間　

貸室事業（有料） 合計

#DIV/0!

指定管理者の開催事業

合　計　（Ａ～Ｄの計）

合　計

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）

室　名（定員）
人数　（内夜間延長分）件数　（内夜間延長分）

施設利用状況報告書（令和　年　月）

件数・構成比

区民講座 地域交流事業 施設活用事業 その他

利用率

#DIV/0!

区　　分

人数・構成比

計

#DIV/0!

#DIV/0!



様式３－２

　　　○○○　センター

４　部屋別・時間帯別利用状況（１の内数）

昼食
時間

昼食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

夕食
時間

時間
貸し

夕食
時間

時間
貸し

昼食
時間

夕食
時間

昼食
時間

夕食
時間

時間
貸し

( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 ( 0 ) 0 0 0

小　計　Ｂ 0 ( ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

小　計　Ｃ 0 ( ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

（　名） ( ） ( ） ( ） 0 0 （ 0 ) 0 0 0

小　計　Ｄ 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 ( 0 ） 0 0 0 0 0 （ 0 ) 0 0 0

夜間 合計

件数 人数

施設利用状況報告書（令和　年　月）

室　名（定員）
件数 人数 件数 人数

午　後

件数

時間
貸し

時間
貸し

午　前

時間
貸し

人数

合　計　（Ａ～Ｄの計）

ホール（　　名）　Ａ

会議室
・

集会室
・

講義室

実習室
・

視聴覚室
・

陶工芸室

その他

（和室など）



様式４－１

１　区民講座について 　　　　　○○○　センター

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

成果指標 参加者数 理解度 満足度

目標値 80% 80%

目標値に対する
実績

（ ）
目標値の
達成率

#VALUE! 0% 0%

講座等事業実施報告書（令和 　年  月）

開催日時

募集対象

募集
人数

１人あたり
収入額

指定管理者
の支出額

指定管理者
の収入額

達成された効果など
受講者
実数

１人あたり
支出額

内容 #DIV/0!

応募倍率

応募者数

#DIV/0!円

事業名

（使用した室）
目的、内容等

１人あたり
参加費

円

円

#DIV/0!

円 円

円 円

円

円 #DIV/0! 円

目的

内容

#DIV/0!

円目的

円 #DIV/0!内容 円 #DIV/0!

#DIV/0!

円

目的 #DIV/0!

円



様式４－２

２　地域住民の交流等を目的とした事業について 　　　　　○○○　センター

（ ） #DIV/0! ％

（ ） #DIV/0! ％

（ ） #DIV/0! ％

内容

円

#DIV/0!

目的

円

指定管理者
の支出額

目的、内容等
１人あたり
参加費

円

講座等事業実施報告書（令和　年  月）

開催日時
対象

参加
見込数

達成された効果など
参加者
実数１人あたり

支出額
１人あたり
収入額

事業名

（使用した室）

指定管理者
の収入額

目標数の80％

円

目標値の達成率

円 円

目標数の80％円

成果指標 来場者目標数の80％

0

来場者目標数

#DIV/0!

成果指標 来場者目標数の80％

来場者目標数

円

0

目標値の達成率

円 #DIV/0! 円

目的

円

目的

内容

#DIV/0!内容

成果指標

0

円

円 #DIV/0!

来場者目標数の80％

円 #DIV/0! 円

来場者目標数

目標数の80％

目標値の達成率



様式４－３

３　地域の憩いの場づくり施設活用事業について ○○○　センター

（ ）

（ ）

（ ）

目的、内容等

講座等事業実施報告書（令和　年  月）

利用者実数開催日 達成された効果など
事業名

（使用した室）

目的

実施時間

目的

内容

内容

内容

目的



様式　５

利用日：　　年　月　日 　　年　月　日 作成日付 　　/　　/　　 頁　

１０増

２０増

２割増

１時間貸し

件数 利用料金

２割増

夜間

件数 利用料金

２割増

２０増

２０増

２０増

～

総合計

合計

２割増

一般料金

合計

２割増

合計

一般料金

１０増

１０増

一般料金

○○室

合計

一般料金

２０増

１０増

○○室

１０増

合計

利用料金件数

合計

件数 利用料金 件数 利用料金 件数 利用料金 件数

17時～18時

利用料金

12時～13時

件数 利用料金

有料施設利用料金収入状況報告書

利用料金件数

全日 延長

○○△△センター

一般料金

午前 午後

○○室

○○室

合計

備考　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。



冊 冊

枚 件

枚 件

枚 件

枚 枚

枚 枚

枚 枚

枚

本 通

本 通 通

本 通

貸 出 券
受払状況

バーコード
受払状況

残 枚 数

利用案内

残 枚 数 使用枚数

　その他図書室内状況確認

　図書室内照明消灯

　図書室内窓施錠

　サイン類表示変更等

　※上記の苦情・要望は特別な連絡や対応の必要のないものに限り記入することとし、特別な連絡や対応が必要な

　　案件は、内容に応じて所定の書式により速やかに＊＊区地域振興課または中央図書館に提出してください。

業務終了時の
チェック状況

項　　　　　目 チェック 項　　　　　目 チェック

　各端末機器電源遮断

図書室内
巡回状況

　①大声・走り回り注意　　件　　②飲食注意　　　件

　③携帯電話等注意　　　　件　　④居眠り注意　　件

　⑤その他　　　　件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者
からの
苦　情
要　望
提案等

内　　　　　　容 処　　理　　結　　果

封
書
そ
の
他

督　　促 督　　促

そ の 他

電話記録

予　　約

郵送記録

新規登録数

変更届数

そ の 他 寄贈礼状

は
が
き

予　　約

受入枚数 調査相談

受入枚数

再交付数
前 日 の
残 枚 数

：　　　　　　～　　　　　　：

業務処理
件数累計

貸出冊数 返却冊数

前 日 の
残 枚 数

検索機利用
方法の説明

：　　　　　　～　　　　　　：

：　　　　　　～　　　　　　：

　　平成　　　年　　　月　　　日（　　）　　天気（　　　　） 作成者氏名

勤務状況

従　事　者　氏　名 従　　事　　時　　間

：　　　　　　～　　　　　　：

：　　　　　　～　　　　　　：

館　　長 担　　当

＊＊＊＊センター図書室業務日誌

様式６－１



申立人 （匿名希望の場合は氏名欄に匿名と記入し、不明の場合は氏名欄に不明と記入すること。）

歳 　※わかる場合のみ記入

（自宅・勤務先・携帯電話）

（自宅・勤務先・携帯電話）

（自宅・勤務先・携帯電話）

 １．事故等の具体的な内容

 ２．現場における対応

　□現場対応で処理が完了した場合はチェック印を記入すること。

 ３．中央図書館が対応すべき事項及び回答が必要な事項  ４．３に対する中央図書館の対応・回答

①

②

③

④

⑤

様式６－２

（優先度２）

（優先度３）

　※図書館業務及び電算システム等に関する内容以外の案件は、所定の書式により＊＊区地域振興課へ
　　提出してください。　　

[住　　所]

[氏　　名] [年　　齢]

[電話番号] （優先度１）

応対者氏名

＊＊＊＊センター図書室事故等報告書

件　名
　　□事故　　□苦情　　□トラブル　　□要望・提案　　□その他

課長

対応日時
及び

対応方法

　　令和　　年　　月　　日（　　）　午前・午後　　時　　分　

　　□カウンター　　□電話　　□その他（                                 ）

係長 係

中　央　図　書　館

センター館長 係館　　長



日 冊 冊

枚 件

枚 件

枚 枚

枚 枚

枚 枚

枚

本 通

本 通

本
通

前月末の
残 枚 数

受入枚数

使用枚数

バーコード
受払状況

新規登録数
(WEB仮登録含む)

開室日数

貸 出 券
受払状況

前月末の
残 枚 数

受入枚数

残 枚 数

返却冊数

センター
館　　長

令和　　　 年　 　　月分

貸出冊数

様式６－３ 係

電話記録

再交付数

＊＊＊＊センター図書室月間業務報告書（１）

業務処理
件数累計

残 枚 数

寄贈礼状

封書・その他

郵送記録

調査相談

利用案内

通信欄

　　必要な案件は所定の書式により速やかに＊＊区地域振興課または中央図書館に提出してください。

そ の 他

　※上記の苦情・要望は特別な連絡や対応の必要のないものに限り記入することとし、特別な連絡や対応が

利用者から
の苦情・要
望・提案等

処　　　　　理内　　　　　　容

予　　約

督　　促

そ の 他

は
が
き

予　　約



備　　　　　　　　　　考参加者数

　注）テーマ展示において長期間内容を変えないものは、定例的な展示となりますので、記入不要です。

事業名称 開催日時

（おはなし会・映画会等）

センター
館　　長

係

＊＊＊＊センター図書室月間業務報告書（２）

令和　　　 年　 　　月分

様式６－４

（テーマ展示）

（その他・講座等）

　・中央図書館主催の研修に関するもの　・その他(列記した事項に類するもの)示

※純粋な事業のみを記載し、下記のような図書室で標準的に実施されるべき業務や定例的な業務等は記入不要です。

　・図書室カレンダー等の作成･配布　・新着図書一覧(新刊リスト)や各種おすすめ図書リスト等の作成･掲示

　・各種ポスター等の作成･掲示　・予約ベストテン等の作成・掲示　・各賞受賞に関する情報や各種書評の掲示

　・図書の配架場所の変更やポップ作成等室内装飾に関するもの　・ホームページやチラシ等による各種ＰＲ



【様式７】 

個人情報取扱状況報告書 

 

年  月  日   

  札幌市長 様 

                      住 所 

                      団体名 

                     代表者名              

 

 個人情報取扱安全管理基準及び個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施して

いる安全管理対策の実施状況について下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

協定名 札幌市〇〇△△センターの管理に関する協定 

協定期間 令和５年４月１日 ～ 令和 10 年３月 31 日 

対象期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

安全管理対策の実施状況 

１ 当該業務において、標記の基準及び特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施

しています。また、個人情報取扱安全管理基準適合申出書の提出時点からの変更有

無等について、以下のとおり報告いたします。 

 

 (1) 従業者の指定、教育及び監督（変更なし・変更あり） 

   

 (2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり） 

   

 (3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり） 

   

 (4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり） 

  〇（発生した場合）事件・事故の状況： 

   

   

 (5) 関係法令の遵守（変更なし・変更あり） 

   

 (6) 定期監査の実施（変更なし・変更あり） 

   

 (7) その他個人情報取扱安全管理基準適合申出書からの変更（なし・あり） 

   

２ その他特記事項等 

 

 
 



別表 １ 

管理物件 

 

 

 

 

施 設 の 名 称 札幌市すみかわセンター 

施設の所在地 札幌市南区澄川４条４丁目４番 40号 

施設の設置目的 地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及促進を図り、もっ

て地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

建物の構造等 開設年月日：平成 14 年２月 14 日 

構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 

専有部分内訳 904.42 ㎡ 

敷 地 面 積：2,305.37 ㎡ 

延 床 面 積（専有部分）：904.42 ㎡ 

主 要 施 設：ホール（300 人収容）、会議室（２室）、和室（１室）、 

実習室(１室) 

駐 車 場：14 台収容 

札幌市すみかわ地区センター専有部分内にある他の施設（組織） 

① 澄川地区福祉のまち推進センター（41.95 ㎡） 

（澄川地区社会福祉協議会） 

建 設 費：362,000 千円 

施設平面図：別添のとおり(資料１) 

特記事項 指定避難所（地域）に指定。 



別表１-資料１
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すみかわ地区センター備品一覧表 別表２

室名等 品　　名 室名等 品　　名 室名等 品　　名

課長机 作業用テーブル（小机） 台車
課長用椅子 ホワイトボード パンフレットラック
係長机 ミキサー ロビーチェア
CO2モニター 会議用テーブル 応接用テーブル
OA机 行事予定板 加湿器
オープン書庫 炊飯ジャー 回転式パンフレットラック
カメラ 炊飯器 玄関マット
コート掛 電子レンジ 傘立て
シュレッダー 冷蔵庫 車椅子
ディスクラック 台車
トレイキャビネット
パーテーション カーペット
ハンドマイク コート掛
ビジネスキッチン（キャスター付） 作業用テーブル（小机） 塵芥庫 クリーンロッカー
ファイリングキャビネット 囲碁
フリーワゴン 華道用具
案内板 回転ホワイトボード
印（天丸印、角印） 行事予定板 廊下壁面 突出室名札
会議用テーブル 座イス
回転式印箱 座卓
脚立 座卓兼用テーブル
救急箱 将棋
裁断機 茶道用具
耐火金庫
冷蔵庫

清掃員控室 更衣ロッカー

椅子
椅子　ポーター
作業用テーブル（小机） オープン書庫
スクリーン ゲートボールセット
ステージ用無地パネル ターゲットゲーム（ボッチャ）
ファイリングキャビネット ハンドマイク
案内板 ホワイトボード
演台 花器台
行事予定板 旗（国旗、市旗、区旗）
司会者台 旗収納ケース

脚立
書庫
台車

バドミントンネット支柱 展示パネルアクリルケース
バドミントン支柱 展示板(パネル)
ポールかご 電子ピアノ
卓球台 壁掛用掲示板
得点板

機械室 駐輪場サイン
会議用テーブル
会議用椅子
会議用椅子　ポーター
DVDテレビデオ（ケーブル有） 給湯室 茶棚
鏡
コート掛
作業用テーブル（小机）
ビデオ トレイ3段付掲示ボード
ビデオプロジェクター 行事予定板
ファイリングキャビネット 傘立て
プロジェクター台
行事予定板
司会者台
ホワイトボード

※１　上記備品の更新については、札幌市が利用状況や予算状況を勘案して行う。
※２　上記備品のうち一部に故障があるが、運営に支障はない。
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別表 ３ 

  指定管理者が調達する備品 

 

 
１ 消火器 

  ※ 消防法施行規則第６条の基準に基づき施設に設置されている本数 

  ※ 仕様書第４-２- 要求水準（カ）による 

 

２ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）１台 

  ※ 仕様書第４-２- 要求水準（キ）による 


